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地地
下下
官官
人人
真真
継継
康康
総総
のの
尾尾
張張
旅旅
行行
をを
めめ
ぐぐ
るる
一一
考考
察察 
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継継
家家
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・・
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泉泉
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一一
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二二  

尾尾
張張
国国
にに
おお
けけ
るる
史史
料料 

  

一一
ーー
三三  

勅勅
使使
参参
向向
記記
事事
にに
つつ
いい
てて 

二二
．．
真真
継継
康康
総総
とと
山山
科科
家家
・・
冷冷
泉泉
家家
・・
舟舟
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家家
とと
のの
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家家 

二二
ーー
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山山
科科
言言
緒緒
とと
真真
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二二
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五五 

冷冷
泉泉
家家
とと
真真
継継
家家 

二二
ーー
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舟舟
橋橋
秀秀
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とと
真真
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三三
．．
日日
記記
にに
おお
けけ
るる
真真
継継
康康
総総
のの
記記
載載
にに
つつ
いい
てて 

おお
わわ
りり
にに 

 

要要
旨旨  

 

慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
三
月
、
冷
泉
為
満
・
山
科
言
緒
・
舟
橋
秀
賢
の
公

家
衆
一
行
は
、
京
よ
り
尾
張
国
に
入
り
、
三
月
七
日
に
熱
田
社
を
参
拝
し
、
三

月
十
五
日
に
は
尾
張
国
熱
田
で
和
歌
会
に
参
加
し
、
尾
張
滞
在
中
に
尾
張
清
須

城
主
松
平
忠
吉
と
の
交
流
を
持
っ
た
。
尾
張
国
の
地
誌
類
に
は
公
家
衆
各
々
の

詠
歌
が
記
録
さ
れ
、
和
歌
懐
紙
も
伝
世
す
る
。 

 

こ
の
旅
行
に
同
道
し
た
京
人
に
源
康
総
が
い
る
。
地
誌
や
和
歌
懐
紙
に
よ
り

そ
の
名
が
伝
わ
る
も
の
の
、
人
物
未
詳
で
あ
っ
た
。
筆
者
は
近
年
、
こ
の
源
康

総
を
、
朝
廷
権
威
を
背
景
に
諸
国
鋳
物
師
支
配
を
進
め
た
地
下
官
人
真
継
家
の

当
主
真
継
康
総
に
比
定
し
、
康
総
の
人
物
像
を
詳
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
為
満

一
行
の
旅
程
や
旅
の
目
的
等
を
明
ら
か
に
し
た
。 

し
か
し
、
舟
橋
秀
賢
の
日
記
『
慶
長
日
件
録
』
や
山
科
言
緒
の
父
山
科
言
経
の

日
記
『
言
経
卿
記
』
に
は
、
尾
張
旅
行
中
の
真
継
康
総
の
記
述
が
な
い
。
同
時
代

史
料
で
あ
る
同
行
者
の
日
記
に
記
載
が
な
い
こ
と
は
、
後
世
の
編
纂
物
で
あ
る
地

誌
類
を
根
拠
と
し
た
康
総
の
尾
張
滞
在
の
実
否
に
つ
い
て
、
疑
問
を
生
じ
さ
せ
る
。

こ
の
疑
問
を
解
決
す
る
為
、
尾
張
旅
行
か
ら
視
点
を
変
え
、
康
総
と
山
科
家
・
冷

泉
家
と
の
常
々
の
交
流
を
読
み
解
い
た
。 

 

真
継
康
総
は
若
年
の
頃
よ
り
山
科
家
を
頻
繁
に
訪
問
し
、
そ
の
交
流
は
山
科
言

継
・
言
経
・
言
緒
の
三
代
に
亘
っ
た
。
康
総
は
冷
泉
家
の
和
歌
会
に
参
加
し
歌
壇

の
人
脈
に
連
な
る
だ
け
で
な
く
、
康
総
の
姉
（
妙
寿
）
が
冷
泉
家
一
門
（
興
正
寺
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二
〇
二
一
年
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必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
考
察
の
結
果
は
、
地
誌
類
等
諸
史
料
の
記
事
の
信
憑

性
及
び
先
行
研
究
の
成
果
に
も
影
響
す
る
も
の
と
考
え
る
。 

よ
っ
て
本
稿
で
は
、
第
一
章
に
お
い
て
、
公
家
日
記
と
尾
張
国
の
史
料
（
和
歌

懐
紙
・
地
誌
類
）
に
つ
い
て
整
理
を
行
い
、
各
史
料
に
お
け
る
康
総
に
つ
い
て
の

記
載
・
不
記
載
に
つ
い
て
確
認
し
、
疑
問
を
提
示
す
る
。
第
二
章
で
は
視
点
を
変

え
て
、
地
下
官
人
真
継
康
総
と
冷
泉
・
山
科
・
舟
橋
達
堂
上
公
家
衆
と
の
日
常
の

交
流
に
注
目
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
康
総
が
為
満
達
と
旅
に
出
る
蓋
然
性
が
高
い

こ
と
を
論
じ
て
い
く
。 

 
 

本
稿
は
、
日
記
の
記
載
上
の
疑
問
に
端
を
発
し
、
そ
の
考
察
の
一
環
と
し
て
、

公
家
社
会
に
お
け
る
真
継
康
総
と
堂
上
公
家
衆
（
主
に
山
科
・
冷
泉
）
と
の
交
流
・

関
係
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
真
継
康
総
の
和
歌
懐
紙
や
為
満
・

康
総
達
の
尾
張
旅
行
を
め
ぐ
る
筆
者
の
一
連
の
研
究
の
補
考
で
も
あ
る
。 

 

本
研
究
は
、
戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
至
る
地
下
官
人
と
堂
上
公
家
衆
と
の

関
係
に
つ
い
て
の
事
例
研
究

（

5
）

と
し
て
、
ま
た
諸
国
鋳
物
師
の
支
配
に
努
め
た
地

下
官
人
真
継
康
総
の
人
物
研
究

（

6
）

と
し
て
、
更
に
は
江
戸
時
代
初
期
の
尾
張
国
の

地
域
史
研
究
と
し
て
、
諸
研
究
の
深
化
に
繋
が
る
も
の
と
考
え
る
。 

 一一
．．
尾尾
張張
旅旅
行行
にに
関関
すす
るる
真真
継継
康康
総総
のの
記記
録録 

 

一一
ーー
一一 

公公
家家
日日
記記
にに
おお
けけ
るる
真真
継継
康康
総総
のの
記記
録録 

 

『
慶
長
日
件
録
』
は
旅
行
者
の
一
人
、
舟
橋
秀
賢
の
日
記
で
あ
る
。
出
立
前
か

ら
旅
行
関
係
の
記
録
が
あ
り
、
三
月
四
日
以
降
の
往
路
は
詳
し
く
記
す
も
の
の
、

三
月
七
日
の
熱
田
社
参
詣
の
記
事
を
以
て
記
録
が
中
断
さ
れ
、
帰
宅
時
の
二
十
一

日
か
ら
記
録
が
再
開
さ
れ
る
。
尾
張
滞
在
中
の
大
部
分
と
伊
勢
参
宮
時
の
記
録
を

欠
い
て
い
る
。
同
じ
く
旅
行
者
の
一
人
・
山
科
言
緒
の
日
記
『
言
緒
卿
記
』

（

7
）

に

は
当
該
時
期
の
記
録
は
無
い
が
、
そ
の
父
山
科
言
経
の
日
記
『
言
経
卿
記
』
に
は

子
息
言
緒
か
ら
の
音
信
が
記
録
さ
れ
、
断
片
的
に
旅
行
の
情
報
が
伝
わ
る
。 

一
行
の
旅
程
に
つ
い
て
は
既
に
別
稿
で
考
察
し
て
お
り

（

8
）

、
本
稿
で
は
旅
行
者
の

記
載
に
つ
い
て
注
視
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
行
の
旅
程
を
把
握
す
る
為
、
ま
た
尾
張

旅
行
中
（
三
月
四
日
、
一
行
の
京
都
出
立
後
～
三
月
十
九
日
の
康
総
の
在
京
確
認
ま
で
）

の
真
継
康
総
の
不
記
載
を
確
認
す
る
為
に
も
、
両
史
料
の
関
係
記
事
を
掲
出
す
る
。 

先
ず
は
『
慶
長
日
件
録
』

（

9
）

慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
三
月
の
旅
行
関
係
記
事

を
掲
げ
る
（
太
字
・
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
）
。 

①
一
日
、
（
略
）
冷冷
泉泉
亭
へ
行
、
来
四
日
尾
州
へ
可
レ

令
二

下
向
一

為
レ

門
二

出
之
一

也
、
双
瓶
重
箱
携
也
、
夜
半
及
帰
宅 

②
二
日
、
晴
、
新
衛
門
氷
室
へ
遣
、
母
堂
御
住
山
之
間
、
予予
尾
州
へ
下
向
頃 

 
 

申
進
畢 

③
三
日
、
次
長
橋
局
へ
参
、
尾
州
へ
罷
下
之
間
御
所
之
事
申
入
処
、
御
心
得
之

由
被
二

仰
下
一

、
令
二

満
足
一

者
也
、
次
家
君
へ
参
、
次
大
聖
寺
殿
・
女
御 

 
 

殿
・
近
衛
殿
等
今
日
御
礼
ニ
参
、
次
冷冷
泉泉
・・
山山
科科
亭
へ
立
寄
、
明
日
之
支
度 

 
 

令
二

相
談
一

畢 

 

④
四
日
、
刁
刻
ヨ
リ
出
立
、
尾
州
ニ
下
向
、
先
冷冷
泉泉
亭
へ
向
、
山山
科科
内内
蔵蔵
頭頭 

  

両両
三三
人人
同
道
、
予予
何
も
乗
物
、
輿
䑓
四
人
・
荷
物
四
人
・
鑓
持
一
人
・
小

 

 

佐
超
室
）
に
奉
公
し
た
。
更
に
は
姻
戚
関
係
に
あ
っ
た
冷
泉
・
山
科
両
家
の
法
要

に
妙
寿
と
真
継
康
総
の
姉
弟
が
参
列
す
る
等
、
真
継
家
と
山
科
・
冷
泉
家
に
は
長

い
間
の
交
流
が
あ
り
、
親
し
い
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
真
継
康
総
と

冷
泉
家
・
山
科
家
と
の
常
々
の
交
流
を
見
れ
ば
、
真
継
康
総
が
尾
張
へ
同
行
す
る

可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。 

 

反
面
、
舟
橋
秀
賢
と
真
継
康
総
は
知
人
で
は
あ
っ
た
が
、
親
し
く
交
流
し
て
い

た
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
。
即
ち
、
公
家
日
記
に
お
け
る
尾
張
旅
行
期
間
中
の
真
継

康
総
の
不
記
載
と
は
、
日
記
執
筆
者
に
よ
る
康
総
に
つ
い
て
の
記
述
省
略
と
理
解

で
き
る
。
和
歌
懐
紙
、
地
誌
類
の
記
述
と
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
康
総
と
山
科
・

冷
泉
と
い
っ
た
堂
上
公
家
衆
と
の
関
係
性
を
考
慮
す
れ
ば
、
真
継
康
総
の
尾
張
滞

在
は
確
実
で
あ
る
。 

 

キキ
ーー
ワワ
ーー
ドド
：：
熱熱
田田
神神
宮宮
（（
熱熱
田田
社社
））
、、
真真
継継
康康
総総
、、
冷冷
泉泉
為為
満満
、、
山山
科科
言言
継継
・・

言言
経経
・・
言言
緒緒
、、
舟舟
橋橋
秀秀
賢賢 

 はは
じじ
めめ
にに 

 

慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
三
月
、
公
家
の
冷
泉
為
満
・
山
科
言
緒
・
舟
橋
秀
賢

と
真
継
（
源
）
康
総
は
熱
田
社
を
参
拝
し
、
社
家
・
僧
衆
と
和
歌
会
を
催
し
た
。

こ
れ
に
つ
き
、
熱
田
社
に
奉
納
さ
れ
た
為
満
・
秀
賢
・
康
総
の
和
歌
懐
紙
等
を
主

な
論
点
と
し
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た

（

1
）

。
筆
者
は
近
年
、
詠
者
の
一
人
、
源

康
総
を
地
下
官
人
の
真
継
康
総
に
比
定
し
、
そ
の
人
物
像
を
明
ら
か
に
し
た

（

2
）

。 

更
に
為
満
一
行
の
旅
程
全
体
を
見
直
し
、
熱
田
社
参
詣
以
外
に
も
尾
張
清
須
城

主
松
平
忠
吉
へ
の
訪
問
も
ま
た
尾
張
旅
行
の
目
的
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
た

（

3
）

。 

一
連
の
研
究
で
は
冷
泉
為
満
の
帰
京
時
期
と
真
継
康
総
の
尾
張
旅
行
時
の
行
動
、

そ
し
て
冷
泉
・
山
科
・
舟
橋
と
い
っ
た
堂
上
公
家
衆
と
地
下
官
人
真
継
康
総
と
の

関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
残
し
た
。 

為
満
一
行
は
三
月
四
日
に
出
京
、
七
日
に
尾
張
国
の
熱
田
社
を
参
拝
、
そ
の
後

に
松
平
忠
吉
（
尾
張
清
須
城
主
）
と
交
流
を
持
ち
、
十
五
日
に
は
熱
田
で
和
歌
会

に
参
加
し
た
。
十
六
日
に
山
科
言
緒
と
舟
橋
秀
賢
は
尾
張
熱
田
か
ら
伊
勢
参
宮
に

出
立
し
、
二
十
一
日
に
帰
洛
し
て
い
る
。
言
緒
が
尾
張
か
ら
父
言
経
に
派
遣
し
た

使
者
は
十
八
日
に
上
洛
し
て
お
り
、
翌
十
九
日
に
は
真
継
康
総
が
旅
行
の
報
告
の

為
か
、
京
都
山
科
邸
を
訪
問
し
て
い
る

（

4
）

。 

康
総
の
尾
張
旅
行
時
の
行
動
に
つ
い
て
は
、
江
戸
時
代
に
尾
張
国
で
編
纂
さ
れ

た
『
張
州
雑
志
』
の
記
事
や
、
熱
田
神
宮
に
伝
来
す
る
源
康
総
和
歌
懐
紙
と
い
っ

た
尾
張
地
域
の
史
料
に
お
い
て
知
ら
れ
る
。
し
か
し
同
時
代
史
料
で
あ
り
公
家
衆

側
の
記
録
で
あ
る
『
慶
長
日
件
録
』
（
舟
橋
秀
賢
の
日
記
）
『
言
経
卿
記
』
（
山

科
言
緒
の
父
言
経
の
日
記
）
に
は
、
尾
張
旅
行
中
（
三
月
四
日
の
出
京
か
ら
三
月

十
九
日
に
康
総
が
京
の
山
科
言
経
邸
を
訪
問
す
る
間
）
に
真
継
康
総
の
名
が
記
さ

れ
て
い
な
い
。 

後
世
に
編
纂
さ
れ
た
尾
張
国
の
記
録
・
地
誌
類
の
内
容
を
、
同
時
代
史
料
で
あ

り
、
且
つ
旅
行
者
本
人
、
或
い
は
そ
の
家
族
の
日
記
か
ら
検
証
す
る
こ
と
は
重
要

で
あ
る
。
よ
っ
て
日
記
の
尾
張
旅
行
期
間
中
の
真
継
康
総
の
人
名
不
記
載
に
つ
い

て
考
察
を
加
え
、
地
誌
類
に
お
け
る
康
総
の
記
事
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
論
じ
る

199 
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地
下
官
人
真
継
康
総
の
尾
張
旅
行
を
め
ぐ
る
一
考
察

（
伊
藤　

信
吉
）

二



 

 

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
考
察
の
結
果
は
、
地
誌
類
等
諸
史
料
の
記
事
の
信
憑

性
及
び
先
行
研
究
の
成
果
に
も
影
響
す
る
も
の
と
考
え
る
。 

よ
っ
て
本
稿
で
は
、
第
一
章
に
お
い
て
、
公
家
日
記
と
尾
張
国
の
史
料
（
和
歌

懐
紙
・
地
誌
類
）
に
つ
い
て
整
理
を
行
い
、
各
史
料
に
お
け
る
康
総
に
つ
い
て
の

記
載
・
不
記
載
に
つ
い
て
確
認
し
、
疑
問
を
提
示
す
る
。
第
二
章
で
は
視
点
を
変

え
て
、
地
下
官
人
真
継
康
総
と
冷
泉
・
山
科
・
舟
橋
達
堂
上
公
家
衆
と
の
日
常
の

交
流
に
注
目
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
康
総
が
為
満
達
と
旅
に
出
る
蓋
然
性
が
高
い

こ
と
を
論
じ
て
い
く
。 

 
 

本
稿
は
、
日
記
の
記
載
上
の
疑
問
に
端
を
発
し
、
そ
の
考
察
の
一
環
と
し
て
、

公
家
社
会
に
お
け
る
真
継
康
総
と
堂
上
公
家
衆
（
主
に
山
科
・
冷
泉
）
と
の
交
流
・

関
係
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
真
継
康
総
の
和
歌
懐
紙
や
為
満
・

康
総
達
の
尾
張
旅
行
を
め
ぐ
る
筆
者
の
一
連
の
研
究
の
補
考
で
も
あ
る
。 

 

本
研
究
は
、
戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
至
る
地
下
官
人
と
堂
上
公
家
衆
と
の

関
係
に
つ
い
て
の
事
例
研
究

（

5
）

と
し
て
、
ま
た
諸
国
鋳
物
師
の
支
配
に
努
め
た
地

下
官
人
真
継
康
総
の
人
物
研
究

（

6
）

と
し
て
、
更
に
は
江
戸
時
代
初
期
の
尾
張
国
の

地
域
史
研
究
と
し
て
、
諸
研
究
の
深
化
に
繋
が
る
も
の
と
考
え
る
。 

 一一
．．
尾尾
張張
旅旅
行行
にに
関関
すす
るる
真真
継継
康康
総総
のの
記記
録録 

 

一一
ーー
一一 

公公
家家
日日
記記
にに
おお
けけ
るる
真真
継継
康康
総総
のの
記記
録録 

 

『
慶
長
日
件
録
』
は
旅
行
者
の
一
人
、
舟
橋
秀
賢
の
日
記
で
あ
る
。
出
立
前
か

ら
旅
行
関
係
の
記
録
が
あ
り
、
三
月
四
日
以
降
の
往
路
は
詳
し
く
記
す
も
の
の
、

三
月
七
日
の
熱
田
社
参
詣
の
記
事
を
以
て
記
録
が
中
断
さ
れ
、
帰
宅
時
の
二
十
一

日
か
ら
記
録
が
再
開
さ
れ
る
。
尾
張
滞
在
中
の
大
部
分
と
伊
勢
参
宮
時
の
記
録
を

欠
い
て
い
る
。
同
じ
く
旅
行
者
の
一
人
・
山
科
言
緒
の
日
記
『
言
緒
卿
記
』

（

7
）

に

は
当
該
時
期
の
記
録
は
無
い
が
、
そ
の
父
山
科
言
経
の
日
記
『
言
経
卿
記
』
に
は

子
息
言
緒
か
ら
の
音
信
が
記
録
さ
れ
、
断
片
的
に
旅
行
の
情
報
が
伝
わ
る
。 

一
行
の
旅
程
に
つ
い
て
は
既
に
別
稿
で
考
察
し
て
お
り

（

8
）

、
本
稿
で
は
旅
行
者
の

記
載
に
つ
い
て
注
視
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
行
の
旅
程
を
把
握
す
る
為
、
ま
た
尾
張

旅
行
中
（
三
月
四
日
、
一
行
の
京
都
出
立
後
～
三
月
十
九
日
の
康
総
の
在
京
確
認
ま
で
）

の
真
継
康
総
の
不
記
載
を
確
認
す
る
為
に
も
、
両
史
料
の
関
係
記
事
を
掲
出
す
る
。 

先
ず
は
『
慶
長
日
件
録
』

（

9
）

慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
三
月
の
旅
行
関
係
記
事

を
掲
げ
る
（
太
字
・
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
）
。 

①
一
日
、
（
略
）
冷冷
泉泉
亭
へ
行
、
来
四
日
尾
州
へ
可
レ

令
二

下
向
一

為
レ

門
二

出
之
一

也
、
双
瓶
重
箱
携
也
、
夜
半
及
帰
宅 

②
二
日
、
晴
、
新
衛
門
氷
室
へ
遣
、
母
堂
御
住
山
之
間
、
予予
尾
州
へ
下
向
頃 

 
 

申
進
畢 

③
三
日
、
次
長
橋
局
へ
参
、
尾
州
へ
罷
下
之
間
御
所
之
事
申
入
処
、
御
心
得
之

由
被
二

仰
下
一

、
令
二

満
足
一

者
也
、
次
家
君
へ
参
、
次
大
聖
寺
殿
・
女
御 

 
 

殿
・
近
衛
殿
等
今
日
御
礼
ニ
参
、
次
冷冷
泉泉
・・
山山
科科
亭
へ
立
寄
、
明
日
之
支
度 

 
 

令
二

相
談
一

畢 

 

④
四
日
、
刁
刻
ヨ
リ
出
立
、
尾
州
ニ
下
向
、
先
冷冷
泉泉
亭
へ
向
、
山山
科科
内内
蔵蔵
頭頭 

  

両両
三三
人人
同
道
、
予予
何
も
乗
物
、
輿
䑓
四
人
・
荷
物
四
人
・
鑓
持
一
人
・
小

198 

 
  

人
間
文
化
研
究

　
35 

　
二
〇
二
一
年

三



 

 

六
日
に
は
山
科
言
緒
と
舟
橋
秀
賢
が
尾
張
か
ら
伊
勢
参
宮
に
向
か
う
。
そ
の
時
に

言
緒
が
父
言
経
へ
派
遣
し
た
と
思
し
き
使
者
は
、
十
八
日
に
言
経
と
面
談
し
て
い

る
。
翌
十
九
日
に
は
真
継
康
総
が
二
才
の
娘
を
連
れ
て
言
経
を
訪
問
し
て
い
る
。

二
十
一
日
に
は
、
言
緒
と
秀
賢
が
伊
勢
参
宮
を
遂
げ
帰
京
し
て
い
る
（
以
上
、
史

料
⑧
⑮
～
⑰
）
。 

 

そ
こ
で
、
こ
の
尾
張
旅
行
中
の
公
家
衆
の
人
物
名
の
記
載
に
注
目
す
る
。
『
慶

長
日
件
録
』
に
は
記
主
・
舟
橋
秀
賢
本
人
（
「
予
」
②
④
⑩
）
、
冷
泉
為
満
（
「
冷

泉
」
①
③
④
⑥
）
・
山
科
言
緒
（
「
山
科
」
「
山
科
内
蔵
頭
」
③
④
⑩
）
に
つ
い

て
は
、
秀
賢
の
旅
支
度
の
事
前
相
談
、
出
発
時
の
合
流
場
所
、
帰
京
後
の
尾
張
国

守
松
平
下
野
守
忠
吉
（
「
尾
州
国
守
野
州
」
「
野
州
」
⑩
⑫
）
へ
の
礼
状
ま
で
記

録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
真
継
康
総
の
個
人
名
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。 

 

『
言
経
卿
記
』
に
は
、
記
主
山
科
言
経
の
子
息
言
緒
（
「
倉
卩
」
⑪
～
⑮
⑰
）
、

冷
泉
為
満
（
「
冷
」
「
冷
泉
」
⑪
⑬
⑭
）
、
舟
橋
秀
賢
（
「
舟
橋
」
「
極
﨟
」
⑬

⑮
⑰
）
に
つ
い
て
は
旅
行
に
関
連
す
る
記
録
が
あ
る
。 

特
に
⑦
三
月
四
日
条
に
は
、
言
緒
が
「
冷
泉
、
舟
橋
等
」
を
同
道
し
て
尾
張
へ

出
立
し
た
と
記
す
が
、
康
総
の
名
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
史
料
⑯
に
記
さ
れ
る

「
真
継
美
乃
守
」
（
真
継
美
濃
守
康
総
）
の
山
科
言
経
邸
訪
問
は
京
都
で
の
出
来

事
で
あ
り
、
尾
張
旅
行
中
の
真
継
康
総
の
個
人
名
や
具
体
的
な
記
録
は
、
両
日
記

に
は
見
当
た
ら
な
い
。 

 一

ーー
二 

尾尾
張張
国国
にに
おお
けけ
るる
史史
料料 

秀
賢
・
言
経
の
日
記
に
、
尾
張
旅
行
中
の
真
継
康
総
の
具
体
的
な
記
載
が
な
い

こ
と
を
確
認
し
た
。
し
か
し
康
総
の
詠
歌
を
記
し
た
和
歌
懐
紙
が
熱
田
神
宮
に

伝
存
し
て
お
り
、
尾
張
地
域
の
地
誌
類
に
も
康
総
の
和
歌
が
記
さ
れ
る
。
そ
こ
で

尾
張
国
に
関
連
す
る
史
料
に
つ
い
て
順
を
追
っ
て
見
て
い
き
た
い
。『
熱
田
神
宮

名
宝
図
録
』

（

11
）

に
は
、
藤
原
為
満
筆
・
清
原
秀
賢
筆
・
源
康
総
筆
と
さ
れ
る
熱
田

神
宮
所
蔵
の
和
歌
懐
紙
の
図
版
と
解
説
が
掲
載
さ
れ
る
。 

為
満
の
歌
は
、 

さ
く
は
な
は
よ
こ
く
も
な
ら
し
ま
つ
た
て
る 

 

か
け
も
ほ
の

〱
あ
け
の
た
ま
か
き 

秀
賢
の
歌
は
、 

あ
と
た
れ
し
そ
の
神
ま
つ
の
風
よ
り
や
豊
蘆
原
は
な
び
き
そ
め
剣 

康
総
の
歌
は
、 

打
か
す
む
海
つ
ら
遠
き
松
原
の
陰
も
ふ
り
ぬ
る
み
や
井
た
た
し
も 

と
翻
刻
さ
れ
、
真
継
康
総
（
源
康
総
）
の
和
歌
懐
紙
の
伝
世
が
知
ら
れ
る
。 

『
大
日
本
史
料
』（

12
）

は
「
冷
泉
為
満
、
山
科
言
緒
、
舟
橋
秀
賢
等
尾
張
ニ
之
キ
、

是
日
熱
田
宮
ニ
、
法
楽
和
歌
会
ヲ
興
行
ス
」
と
の
綱
文
を
記
し
、
「
言
経
卿
記
」

「
慶
長
日
件
録
」
と
共
に
「
張
州
雑
志
抄
」
を
収
載
す
る
。 

「
張
州
雑
志
抄｣

（

13
）

に
は
「
右
近
衛
権
中
将
藤
原
為

清
（
満
ヵ
）

」
の
歌
と
し
て 

さ
く
花
ハ
横
雲
な
ら
し
松
た
て
る
か
け
も
ほ
の

〱
明
の
珠
籬 

「
右
近
衛
少
将
藤
原
言
緒
」
の
歌
と
し
て 

頼
む
に
は
か
ひ
も
あ
ら
な
ん
蔭
高
き
ま
つ
に
し
ら
る
ゝ
神
の
御
社 

「
蔵
人
式
部
大
丞
清
原
秀
賢
」
の
歌
と
し
て 

 

 

者
一
人
・
青
侍
一
人
・
以
上
十
一
人
召
具
畢
、
巳
刻
草
津
ニ
令
二

休
息
一

、

水
口
ニ
一
宿
、
及
二

薄
暮
一

雷
雨
甚
、 

⑤
五
日
、
早
天
雨
晴
日
出
程
、
出
二

水
口
一

、
午
前
関
地
蔵
ニ
令
二

休
息
一

、
至
二

石
薬
師
一

一
宿 

⑥
六
日
、
拂
暁
出
二

石
薬
師
一

、
至
二

四
日
市
場
一

、
桑
名
ニ
行
、
路
頭
迄
宣
阿

弥
冷冷
泉泉
為
レ

迎
出
逢
、
桑
名
宣
阿
弥
宿
ニ
令
二

休
息
一

、
則
乗
船
、
着
二

熱
田
一

、

四
条
道
場
之
末
寺
亀
井
之
道
場
之
内
僧
阿
弥
坊
ニ
一
宿
、
亭
坊
事
外
丁
寧

之
振
舞
共
也
、 

⑦
七
日
、
早
朝
令
二

行
水
一

、
熱
田
大
明
神
社
参
、
透
廊
之
内
入
、
悉
令
二

見
物
一

、 

本
社
南
面
也
、
後
ニ
小
社
両
所
ア
リ
、
此
内
東
之
方
寶
蔵
ト
云
〻
、
則
草
薙
劒

被
レ

蔵
所
云
〻
、
此
寶
蔵
之
下
不
二

地
震
一

云
〻
、
先
年
大
地
震
之
時
處
〻
傳
説

之
間
、
試
處
、
彼
寶
蔵
下
雨
垂
之
内
一
切
不
レ

震
者
也
、
雨
垂
外
本
社
之
下
悉

地
震
甚
者
也
、
奇
妙
〻
〻
、
不
レ

及
二

言
舌
一

云
〻 

（
空
白
） 

⑧
廿
一
日
、
雨
降
、
勢
多
よ
り
令
二

帰
宅
一

、
直
ニ
家
君
ニ
参
、
路
次
中
之
様 

 
 

躰
雑
談
申
畢
、
家
君
へ
伊
勢
み
や
け
に
魚
箸
・
文
凾
進
レ

之
、
母
堂
へ
ふ
の

り
・
御
祓
進
レ

之
、
次
全
斎
へ
ふ
の
り
・
御
祓
・
文
匣
等
遣
レ

之
、 

⑨
廿
二
日
、
雨
降
、
今
日
当
番
之
間
巳
刻
参
番
、
匂
当
之
御
局
へ
伊
勢
御
祓
・

の
し
一
把
進
レ

之
、
上
様
へ
美
濃
柿
百
進
二

上
之
一

、 

⑩
二
十
六
日
、
午
刻
山山
科科
内内
蔵蔵
頭頭
亭
へ
行
、
尾尾
州州
国国
守守
野野
州州
へ
先
日
罷
下
處
、

御
懇
之
段
禮
使
札
可
レ

遣
云
〻
、
予予
也
書
状
共
相
認
こ
と
つ
て
遣
畢 

 

次
に
、
同
行
者
山
科
言
緒
の
父
で
あ
る
山
科
言
経
の
日
記
で
、
断
片
的
に
言
緒

の
行
動
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
『
言
経
卿
記
』

（

10
）

か
ら
慶
長
九
年
（
一
六
〇

四
）
二
月
・
三
月
の
記
事
を
掲
出
す
る
（
⑪
⑫
が
二
月
、
⑬
以
降
が
三
月
条
）
。 

⑪
二
十
六
日
（
略
）
倉倉
卩卩
尾
州
来
月
下
向
ナ
リ
ト
テ
、
冷冷
へ
門
出
ニ
罷
向
了 

⑫
二
十
八
日
（
略
）
東
寺
宝
輪
院
へ
倉倉
卩卩
よ
り
来
月
一
日
ヨ
リ
聖
天
花
水
供
一

ヶ
七
日
始
行
之
事
申
遣
了
、
尾
州
下
向
ニ
付
而
、
野野
州州
御
前
仕
合
可
レ

然
様
ニ

ト
祈
念
也 

⑬
四
日
（
略
）
一
、
早
暁
倉倉
卩卩
、、
冷冷
泉泉
、、
舟舟
橋橋
等等
同
道
、
尾
刕
下
向
了
、
今
日
ハ

水
口
ニ
一
宿
云
〻
、
路
次
ヨ
リ
書
状
来
了
、 

⑭
十
四
日
（
略
）
一
、
尾
刕
ヨ
リ
冷冷
・
倉倉
卩卩
等等
書
状
到
来
了 

⑮
十
八
日
（
略
）
一
、
尾
刕
ヨ
リ
、
倉倉
卩卩
ヒ
ン
キ
有
之
、
野
ヨ
リ
馬
給
云
〻
、 

 

則
上
了
、
去
十
六
日
ニ
参 

宮
也
云
〻
、
極極
﨟﨟
同
道
也
云
〻
、
馬
ヲ
ハ
一 

 

乗
寺
へ
遣
了
、
傳
介
付
而
上
之
間
、
相
添
在
所
へ
遣
了 

⑯
十
九
日
（
略
）
真真
継継
美美
乃乃
守守
ム
ス
メ
二
才

ツ
レ
テ
来
了
、
人
参
丁
香
散
五
服
遣

了 

⑰
二
十
一
日
（
略
）
倉倉
卩卩
上
洛
了
、
瀬
田
去
夜
宿
云
〻
、
極極
﨟﨟
同
道
了 

両
日
記
か
ら
旅
程
の
概
略
を
述
べ
て
お
く
。
三
月
四
日
、
公
家
衆
は
輿
に
乗
り
、

従
者
を
引
連
れ
て
京
を
出
発
、
近
江
国
草
津
で
休
憩
、
同
国
水
口
で
一
宿
し
た
。

五
日
は
伊
勢
国
関
ま
で
進
み
休
憩
、
同
国
石
薬
師
で
一
宿
し
、
六
日
に
は
伊
勢
国

四
日
市
を
経
て
同
国
桑
名
に
進
み
、
熱
田
の
時
宗
僧
宣
阿
弥
の
案
内
で
桑
名
か
ら

乗
船
し
て
尾
張
国
熱
田
に
到
着
し
、
熱
田
の
坊
舎
で
一
泊
し
た
。
三
月
七
日
朝
、

行
水
潔
斎
の
後
、
熱
田
社
を
参
拝
、
社
殿
・
境
内
を
拝
観
し
、
熱
田
社
に
関
す
る

言
説
を
聴
い
た
と
こ
ろ
で
、
記
事
が
中
断
さ
れ
る
（
以
上
、
史
料
④
～
⑦
）
。
十
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地
下
官
人
真
継
康
総
の
尾
張
旅
行
を
め
ぐ
る
一
考
察

（
伊
藤　

信
吉
）

四



 

 

六
日
に
は
山
科
言
緒
と
舟
橋
秀
賢
が
尾
張
か
ら
伊
勢
参
宮
に
向
か
う
。
そ
の
時
に

言
緒
が
父
言
経
へ
派
遣
し
た
と
思
し
き
使
者
は
、
十
八
日
に
言
経
と
面
談
し
て
い

る
。
翌
十
九
日
に
は
真
継
康
総
が
二
才
の
娘
を
連
れ
て
言
経
を
訪
問
し
て
い
る
。

二
十
一
日
に
は
、
言
緒
と
秀
賢
が
伊
勢
参
宮
を
遂
げ
帰
京
し
て
い
る
（
以
上
、
史

料
⑧
⑮
～
⑰
）
。 

 

そ
こ
で
、
こ
の
尾
張
旅
行
中
の
公
家
衆
の
人
物
名
の
記
載
に
注
目
す
る
。
『
慶

長
日
件
録
』
に
は
記
主
・
舟
橋
秀
賢
本
人
（
「
予
」
②
④
⑩
）
、
冷
泉
為
満
（
「
冷

泉
」
①
③
④
⑥
）
・
山
科
言
緒
（
「
山
科
」
「
山
科
内
蔵
頭
」
③
④
⑩
）
に
つ
い

て
は
、
秀
賢
の
旅
支
度
の
事
前
相
談
、
出
発
時
の
合
流
場
所
、
帰
京
後
の
尾
張
国

守
松
平
下
野
守
忠
吉
（
「
尾
州
国
守
野
州
」
「
野
州
」
⑩
⑫
）
へ
の
礼
状
ま
で
記

録
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
真
継
康
総
の
個
人
名
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。 

 

『
言
経
卿
記
』
に
は
、
記
主
山
科
言
経
の
子
息
言
緒
（
「
倉
卩
」
⑪
～
⑮
⑰
）
、

冷
泉
為
満
（
「
冷
」
「
冷
泉
」
⑪
⑬
⑭
）
、
舟
橋
秀
賢
（
「
舟
橋
」
「
極
﨟
」
⑬

⑮
⑰
）
に
つ
い
て
は
旅
行
に
関
連
す
る
記
録
が
あ
る
。 

特
に
⑦
三
月
四
日
条
に
は
、
言
緒
が
「
冷
泉
、
舟
橋
等
」
を
同
道
し
て
尾
張
へ

出
立
し
た
と
記
す
が
、
康
総
の
名
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
史
料
⑯
に
記
さ
れ
る

「
真
継
美
乃
守
」
（
真
継
美
濃
守
康
総
）
の
山
科
言
経
邸
訪
問
は
京
都
で
の
出
来

事
で
あ
り
、
尾
張
旅
行
中
の
真
継
康
総
の
個
人
名
や
具
体
的
な
記
録
は
、
両
日
記

に
は
見
当
た
ら
な
い
。 

 一

ーー
二 

尾尾
張張
国国
にに
おお
けけ
るる
史史
料料 

秀
賢
・
言
経
の
日
記
に
、
尾
張
旅
行
中
の
真
継
康
総
の
具
体
的
な
記
載
が
な
い

こ
と
を
確
認
し
た
。
し
か
し
康
総
の
詠
歌
を
記
し
た
和
歌
懐
紙
が
熱
田
神
宮
に

伝
存
し
て
お
り
、
尾
張
地
域
の
地
誌
類
に
も
康
総
の
和
歌
が
記
さ
れ
る
。
そ
こ
で

尾
張
国
に
関
連
す
る
史
料
に
つ
い
て
順
を
追
っ
て
見
て
い
き
た
い
。『
熱
田
神
宮

名
宝
図
録
』

（

11
）

に
は
、
藤
原
為
満
筆
・
清
原
秀
賢
筆
・
源
康
総
筆
と
さ
れ
る
熱
田

神
宮
所
蔵
の
和
歌
懐
紙
の
図
版
と
解
説
が
掲
載
さ
れ
る
。 

為
満
の
歌
は
、 

さ
く
は
な
は
よ
こ
く
も
な
ら
し
ま
つ
た
て
る 

 

か
け
も
ほ
の

〱
あ
け
の
た
ま
か
き 

秀
賢
の
歌
は
、 

あ
と
た
れ
し
そ
の
神
ま
つ
の
風
よ
り
や
豊
蘆
原
は
な
び
き
そ
め
剣 

康
総
の
歌
は
、 

打
か
す
む
海
つ
ら
遠
き
松
原
の
陰
も
ふ
り
ぬ
る
み
や
井
た
た
し
も 

と
翻
刻
さ
れ
、
真
継
康
総
（
源
康
総
）
の
和
歌
懐
紙
の
伝
世
が
知
ら
れ
る
。 

『
大
日
本
史
料
』（

12
）

は
「
冷
泉
為
満
、
山
科
言
緒
、
舟
橋
秀
賢
等
尾
張
ニ
之
キ
、

是
日
熱
田
宮
ニ
、
法
楽
和
歌
会
ヲ
興
行
ス
」
と
の
綱
文
を
記
し
、
「
言
経
卿
記
」

「
慶
長
日
件
録
」
と
共
に
「
張
州
雑
志
抄
」
を
収
載
す
る
。 

「
張
州
雑
志
抄｣

（

13
）

に
は
「
右
近
衛
権
中
将
藤
原
為

清
（
満
ヵ
）

」
の
歌
と
し
て 

さ
く
花
ハ
横
雲
な
ら
し
松
た
て
る
か
け
も
ほ
の

〱
明
の
珠
籬 

「
右
近
衛
少
将
藤
原
言
緒
」
の
歌
と
し
て 

頼
む
に
は
か
ひ
も
あ
ら
な
ん
蔭
高
き
ま
つ
に
し
ら
る
ゝ
神
の
御
社 

「
蔵
人
式
部
大
丞
清
原
秀
賢
」
の
歌
と
し
て 
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た
為
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
熱
田
住
人
加
藤
元
隆
の
、 

お
も
ひ
き
や
名
高
き
人
を
神
垣
の
松
も
ろ
と
も
に
仰
く
へ
し
と
ハ 

の
和
歌
よ
り
、
元
隆
が
神
垣
の
松
と
共
に
、
為
満
は
じ
め
「
名
高
き
人
」
を
仰
い

だ
こ
と
を
窺
い
知
る
。
こ
れ
は
詠
歌
の
あ
る
四
名
の
公
卿
廷
臣
達
が
熱
田
で
の
和

歌
会
に
参
加
し
た
証
拠
と
な
る
。
そ
し
て
和
歌
懐
紙
が
伝
世
し
て
お
り
、
尾
張
地

域
の
地
誌
に
は
康
総
の
和
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
ら
ば
同
時
代
史
料
で
あ
る
公

家
日
記
に
尾
張
旅
行
中
の
康
総
の
名
が
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
考

察
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

こ
れ
を
論
じ
る
前
に
、
冷
泉
為
満
が
勅
使
と
し
て
熱
田
社
へ
参
向
し
た
と
い
う

「
張
州
雑
志
抄
」
の
記
事
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
。
仮
に
為
満
や
言

緒
が
勅
使
と
し
て
熱
田
社
に
参
向
し
た
な
ら
ば
、
地
下
官
人
真
継
康
総
も
ま
た
勅

使
の
随
員
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
こ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
尾
張
国
滞
在

の
目
的
を
知
る
上
で
重
要
と
な
る
。 

 一一
ーー
三三  

勅勅
使使
参参
向向
記記
事事
にに
つつ
いい
てて 

 

「
張
州
雑
志
抄
」
に
は
「
天
野
信
景
曰
、
此
本
書
は
神
庫
に
あ
り
と
云
、
此
時

為

清
（
満
ヵ
）

、
言
緒
、
後
陽
成
帝
の
勅
を
被
て
当
社
へ
参
向
あ
り
し
序
に
、
此
和
歌
の

法
楽
あ
り
け
る
な
ら
ん
と
申
侍
れ
と
、
熱
田
の
旧
記
に
は
、
其
事
誌
さ
す
と
云｣

（

18
）

と
あ
る
よ
う
に
、
天
野
信
景
の
説

（

19
）

が
記
さ
れ
る
。
為
満
一
行
が
勅
使
と
し
て
熱

田
社
へ
参
向
し
、
そ
の
つ
い
で
に
法
楽
和
歌
会
を
催
し
た
が
、
熱
田
の
旧
記
に
は

そ
の
よ
う
な
記
述
は
無
い
と
い
う
。 

そ
こ
で
、
為
満
一
行
が
京
都
を
出
立
し
た
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
三
月
四
日

の
宮
中
女
官
の
日
記
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
の
記
事
を
み
る
と
「
四
日
。
は
る
ゝ
。

大
ゑ
い
の
ち
よ
く
し
左
少
弁
也
。｣

（

20
）

と
あ
る
。
三
月
四
日
条
に
勅
使
に
関
す
る

記
録
が
あ
り
、
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。 

勅
使
と
な
っ
た
「
左
少
弁
」
の
人
物
比
定
の
為
、
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
慶

長
九
年
一
月
一
日
条
を
見
る
と
「
四
は
う
は
い
あ
り
。
ふ
行
左
少
弁

依
（
俊
）

昌｣

（

21
）

と
あ
る
。
こ
の
「
依
昌
」
は
、
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
九
月
四
日
か
ら
慶
長
九

年
（
一
六
〇
四
）
八
月
一
日
ま
で
左
少
弁
の
任
に
あ
っ
た
坊
城
俊
昌

（

22
）

と
思
わ
れ

る
。
す
る
と
慶
長
九
年
三
月
四
日
の
「
ち
よ
く
し
左
少
弁
」
は
坊
城
俊
昌
で
あ
り
、

為
満
・
言
緒
達
で
は
な
い
。 

『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
慶
長
十
五
年
（
一
六
一
〇
）
九
月
二
十
七
日
条
に
は

「
正
れ
ゐ
ん
殿
こ
ん
と
ひ
へ
の
山
の
大
ゑ
に
い
て
さ
せ
ら
れ
候
と
て
。
そ
う
正
御

申
あ
り
。
ち
よ
つ
き
也｣

（

23
）

と
あ
り
、
青
蓮
院
門
跡
が
比
叡
山
の
「
大
ゑ
」
（
大

会
）
に
出
る
為
に
僧
正
位
を
奏
請
し
て
お
り
、
同
記
録
の
慶
長
十
五
年
（
一
六
一

〇
）
十
月
十
三
日
条
に
は
「
ひ
へ
の
山
大
ゑ
の
ち
よ
く
し
左
中
弁
し
こ
う
也
。
ち

よ
く
ふ
う
申
い
た
さ
る
ゝ｣

（

24
）

と
あ
り
、
比
叡
山
延
暦
寺
の
大
会

（

25
）

に
左
中
弁

が
勅
使
と
し
て
参
向
し
て
い
る
。 

こ
の
「
大
ゑ
い
」
も
「
大
ゑ
」
も
、
具
体
的
に
は
法
華
大
会
広
学
竪
義
の
こ
と

で
あ
る
。
織
田
信
長
の
比
叡
山
焼
討
よ
り
復
興
し
て
、
第
三
回
目
（
慶
長
九
年
三

月
、
勅
使
小
川
坊
城
俊
昌
・
座
主
妙
法
院
門
跡
常
胤
親
王
）
第
四
回
目
（
慶
長
十

 

 

跡
た
れ
し
そ
の
神
松
の
風
よ
り
や
豊
あ
し
原
ハ
な
ひ
き
初
け
ん 

「
美
濃
守
源
康
綱
」
の
歌
と
し
て 

う
ち
霞
む
海
つ
ら
遠
き
松
原
の
蔭
も
ふ
り
ぬ
る
宮
居
た
ゝ
し
き 

と
い
う
、
為
満
・
言
緒
・
秀
賢
・
康
総
（
康
綱
）
の
和
歌
が
記
載
さ
れ
る
。
傍
線

部
（
筆
者
注
）
に
注
目
す
る
と
、
和
歌
懐
紙
と
文
字
に
異
同
が
あ
る
こ
と
が
解
る
。 

そ
の
他
に
右
京
亮
尾
張
宿
祢
是
仲
・
藤
原
直
元
・
長
岡
真
人
守
氏
・
粟
田
真
人

助
典
・
法
印
玄
方
・
権
大
僧
都
幸
信
・
権
大
僧
都
以
春
・
法
師
永
信
・
其
阿
・
僧

阿
・
但
阿
・
鎮
阿
・
苾
昌
宣
阿
・
阿
弥
三
省
の
和
歌
が
記
さ
れ
、
元
隆
の
詠
歌
、 

お
も
ひ
き
や
名
高
き
人
を
神
垣
の
松
も
ろ
と
も
に
仰
く
へ
し
と
ハ 

で
終
わ
る
。
同
史
料
に
よ
り
、
懐
紙
の
伝
存
が
確
認
で
き
な
い
山
科
言
緒
の
和
歌

や
、
熱
田
の
社
家
僧
衆
の
和
歌
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 

更
に
同
書
は
次
の
よ
う
に
記
す

（

14
）

。 

天
野
信
景
曰
、
此
本
書
は
神
庫
に
あ
り
と
云
、
此
時
為

清
（
満
ヵ
）

、
言
緒
、
後
陽 

 

成
帝
の
勅
を
被
て
当
社
へ
参
向
あ
り
し
序
に
、
此
和
歌
の
法
楽
あ
り
け
る
な

ら
ん
と
申
侍
れ
と
、
熱
田
の
旧
記
に
は
、
其
事
誌
さ
す
と
云
、
為
清
ハ
冷
泉

家
な
る
や
、
或
人
の
家
に
持
る
、
此
人
の
詠
旅
行
友
懐
紙
に
行
暮
は
お
な
し

や
と
り
に
□
□
寝
し
て
い
さ
古
里
の
夢
を
結
は
ん
、
此
為
清
の
熱
田
の
懐
紙

ハ
、
今
な
こ
や
の
士
、
伴
氏
な
る
人
の
家
に
伝
た
り
と
云
、
言
緒
は
山
科
家
、

是
仲
ハ
神
官
田
島
家
の
祖
、
秀
賢
は
環
翠
軒
の
祖
な
ら
ん
と
云
人
あ
り
、
未

た
是
等
の
実
否
を
詳
に
す
る
事
な
し
、
其
外
ハ
不
レ

可
レ

考 

為
満
・
言
緒
・
秀
賢
と
異
な
り
、
康
総
に
つ
い
て
は
考
察
の
対
象
外
と
な
っ
て
い

る
。
為
満
の
和
歌
懐
紙
の
所
蔵
者
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
が
、
為
満
の
和
歌
懐

紙
は
寛
政
十
一
年
（
一
七
九
九
）
に
熱
田
住
人
貝
谷
政
方
よ
り
、
真
継
康
総
の
和

歌
懐
紙
は
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
熱
田
大
宮
司
千
秋
季
條
よ
り
熱
田
社
へ
奉

納
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

（

15
）

。
そ
し
て
「
張
州
雑
志
抄
」
の
記
述

か
ら
、
熱
田
社
の
「
神
庫
」
に
あ
る
「
本
書
」
の
存
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 

次
に
元
禄
十
二
年
（
一
六
九
九
）
成
立
の
「
熱
田
町
旧
記｣

（

16
）

を
見
る
と
、 

為
満
の
歌
は 

サ
ク
花
ハ 

横
雲
ナ
ラ
シ 

松
タ
テ
ル 

カ
ケ
モ
ホ
ノ

〱 

明
ノ
玉
カ
キ 

言
緒
の
歌
は 

頼
ニ
ハ 

カ
ヒ
モ
ア
ラ
ナ
ン 

陰
高
キ 

松
ニ
シ
ラ
ル
ゝ 

神
ノ
御
社 

秀
賢
の
歌
は 

跡
タ
レ
シ 

ソ
ノ
神
松
ノ 

風
ヨ
リ
ヤ 

豊
芦
原
ハ 

ナ
ヒ
キ
ソ
メ
ケ
ン 

と
記
載
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
以
外
は
「
熱
田
ノ
僧
俗
詠
歌
」
と
し
て
省
略
さ

れ
て
お
り
、
康
総
の
歌
も
「
熱
田
ノ
僧
俗
詠
歌
」
に
一
括
さ
れ
省
略
さ
れ
た
。 

 

『
新
修
名
古
屋
市
史
』
も
こ
の
和
歌
会
に
注
目
し
、
為
満
を
上
冷
泉
家
の
人
、

秀
賢
を
「
船
橋
氏
」
に
、
馬
場
是
仲
、
粟
田
氏
守
、
松
岡
助
典
を
熱
田
社
人
に
、

幸
信
・
以
春
・
永
信
を
社
僧
、
阿
弥
号
の
僧
侶
は
時
宗
僧
若
し
く
は
亀
井
山
円
福

寺
関
係
の
僧
、
元
隆
を
熱
田
の
有
力
町
人
西
加
藤
家
の
人
物
と
推
定
す
る
が

（

17
）

、

康
総
に
つ
い
て
は
そ
の
和
歌
を
記
載
し
な
が
ら
、
人
物
の
解
説
が
な
い
。 

真
継
康
総
と
い
う
人
物
は
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
も
「
其
外
ハ
不
レ

可
レ

考
」
と

し
て
考
察
の
対
象
外
と
さ
れ
た
り
、
「
熱
田
ノ
僧
俗
」
に
纏
め
ら
れ
た
り
、
近
代

歴
史
学
の
研
究
・
叙
述
に
お
い
て
も
省
略
さ
れ
て
き
た
。
人
物
未
詳
と
さ
れ
て
き
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地
下
官
人
真
継
康
総
の
尾
張
旅
行
を
め
ぐ
る
一
考
察

（
伊
藤　

信
吉
）

六



 

 

た
為
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
熱
田
住
人
加
藤
元
隆
の
、 

お
も
ひ
き
や
名
高
き
人
を
神
垣
の
松
も
ろ
と
も
に
仰
く
へ
し
と
ハ 

の
和
歌
よ
り
、
元
隆
が
神
垣
の
松
と
共
に
、
為
満
は
じ
め
「
名
高
き
人
」
を
仰
い

だ
こ
と
を
窺
い
知
る
。
こ
れ
は
詠
歌
の
あ
る
四
名
の
公
卿
廷
臣
達
が
熱
田
で
の
和

歌
会
に
参
加
し
た
証
拠
と
な
る
。
そ
し
て
和
歌
懐
紙
が
伝
世
し
て
お
り
、
尾
張
地

域
の
地
誌
に
は
康
総
の
和
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
ら
ば
同
時
代
史
料
で
あ
る
公

家
日
記
に
尾
張
旅
行
中
の
康
総
の
名
が
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
考

察
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

こ
れ
を
論
じ
る
前
に
、
冷
泉
為
満
が
勅
使
と
し
て
熱
田
社
へ
参
向
し
た
と
い
う

「
張
州
雑
志
抄
」
の
記
事
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
。
仮
に
為
満
や
言

緒
が
勅
使
と
し
て
熱
田
社
に
参
向
し
た
な
ら
ば
、
地
下
官
人
真
継
康
総
も
ま
た
勅

使
の
随
員
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
こ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
尾
張
国
滞
在

の
目
的
を
知
る
上
で
重
要
と
な
る
。 

 一一
ーー
三三  

勅勅
使使
参参
向向
記記
事事
にに
つつ
いい
てて 

 

「
張
州
雑
志
抄
」
に
は
「
天
野
信
景
曰
、
此
本
書
は
神
庫
に
あ
り
と
云
、
此
時

為

清
（
満
ヵ
）

、
言
緒
、
後
陽
成
帝
の
勅
を
被
て
当
社
へ
参
向
あ
り
し
序
に
、
此
和
歌
の

法
楽
あ
り
け
る
な
ら
ん
と
申
侍
れ
と
、
熱
田
の
旧
記
に
は
、
其
事
誌
さ
す
と
云｣

（

18
）

と
あ
る
よ
う
に
、
天
野
信
景
の
説

（

19
）

が
記
さ
れ
る
。
為
満
一
行
が
勅
使
と
し
て
熱

田
社
へ
参
向
し
、
そ
の
つ
い
で
に
法
楽
和
歌
会
を
催
し
た
が
、
熱
田
の
旧
記
に
は

そ
の
よ
う
な
記
述
は
無
い
と
い
う
。 

そ
こ
で
、
為
満
一
行
が
京
都
を
出
立
し
た
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
三
月
四
日

の
宮
中
女
官
の
日
記
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
の
記
事
を
み
る
と
「
四
日
。
は
る
ゝ
。

大
ゑ
い
の
ち
よ
く
し
左
少
弁
也
。｣

（

20
）

と
あ
る
。
三
月
四
日
条
に
勅
使
に
関
す
る

記
録
が
あ
り
、
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。 

勅
使
と
な
っ
た
「
左
少
弁
」
の
人
物
比
定
の
為
、
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
慶

長
九
年
一
月
一
日
条
を
見
る
と
「
四
は
う
は
い
あ
り
。
ふ
行
左
少
弁

依
（
俊
）

昌｣

（

21
）

と
あ
る
。
こ
の
「
依
昌
」
は
、
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
九
月
四
日
か
ら
慶
長
九

年
（
一
六
〇
四
）
八
月
一
日
ま
で
左
少
弁
の
任
に
あ
っ
た
坊
城
俊
昌

（

22
）

と
思
わ
れ

る
。
す
る
と
慶
長
九
年
三
月
四
日
の
「
ち
よ
く
し
左
少
弁
」
は
坊
城
俊
昌
で
あ
り
、

為
満
・
言
緒
達
で
は
な
い
。 

『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
慶
長
十
五
年
（
一
六
一
〇
）
九
月
二
十
七
日
条
に
は

「
正
れ
ゐ
ん
殿
こ
ん
と
ひ
へ
の
山
の
大
ゑ
に
い
て
さ
せ
ら
れ
候
と
て
。
そ
う
正
御

申
あ
り
。
ち
よ
つ
き
也｣

（

23
）

と
あ
り
、
青
蓮
院
門
跡
が
比
叡
山
の
「
大
ゑ
」
（
大

会
）
に
出
る
為
に
僧
正
位
を
奏
請
し
て
お
り
、
同
記
録
の
慶
長
十
五
年
（
一
六
一

〇
）
十
月
十
三
日
条
に
は
「
ひ
へ
の
山
大
ゑ
の
ち
よ
く
し
左
中
弁
し
こ
う
也
。
ち

よ
く
ふ
う
申
い
た
さ
る
ゝ｣

（

24
）

と
あ
り
、
比
叡
山
延
暦
寺
の
大
会

（

25
）

に
左
中
弁

が
勅
使
と
し
て
参
向
し
て
い
る
。 

こ
の
「
大
ゑ
い
」
も
「
大
ゑ
」
も
、
具
体
的
に
は
法
華
大
会
広
学
竪
義
の
こ
と

で
あ
る
。
織
田
信
長
の
比
叡
山
焼
討
よ
り
復
興
し
て
、
第
三
回
目
（
慶
長
九
年
三

月
、
勅
使
小
川
坊
城
俊
昌
・
座
主
妙
法
院
門
跡
常
胤
親
王
）
第
四
回
目
（
慶
長
十
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八
月
一
日
の
こ
と
で
あ
り

（

35
）

、
真
継
康
総
は
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
に
既
に
叙

爵
し
、
慶
長
九
年
三
月
時
点
で
の
位
階
は
康
総
が
秀
賢
を
上
回
る
。
但
し
『
言
経

卿
記
』
が
舟
橋
秀
賢
を
「
極
﨟
」
（
⑮
⑰
）
と
記
す
よ
う
に
、
秀
賢
は
六
位
蔵
人

の
上
席
者
に
当
た
り
、
ま
た
三
位
を
輩
出
す
る
家
柄
で
あ
っ
た
が
故
に
、
舟
橋
家

は
真
継
家
よ
り
家
格
が
上
で
、
特
に
舟
橋
家
が
堂
上
公
家
に
列
し
て
か
ら
は
、
尚

更
そ
の
差
は
開
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

真
継
家
は
戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
末
ま
で
蔵
人
所
小
舎
人
（
御
蔵
職
）
を
務

め
た
地
下
官
人
の
家
柄
で
、
朝
廷
勤
務
の
一
方
で
、
時
に
偽
文
書
を
利
用
し
て
全

国
の
鋳
物
師
を
組
織
化
し
、
そ
の
本
所
と
な
っ
た
家
で
あ
る
。
天
文
八
年
（
一
五

三
九
）
に
は
真
継
久
直
が
新
見
家
よ
り
御
蔵
職
及
び
鉄
公
事
諸
国
金
屋
職
を
奪
取

す
る
が
、
こ
れ
が
地
下
官
人
真
継
家
の
成
立
と
み
ら
れ
て
い
る

（

36
）

。 

戦
国
・
織
豊
期
は
真
継
久
直
・
康
総
（
康
綱
）
父
子
の
時
代
で
、
鋳
物
師
支
配

の
活
動
を
行
う
も
の
の
、
そ
の
進
展
は
停
滞
ぎ
み
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

十
七
世
紀
末
・
十
八
世
紀
初
頭
に
真
継
家
は
鋳
物
師
支
配
の
基
本
文
書
と
な
る
「
許

状
」
を
発
給
す
る
よ
う
に
な
り

（

37
）

、
朝
廷
権
威
を
背
景
に
鋳
物
師
支
配
を
進
め
た
。 

真
継
家
の
鋳
物
師
支
配
の
初
期
段
階
を
担
っ
た
康
総
に
つ
い
て
は
、
網
野
善
彦

氏
・
笹
本
正
治
氏
に
よ
り
真
継
家
文
書
研
究
の
視
点
か
ら
既
に
注
目
さ
れ
て
い
た

が
（

38
）

、
近
年
拙
稿

（

39
）

に
お
い
て
、
そ
の
人
物
像
を
よ
り
明
ら
か
に
し
た
。 

真
継
康
総
は
元
々
河
内
源
五
郎
を
称
し
た
が
、
真
継
家
に
入
っ
て
真
継
源
五
郎
・

真
継
源
大
夫
を
称
し
た
後
、
美
濃
守
に
補
任
さ
れ
た
。
極
位
は
従
五
位
下
で
、
蔵

人
所
出
仕
だ
け
で
な
く
北
面
の
侍
も
務
め
た
。
康
総
は
『
歴
名
土
代
』
に
藤
原
氏

と
記
さ
れ
る
が
、
熱
田
社
に
奉
納
さ
れ
た
和
歌
懐
紙
に
は
源
氏
と
あ
る
。
そ
こ
で

「
源
五
郎
」
「
源
大
夫
」
の
名
は
、
河
内
家
の
氏
が
源
氏
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘

し
た
。 

直
近
の
真
継
家
研
究
に
は
、
酒
匂
由
紀
子
氏
の
研
究
が
あ
る

（

40
）

。
禁
裏
御
料
所

丹
波
国
多
気
郡
真
継
保
を
本
拠
地
と
し
て
武
家
奉
公
や
朝
廷
勤
務
・
公
家
奉
公
を

行
い
京
都
に
拠
点
を
築
い
た
真
継
氏
が
、
新
見
家
か
ら
蔵
人
所
御
蔵
職
と
そ
れ
に

付
随
す
る
役
宅
を
入
手
す
る
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

先
行
研
究
に
よ
る
と
、
康
総
は
天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
）
秋
頃
に
訴
訟
沙
汰

に
よ
り
伊
勢
国
へ
下
向
、
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
の
後
陽
成
天
皇
即
位
に
関

連
し
て
万
里
小
路
充
房
に
請
書
を
提
出
し
た
。
天
正
十
七
年
（
一
五
八
九
）
に
は

真
継
家
は
、
楠
正
虎
を
介
し
て
家
康
領
内
の
三
河
で
の
活
動
を
企
図
し
、
同
年
徳

川
家
か
ら
伝
馬
手
形
を
入
手
し
徳
川
家
の
協
力
を
得
て
徳
川
家
領
の
鋳
物
師
に
接

触
可
能
と
な
り
関
東
に
進
出
し
、
文
禄
・
慶
長
期
に
は
北
陸
の
鋳
物
師
も
支
配
下

に
組
み
入
れ
た
。
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
に
真
継
久
直
が
死
去
す
る
と
康
総
が

当
主
と
な
り
、
翌
年
に
美
濃
守
補
任
、
慶
長
十
年
（
一
六
〇
五
）
の
徳
川
秀
忠
将

軍
宣
下
で
は
康
総
が
告
使
を
務
め
、
同
十
六
年
（
一
六
一
一
）
に
は
、
諸
国
の
鋳

物
師
が
真
継
家
を
通
じ
て
新
院
に
対
し
て
礼
銭
を
献
上
し
た
と
い
う

（

41
）

。 

真
継
康
総
に
つ
い
て
は
、
こ
の
様
に
先
行
研
究
も
注
目
し
て
き
た
が

（

42
）

、
康
総

と
堂
上
公
家
衆
と
の
交
流
や
、
康
総
の
文
事
の
側
面
に
つ
い
て
論
究
さ
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
真
継
康
総
の
研
究
が
、
真
継
家
文
書
を
中
心
に
進
め
ら
れ
、

公
家
日
記
の
検
討
が
進
ま
な
か
っ
た
為
で
、
こ
れ
を
調
査
す
る
こ
と
で
真
継
康
総

に
つ
い
て
の
総
体
的
な
把
握
が
可
能
に
な
る
と
考
え
る
。 

そ
こ
で
本
論
末
に
真
継
康
総
に
関
す
る
史
料
集
を
掲
載
し
た
（
以
下
、
史
料
引

 

 

五
年
十
月
、
勅
使
万
里
小
路
孝
房
・
座
主
妙
法
院
門
跡
常
胤
親
王
）
に
当
た
る

（

26
）

 

。 
熱
田
で
為
満
一
行
が
和
歌
会
を
催
し
た
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
三
月
十
五
日
、

『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
の
同
日
条
に
は
「
は
る
ゝ
。
御
れ
ん
か
有
。
御
人
し
ゆ
う

八
て
う
殿
。
せ
う
か
う
院
殿
。
正
こ
院
殿
。
一
て
う
院
殿
。
こ
の
ゑ
殿
。
ひ
ろ
は

し
大
納
言
。
中
ゐ
ん
。
へ
い
さ
い
し
や
う
。
う
大
弁
。
し
ゆ
筆
あ
の
少
将
。
ひ
る

お
り
に
て
く
も
し
ま
い
る
。
夕
か
た
く
御
ま
い
る
。
は
て
ゝ
御
ゆ
つ
け
。
く
も
し

ま
い
る｣

（

27
） 

と
あ
る
。 

 
 

宮
中
に
お
い
て
は
和
歌
会
で
は
な
く
「
御
れ
ん
か
」
（
御
連
歌
会
）
が
催
さ
れ

た
が
、
熱
田
宮
法
楽
連
歌
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い

（

28
）

。
同
時
代
史
料
で
あ
り
宮
中

の
記
録
で
あ
る
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
で
は
、
為
満
の
勅
使
参
向
は
確
認
で
き

な
い
。
ま
た
、
真
継
康
総
は
三
月
十
九
日
に
在
京
が
確
認
さ
れ
（
前
掲
史
料
⑯
）
、

山
科
言
緒
・
舟
橋
秀
賢
は
熱
田
か
ら
伊
勢
参
宮
に
向
か
い
三
月
二
十
一
日
に
帰
京

し
て
お
り
（
前
掲
史
料
⑧
⑰)

（

29
）

、
冷
泉
為
満
の
帰
京
は
翌
四
月
で
あ
る

（

30
）

。 

こ
の
よ
う
に
各
人
の
帰
京
が
別
々
と
い
う
の
は
、
勅
使
と
し
て
の
復
命
を
考
慮

し
た
場
合
、
公
家
衆
が
勅
使
一
行
と
し
て
行
動
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
以

上
の
理
由
か
ら
、
為
満
・
言
緒
・
秀
賢
・
康
総
の
一
行
は
勅
使
と
し
て
参
向
し
た

も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。 

そ
れ
で
は
本
題
に
立
ち
返
り
、
次
章
に
お
い
て
、
公
家
日
記
を
素
材
と
し
、
真

継
康
総
と
冷
泉
家
・
山
科
家
と
の
交
流
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
。
尾
張
国
に
伝

わ
る
史
料
に
そ
の
名
を
残
し
な
が
ら
、
旅
行
に
同
行
し
た
公
家
の
日
記
に
康
総
の

名
が
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
整
合
性
を
検
討
す
る
。
併
せ
て

康
総
が
為
満
一
行
の
尾
張
旅
行
に
同
行
す
る
蓋
然
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。 

二二
．．
真真
継継
康康
総総
とと
山山
科科
家家
・・
冷冷
泉泉
家家
・・
舟舟
橋橋
家家
とと
のの
関関
係係 

 

二二
――
一一
．． 

山山
科科
・・
冷冷
泉泉
・・
舟舟
橋橋
・・
真真
継継
各各
家家
のの
概概
略略 

 

康
総
と
三
家
と
の
関
わ
り
を
論
じ
る
前
に
、
各
家
に
つ
い
て
概
略
を
述
べ
て
お

き
た
い
。
当
時
の
山
科
家
と
冷
泉
家
に
つ
い
て
特
筆
す
べ
き
は
、
両
家
の
姻
戚
関

係
で
あ
る
。
山
科
言
緒
の
母
は
前
権
中
納
言
冷
泉
為
益
の
女
で
、
そ
の
「
母
に
は

弘
治
二
年
（
一
五
五
六
）
生
ま
れ
の
隆
昌
（
四
条
家
相
続
）
と
永
禄
二
年
（
一
五

五
九
）
生
ま
れ
の
為
満
、
こ
の
二
人
の
弟
の
他
に
二
人
の
姉
妹
が
あ
る
。
姉
は
誠

仁
親
王
の
子
安
禅
寺
宮
を
生
み
、
興
正
寺
門
跡
花
恩
院
佐
超
に
再
嫁
し
た
宝
寿
院

（
西
御
方
）
で
、
妹
は
豊
臣
秀
吉
の
右
筆
楠
長
諳
に
嫁
ぎ
、
つ
い
で
一
柳
直
盛
に

再
嫁
し
て
さ
ら
に
こ
れ
と
も
離
別
し
た
御
春
（
御
茶
々
、
ハ
チ
）
で
あ
る
。｣

（

31
）

と
い
う
。
山
科
言
経
・
冷
泉
為
満
・
四
条
隆
昌
達
は
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）

に
勅
勘
を
蒙
り
一
時
離
京
す
る
が
、
そ
の
時
に
山
科
一
家
を
支
え
た
の
は
、
言
経

室
（
冷
泉
氏
）
の
姉
と
、
そ
の
婚
家
で
あ
っ
た

（

32
） 

。
山
科
・
冷
泉
両
家
は
相
互

に
支
え
合
う
親
族
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

清
原
氏
（
舟
橋
家
）
は
代
々
儒
学
の
家
と
し
て
、
助
教
・
明
経
博
士
等
に
補
任

さ
れ
、
従
三
位
に
叙
さ
れ
る
も
の
の
、
堂
上
身
分
で
は
な
く
、
地
下
の
公
卿
、
地

下
諸
大
夫
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）
二
月
に
近
衛
前
久
の
執

奏
に
よ
り
堂
上
に
列
し
、
家
号
を
高
倉
か
ら
舟
橋
へ
改
め
た
と
い
う

（

33
）

。
秀
賢
も

家
学
を
継
承
し
、
漢
籍
・
和
書
の
書
写
や
講
義
を
行
っ
て
い
る

（

34
）

。 

た
だ
舟
橋
秀
賢
の
従
五
位
下
叙
位
と
式
部
少
輔
補
任
は
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
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地
下
官
人
真
継
康
総
の
尾
張
旅
行
を
め
ぐ
る
一
考
察

（
伊
藤　

信
吉
）

八



 

 

八
月
一
日
の
こ
と
で
あ
り

（

35
）

、
真
継
康
総
は
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
に
既
に
叙

爵
し
、
慶
長
九
年
三
月
時
点
で
の
位
階
は
康
総
が
秀
賢
を
上
回
る
。
但
し
『
言
経

卿
記
』
が
舟
橋
秀
賢
を
「
極
﨟
」
（
⑮
⑰
）
と
記
す
よ
う
に
、
秀
賢
は
六
位
蔵
人

の
上
席
者
に
当
た
り
、
ま
た
三
位
を
輩
出
す
る
家
柄
で
あ
っ
た
が
故
に
、
舟
橋
家

は
真
継
家
よ
り
家
格
が
上
で
、
特
に
舟
橋
家
が
堂
上
公
家
に
列
し
て
か
ら
は
、
尚

更
そ
の
差
は
開
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

真
継
家
は
戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
末
ま
で
蔵
人
所
小
舎
人
（
御
蔵
職
）
を
務

め
た
地
下
官
人
の
家
柄
で
、
朝
廷
勤
務
の
一
方
で
、
時
に
偽
文
書
を
利
用
し
て
全

国
の
鋳
物
師
を
組
織
化
し
、
そ
の
本
所
と
な
っ
た
家
で
あ
る
。
天
文
八
年
（
一
五

三
九
）
に
は
真
継
久
直
が
新
見
家
よ
り
御
蔵
職
及
び
鉄
公
事
諸
国
金
屋
職
を
奪
取

す
る
が
、
こ
れ
が
地
下
官
人
真
継
家
の
成
立
と
み
ら
れ
て
い
る

（

36
）

。 

戦
国
・
織
豊
期
は
真
継
久
直
・
康
総
（
康
綱
）
父
子
の
時
代
で
、
鋳
物
師
支
配

の
活
動
を
行
う
も
の
の
、
そ
の
進
展
は
停
滞
ぎ
み
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

十
七
世
紀
末
・
十
八
世
紀
初
頭
に
真
継
家
は
鋳
物
師
支
配
の
基
本
文
書
と
な
る
「
許

状
」
を
発
給
す
る
よ
う
に
な
り

（

37
）

、
朝
廷
権
威
を
背
景
に
鋳
物
師
支
配
を
進
め
た
。 

真
継
家
の
鋳
物
師
支
配
の
初
期
段
階
を
担
っ
た
康
総
に
つ
い
て
は
、
網
野
善
彦

氏
・
笹
本
正
治
氏
に
よ
り
真
継
家
文
書
研
究
の
視
点
か
ら
既
に
注
目
さ
れ
て
い
た

が
（

38
）

、
近
年
拙
稿

（

39
）

に
お
い
て
、
そ
の
人
物
像
を
よ
り
明
ら
か
に
し
た
。 

真
継
康
総
は
元
々
河
内
源
五
郎
を
称
し
た
が
、
真
継
家
に
入
っ
て
真
継
源
五
郎
・

真
継
源
大
夫
を
称
し
た
後
、
美
濃
守
に
補
任
さ
れ
た
。
極
位
は
従
五
位
下
で
、
蔵

人
所
出
仕
だ
け
で
な
く
北
面
の
侍
も
務
め
た
。
康
総
は
『
歴
名
土
代
』
に
藤
原
氏

と
記
さ
れ
る
が
、
熱
田
社
に
奉
納
さ
れ
た
和
歌
懐
紙
に
は
源
氏
と
あ
る
。
そ
こ
で

「
源
五
郎
」
「
源
大
夫
」
の
名
は
、
河
内
家
の
氏
が
源
氏
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘

し
た
。 

直
近
の
真
継
家
研
究
に
は
、
酒
匂
由
紀
子
氏
の
研
究
が
あ
る

（

40
）

。
禁
裏
御
料
所

丹
波
国
多
気
郡
真
継
保
を
本
拠
地
と
し
て
武
家
奉
公
や
朝
廷
勤
務
・
公
家
奉
公
を

行
い
京
都
に
拠
点
を
築
い
た
真
継
氏
が
、
新
見
家
か
ら
蔵
人
所
御
蔵
職
と
そ
れ
に

付
随
す
る
役
宅
を
入
手
す
る
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。 

先
行
研
究
に
よ
る
と
、
康
総
は
天
正
十
一
年
（
一
五
八
三
）
秋
頃
に
訴
訟
沙
汰

に
よ
り
伊
勢
国
へ
下
向
、
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）
の
後
陽
成
天
皇
即
位
に
関

連
し
て
万
里
小
路
充
房
に
請
書
を
提
出
し
た
。
天
正
十
七
年
（
一
五
八
九
）
に
は

真
継
家
は
、
楠
正
虎
を
介
し
て
家
康
領
内
の
三
河
で
の
活
動
を
企
図
し
、
同
年
徳

川
家
か
ら
伝
馬
手
形
を
入
手
し
徳
川
家
の
協
力
を
得
て
徳
川
家
領
の
鋳
物
師
に
接

触
可
能
と
な
り
関
東
に
進
出
し
、
文
禄
・
慶
長
期
に
は
北
陸
の
鋳
物
師
も
支
配
下

に
組
み
入
れ
た
。
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
に
真
継
久
直
が
死
去
す
る
と
康
総
が

当
主
と
な
り
、
翌
年
に
美
濃
守
補
任
、
慶
長
十
年
（
一
六
〇
五
）
の
徳
川
秀
忠
将

軍
宣
下
で
は
康
総
が
告
使
を
務
め
、
同
十
六
年
（
一
六
一
一
）
に
は
、
諸
国
の
鋳

物
師
が
真
継
家
を
通
じ
て
新
院
に
対
し
て
礼
銭
を
献
上
し
た
と
い
う

（

41
）

。 

真
継
康
総
に
つ
い
て
は
、
こ
の
様
に
先
行
研
究
も
注
目
し
て
き
た
が

（

42
）

、
康
総

と
堂
上
公
家
衆
と
の
交
流
や
、
康
総
の
文
事
の
側
面
に
つ
い
て
論
究
さ
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
真
継
康
総
の
研
究
が
、
真
継
家
文
書
を
中
心
に
進
め
ら
れ
、

公
家
日
記
の
検
討
が
進
ま
な
か
っ
た
為
で
、
こ
れ
を
調
査
す
る
こ
と
で
真
継
康
総

に
つ
い
て
の
総
体
的
な
把
握
が
可
能
に
な
る
と
考
え
る
。 

そ
こ
で
本
論
末
に
真
継
康
総
に
関
す
る
史
料
集
を
掲
載
し
た
（
以
下
、
史
料
引
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七
歳
に
な
っ
た
と
は
い
え
子
供
達
を
連
れ
て
言
継
邸
を
訪
ね
た
な
ら
ば
、
言
継
が

源
五
郎
と
小
童
達
を
一
括
し
て
記
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。 

少
年
或
い
は
青
年
の
康
総
が
頻
繁
に
、
そ
し
て
時
に
は
小
童
を
連
れ
て
言
継
邸

を
訪
問
で
き
る
理
由
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
康
総
と
山
科
家
の
関
係
を
考

え
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
。 

天
文
三
年
（
一
五
三
四
）
、
山
科
言
継
は
禁
裏
六
町
の
堀
普
請
を
め
ぐ
り
堺
公

方
府
及
び
禁
裏
六
町
と
交
渉
を
行
う
が
、
町
衆
代
表
四
名
の
内
の
一
人
が
真
継
新

九
郎
で
あ
っ
た
。
永
禄
十
年
（
一
五
六
七
）
に
は
、
真
継
家
は
禁
裏
六
町
に
賦
課

さ
れ
た
出
銭
の
免
除
を
勧
修
寺
晴
右
に
要
請
し
て
お
り
、
真
継
家
当
主
は
禁
裏
六

町
の
「
執
行
部
」
（
の
一
人
）
と
評
さ
れ
て
い
る

（

46
）

。
大
永
六
年
（
一
五
二
六
）

に
は
真
継
弥
兵
衛
尉
が
公
家
三
条
家
の
銭
主
と
し
て
記
録
さ
れ
て
お
り
、
十
六
世

紀
前
半
段
階
で
の
真
継
家
の
蓄
財
が
窺
知
さ
れ
る
。
真
継
新
九
郎
・
久
直
父
子
は

全
銭
貸
与
を
理
由
に
、
新
見
有
弘
か
ら
蔵
人
所
小
舎
人
の
職
と
鋳
物
師
支
配
の
権

利
を
（
強
制
的
に
）
譲
り
得
た
の
で
あ
る
か
ら

（

47
）

、
当
時
の
真
継
家
は
経
済
的
に

余
裕
の
あ
る
町
衆
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。 

ま
た
公
家
柳
原
家
は
河
内
家
と
真
継
家
の
主
家

（

48
）

で
も
あ
り
、
「
当
時
近
く
に

屋
敷
が
あ
り
、
資
定
と
親
交
が
深
か
っ
た
山
科
言
継
」（

49
）

と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、

山
科
言
継
と
柳
原
資
定
は
交
流
が
あ
っ
た
。
柳
原
・
真
継
・
河
内
各
家
と
山
科
家

は
複
合
的
な
関
係
性
を
有
し
て
お
り
、
且
つ
真
継
家
と
山
科
家
は
近
所
に
所
在
し

て
い
て
、
地
理
的
環
境
か
ら
く
る

（

50
）

近
所
意
識
も
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
「
言
継
の
後
年
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
庶
民
と
の
幅
広
い
交
際
・
も
っ
て
生
ま

れ
た
庶
民
性
」（

51
）

と
評
さ
れ
る
言
継
の
性
格
も
河
内
源
五
郎
と
小
童
達
を
受
け
入

れ
る
要
素
と
し
て
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

康
総
が
天
文
二
十
一
年
（
一
五
五
二
）
に
誕
生
し
た
と
い
う
『
地
下
家
伝
』
の

記
述
は
、
山
科
家
の
記
録
か
ら
検
討
し
て
も
、
年
齢
的
に
妥
当
な
範
囲
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
上
で
関
係
者
の
年
齢
を
比
較
す
る
と
、
山
科
言
継
が
永
正
四
年
（
一
五

〇
七
）
生
、
山
科
言
経
が
天
文
十
二
年
（
一
五
四
三
）
生
、
冷
泉
為
満
が
永
禄
二

年
（
一
五
五
九
）
生
、
舟
橋
秀
賢
が
天
正
三
年
（
一
五
七
五
）
生
、
山
科
言
緒
が

天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
生
で
あ
る

（

52
）

。 

永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
【
２
】
で
は
、
言
継
が
五
十
七
歳
、
言
経
が
二
十
一
歳
、

康
総
が
十
二
歳
で
あ
る
。
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
の
尾
張
旅
行
時
は
、
言
経
（
六

十
二
歳
）
、
康
総
（
五
十
三
歳
）
、
為
満
（
四
十
六
歳
）
、
秀
賢
（
三
十
歳
）
、
言

緒
（
二
十
八
歳
）
と
な
る
。
【
56
】
を
見
る
と
、
五
十
三
歳
の
康
総
に
は
二
才
の
娘

が
お
り
、
娘
を
連
れ
て
言
経
を
訪
問
し
て
い
る

（

53
）

。
そ
し
て
元
和
五
年
（
一
六
一

九
）
に
康
総
が
言
緒
を
訪
問
し
た
際
の
康
総
は
六
十
八
歳
の
老
齢
で
あ
っ
た
。 

康
総
は
小
童
の
頃
か
ら
老
齢
に
至
る
ま
で
、
山
科
家
の
人
々
と
交
流
を
重
ね
た
。

そ
の
結
果
と
し
て
、
山
科
家
三
代
の
日
記
か
ら
真
継
康
総
の
生
涯
の
軌
跡
を
追
う

こ
と
が
で
き
る
。 

 二
ーー
三 

 

山山
科科
言言
経経
とと
真真
継継
家家 

 

次
に
康
総
と
言
経
の
関
係
を
見
て
お
こ
う
。
前
述
の
よ
う
に
言
経
は
康
総
よ
り

少
し
年
上
で
あ
る
。
若
年
の
頃
か
ら
言
継
邸
を
訪
問
し
た
康
総
に
、
言
経
は
面
識

が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
節
句
朔
日
の
節
目
の
日
に
、
康
総
か
ら
山
科
家
へ

 

 

用
の
場
合
、
史
料
集
の
各
史
料
に
付
し
た
番
号
を
【
】
内
に
示
す
）
。
こ
れ
に
依

拠
し
、
真
継
康
総
の
生
涯
に
亘
る
冷
泉
・
山
科
・
舟
橋
達
堂
上
公
家
衆
と
の
交
流

を
解
明
し
た
い
。 

 

二
ーー
二 

 

山山
科科
言言
継継
とと
真真
継継
家家 

 

山
科
言
継
と
真
継
康
総
の
交
流
の
初
見
は
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
【
２
】
が

確
実
で
あ
る
。
史
料
集
の
「
河
内
源
五
郎
」
は
、
後
に
真
継
源
五
郎
康
総
を
称
す

る
の
で
、
真
継
康
総
と
同
一
人
物
で
あ
る

（

43
）

。
『
言
継
卿
記
』
記
載
の
【
２
】
以

降
の
河
内
源
五
郎
康
総
と
言
継
の
交
流
か
ら
考
え
る
と
、【
１
】
の
「
河
内
、
、
、
」

は
河
内
源
五
郎
の
可
能
性
が
あ
る
。
「
、
、
、
」
の
記
述
は
、
筆
者
言
継
に
よ
る

人
名
の
省
略
と
も
失
念
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
時
、
初
対
面
だ
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
こ
の
「
河
内
、
、
、
」
に
は
「
庭
田
内
」
と
の
付
記
が
あ
り
、
こ

れ
は
河
内
某
が
公
家
庭
田
家
に
奉
公
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
史
料
【
２
】

で
は
河
内
源
五
郎
に
「
柳
原
内
」
と
の
付
記
が
あ
り
、
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）

時
点
で
柳
原
家
に
仕
え
て
い
た
と
見
て
良
い

（

44
）

。
養
父
と
な
る
真
継
兵
庫
助
久
直

（
【
４
・
13
】
な
ど
）
も
柳
原
家
奉
公
で
あ
る
。 

【
１
】
と
【
２
】
の
「
河
内
」
を
同
一
人
物
と
す
る
と
、
永
禄
三
年
（
一
五
六

〇
）
か
ら
同
六
年
（
一
五
六
三
）
の
間
に
、
康
総
が
庭
田
家
か
ら
柳
原
家
へ
転
仕

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
河
内
康
総
が
真
継
家
を
継
嗣
す
る
過
程
に
柳

原
家
奉
公
と
い
う
共
通
性
を
指
摘
で
き
る
。 

次
に
言
継
と
康
総
の
関
係
を
見
て
い
く
。
史
料
【
２
・
３
・
４
・
５
・
10
・
16
】

等
で
は
年
末
年
始
・
節
句
の
挨
拶
等
が
見
ら
れ
る
が
、
特
に
康
総
は
朔
日
・
節
句

等
の
畏
ま
っ
た
挨
拶
の
み
な
ら
ず
、
囲
碁
将
棋
等
の
遊
興
及
び
雑
談
と
い
っ
た
理

由
で
言
継
邸
を
頻
繁
に
訪
問
し
て
い
る
【
６
～
９
・
11
・
12
・
14
・
19
・
22
・

25
～
34
】
。
康
総
の
参
加
し
た
言
継
邸
で
の
将
棋
双
六
の
仲
間
達
は
、
幕
臣
一
族

と
思
し
き
伊
勢
・
石
谷
・
布
施
氏
や
、
葉
室
・
広
橋
・
中
御
門
・
薄
等
の
公
家
衆

等
、
常
楽
寺
栖
雲
等
の
僧
衆
と
い
っ
た
多
彩
な
身
分
構
成
か
ら
な
る
。
ま
た
剃
髪

の
様
子
か
ら
老
年
と
思
し
き
伊
勢
雲
松
軒
か
ら
、
「
冷
泉
兒
」
【
32
】
「
河
内
源

五
郎
以
下
少
童
共
」
【
30
】
と
い
っ
た
子
供
ま
で
、
年
齢
層
も
幅
広
い
。 

後
年
、
冷
泉
為
満
の
月
次
和
歌
会
に
参
加
し
た
真
継
康
総
で
あ
る
が
（
【
50
】

等
）
、
永
禄
九
年
（
一
五
六
六
）
の
段
階
で
主
家
柳
原
家
の
法
楽
連
歌
和
歌
会
に

も
参
加
し
、
そ
の
年
末
に
は
自
身
の
夢
想
に
よ
っ
て
法
楽
和
歌
を
募
る
な
ど
歌
数

こ
そ
少
な
い
も
の
の
若
い
頃
よ
り
連
歌
や
和
歌
に
親
し
ん
だ
こ
と
が
判
る
【
13
・

15
・
17
・
18
】
。
こ
れ
は
言
継
を
介
し
て
の
記
録
が
残
る
ば
か
り
で
あ
る
か
ら
、

他
に
も
主
家
や
父
と
共
に
和
歌
連
歌
に
親
し
ん
だ
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、

音
曲
に
も
親
し
ん
だ
ら
し
い
【
21
】
。 

こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
が
「
河
内
源
五
郎
以
下
少
童
共
」
【
30
】
の
記

述
で
あ
る
。
江
戸
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
地
下
官
人
の
系
譜
集
『
地
下
家
伝
』

（

45
）

に

よ
る
と
、
康
総
は
天
文
二
十
一
年
（
一
五
五
二
）
の
誕
生
と
い
う
。
こ
れ
に
従
う

と
永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
）
【
30
】
で
は
数
え
十
七
歳
で
あ
る
。
永
禄
三
年
（
一

五
六
〇
）
の
「
河
内
、
、
、
」
が
源
五
郎
だ
と
す
る
と
、
こ
の
時
九
歳
、
永
禄
六

年
（
一
五
六
三
）
【
２
】
で
十
二
歳
、
連
歌
を
詠
ん
だ
永
禄
九
年
【
13
】
で
十
五

歳
で
あ
る
。
十
二
歳
の
頃
か
ら
言
継
を
訪
問
し
て
い
た
康
総
の
こ
と
で
あ
る
。
十

「
、
、
、
」

「
河
内
、
、
、
」

「
河
内
、
、
、
」

「
河
内
、
、
、
」
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地
下
官
人
真
継
康
総
の
尾
張
旅
行
を
め
ぐ
る
一
考
察

（
伊
藤　

信
吉
）

一
〇



 

 

七
歳
に
な
っ
た
と
は
い
え
子
供
達
を
連
れ
て
言
継
邸
を
訪
ね
た
な
ら
ば
、
言
継
が

源
五
郎
と
小
童
達
を
一
括
し
て
記
し
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。 

少
年
或
い
は
青
年
の
康
総
が
頻
繁
に
、
そ
し
て
時
に
は
小
童
を
連
れ
て
言
継
邸

を
訪
問
で
き
る
理
由
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
康
総
と
山
科
家
の
関
係
を
考

え
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
。 

天
文
三
年
（
一
五
三
四
）
、
山
科
言
継
は
禁
裏
六
町
の
堀
普
請
を
め
ぐ
り
堺
公

方
府
及
び
禁
裏
六
町
と
交
渉
を
行
う
が
、
町
衆
代
表
四
名
の
内
の
一
人
が
真
継
新

九
郎
で
あ
っ
た
。
永
禄
十
年
（
一
五
六
七
）
に
は
、
真
継
家
は
禁
裏
六
町
に
賦
課

さ
れ
た
出
銭
の
免
除
を
勧
修
寺
晴
右
に
要
請
し
て
お
り
、
真
継
家
当
主
は
禁
裏
六

町
の
「
執
行
部
」
（
の
一
人
）
と
評
さ
れ
て
い
る

（

46
）

。
大
永
六
年
（
一
五
二
六
）

に
は
真
継
弥
兵
衛
尉
が
公
家
三
条
家
の
銭
主
と
し
て
記
録
さ
れ
て
お
り
、
十
六
世

紀
前
半
段
階
で
の
真
継
家
の
蓄
財
が
窺
知
さ
れ
る
。
真
継
新
九
郎
・
久
直
父
子
は

全
銭
貸
与
を
理
由
に
、
新
見
有
弘
か
ら
蔵
人
所
小
舎
人
の
職
と
鋳
物
師
支
配
の
権

利
を
（
強
制
的
に
）
譲
り
得
た
の
で
あ
る
か
ら

（

47
）

、
当
時
の
真
継
家
は
経
済
的
に

余
裕
の
あ
る
町
衆
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。 

ま
た
公
家
柳
原
家
は
河
内
家
と
真
継
家
の
主
家

（

48
）

で
も
あ
り
、
「
当
時
近
く
に

屋
敷
が
あ
り
、
資
定
と
親
交
が
深
か
っ
た
山
科
言
継
」（

49
）

と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、

山
科
言
継
と
柳
原
資
定
は
交
流
が
あ
っ
た
。
柳
原
・
真
継
・
河
内
各
家
と
山
科
家

は
複
合
的
な
関
係
性
を
有
し
て
お
り
、
且
つ
真
継
家
と
山
科
家
は
近
所
に
所
在
し

て
い
て
、
地
理
的
環
境
か
ら
く
る

（

50
）

近
所
意
識
も
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
「
言
継
の
後
年
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
庶
民
と
の
幅
広
い
交
際
・
も
っ
て
生
ま

れ
た
庶
民
性
」（

51
）

と
評
さ
れ
る
言
継
の
性
格
も
河
内
源
五
郎
と
小
童
達
を
受
け
入

れ
る
要
素
と
し
て
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

康
総
が
天
文
二
十
一
年
（
一
五
五
二
）
に
誕
生
し
た
と
い
う
『
地
下
家
伝
』
の

記
述
は
、
山
科
家
の
記
録
か
ら
検
討
し
て
も
、
年
齢
的
に
妥
当
な
範
囲
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
上
で
関
係
者
の
年
齢
を
比
較
す
る
と
、
山
科
言
継
が
永
正
四
年
（
一
五

〇
七
）
生
、
山
科
言
経
が
天
文
十
二
年
（
一
五
四
三
）
生
、
冷
泉
為
満
が
永
禄
二

年
（
一
五
五
九
）
生
、
舟
橋
秀
賢
が
天
正
三
年
（
一
五
七
五
）
生
、
山
科
言
緒
が

天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
生
で
あ
る

（

52
）

。 

永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
【
２
】
で
は
、
言
継
が
五
十
七
歳
、
言
経
が
二
十
一
歳
、

康
総
が
十
二
歳
で
あ
る
。
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
の
尾
張
旅
行
時
は
、
言
経
（
六

十
二
歳
）
、
康
総
（
五
十
三
歳
）
、
為
満
（
四
十
六
歳
）
、
秀
賢
（
三
十
歳
）
、
言

緒
（
二
十
八
歳
）
と
な
る
。
【
56
】
を
見
る
と
、
五
十
三
歳
の
康
総
に
は
二
才
の
娘

が
お
り
、
娘
を
連
れ
て
言
経
を
訪
問
し
て
い
る

（

53
）

。
そ
し
て
元
和
五
年
（
一
六
一

九
）
に
康
総
が
言
緒
を
訪
問
し
た
際
の
康
総
は
六
十
八
歳
の
老
齢
で
あ
っ
た
。 

康
総
は
小
童
の
頃
か
ら
老
齢
に
至
る
ま
で
、
山
科
家
の
人
々
と
交
流
を
重
ね
た
。

そ
の
結
果
と
し
て
、
山
科
家
三
代
の
日
記
か
ら
真
継
康
総
の
生
涯
の
軌
跡
を
追
う

こ
と
が
で
き
る
。 

 二
ーー
三 

 

山山
科科
言言
経経
とと
真真
継継
家家 

 
次
に
康
総
と
言
経
の
関
係
を
見
て
お
こ
う
。
前
述
の
よ
う
に
言
経
は
康
総
よ
り

少
し
年
上
で
あ
る
。
若
年
の
頃
か
ら
言
継
邸
を
訪
問
し
た
康
総
に
、
言
経
は
面
識

が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
節
句
朔
日
の
節
目
の
日
に
、
康
総
か
ら
山
科
家
へ
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二
〇
二
一
年

一
一



 

 

公
先
斡
旋
に
も
協
力
し
て
い
る
。
前
掲
史
料
⑯
「
真
継
美
乃
守
ム
ス
メ
二
才

ツ
レ
テ

来
了
」
を
見
る
と
、
康
総
と
言
経
と
の
家
族
ぐ
る
み
の
交
流
が
知
ら
れ
る
。
「
二

才
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
実
際
に
子
供
の
年
齢
に
つ
い
て
会
話
が
あ
っ
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
よ
う
に
真
継
康
総
と
真
継
家
は
、
職
業
・
文
事
そ
し
て
家
族
間
交
流
に
至

る
ま
で
、
山
科
家
・
冷
泉
家
一
族
を
中
心
と
し
た
姻
族
関
係
や
歌
壇
関
係
の
人
脈

に
連
な
っ
て
い
た
。
康
総
や
そ
の
姉
妙
寿
は
、
時
に
そ
の
人
脈
を
活
か
し
て
い
た

こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。 

 二二
ーー
四四  

 

山山
科科
言言
緒緒
とと
真真
継継
家家 

 

次
に
言
緒
と
康
総
の
関
係
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
言
緒
が
「
傍
輩
衆
」
を
集
め

て
「
乱
酒
」
に
及
ぶ
宴
会
を
行
っ
た
際
に
は
、
言
緒
よ
り
相
当
年
長
者
の
康
総
も

同
席
し
て
い
る
【
78
】
。
和
歌
に
関
し
て
見
る
と
、
大
炊
御
門
邸
で
の
歌
会
に
曼

珠
院
宮
門
跡
や
公
家
衆
・
僧
衆
達
と
共
に
、
言
緒
と
康
総
が
和
歌
会
に
参
加
し
て

お
り
【
96
】
、
ま
た
冷
泉
家
の
歌
会
に
も
共
に
参
加
し
て
い
る
【
98
】
。
歌
会
で

同
席
し
て
い
る
大
炊
御
門
経
頼
と
康
総
が
連
れ
だ
っ
て
言
緒
を
訪
問
し
て
い
る

【
99
・
100
】
。
歌
会
の
同
席
者
の
交
流
の
範
囲
は
単
に
和
歌
に
止
ま
る
も
の
で
は

な
く
、
歌
壇
は
康
総
の
人
脈
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
康
総
の
姉
「
妙
寿
」
や
康
総
の

妻
「
真
継
美
濃
内
」
と
い
っ
た
、
康
総
の
親
族
が
言
緒
を
訪
ね
、
薬
・
帯
・
串
柿

な
ど
の
贈
答
が
な
さ
れ
て
い
る
。
【
103
・
104
・
107
～
110
】
。 

 

『
言
緒
卿
記
』

（

58
）

元
和
四
年
（
一
六
一
八
）
十
二
月
二
十
一
日
条
に
は
「
少
将

年
忘
ニ
振
舞
ア
リ
、
参
会
ノ
衆
、
母
儀
・
予
・
御
茶
〻
・
亀
・
主
水
・
御
吉
・
妙

寿
・
妙
清
・
同
竹
・
夜
叉
・
チ
マ
・
仁
衛
門
・
栗
等
也
」
と
あ
り
、
山
科
少
将
言

総
の
「
年
忘
」
の
会
に
、
言
緒
・
言
総
達
家
族
親
族
と
共
に
妙
寿
が
参
加
し
て
い

る
。
真
継
家
と
山
科
家
は
、
言
緒
・
言
総
の
代
に
至
っ
て
も
、
気
心
の
知
れ
た
家

族
ぐ
る
み
の
付
き
合
い
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。 

 二二
ーー
五五  

冷冷
泉泉
家家
とと
真真
継継
家家 

 

次
に
冷
泉
家
と
真
継
家
の
関
係
を
検
討
す
る
。
山
科
言
経
室
の
姉
妹
で
あ
る
花

恩
院
佐
超
室
冷
泉
氏
に
よ
る
佐
超
七
回
忌
法
要
の
非
時
を
頂
い
た
中
に
、
冷
泉
・

四
条
家
中
と
共
に
真
継
康
総
と
そ
の
姉
妙
寿
の
名
が
挙
が
る
【
72
】
。
ま
た
「
四

条
故
女
房
衆
十
三
回
、
来
年
ナ
レ
ト
モ
取
ア
ケ
法
事
有
レ

之
（
略
）
予
・
冷
・
四
・

内
蔵
頭
・
宗
久
・
真
継
美
乃
守
・
又
三
郎
也
、
及
二

大
酒
一

也
、
北
向
・
冷
女
中
・

同
弥
〻
御
料
人
・
内
蔵
頭
女
中
・
冷
子
達
三
人
、
其
外
大
勢
有
レ

之
」
【
83
】
と

あ
る
よ
う
に
、
四
条
隆
昌
の
実
家
で
あ
る
冷
泉
家
の
親
族
が
参
加
し
て
隆
昌
室
十

三
回
忌
法
要
が
催
さ
れ
た
際
、
真
継
康
総
も
参
加
し
て
い
る
。 

そ
こ
で
真
継
康
総
の
姉
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
『
言
経
卿
記
』

（

59
）

文
禄
元
年

（
一
五
九
二
）
三
月
三
十
日
条
に
は
、
「
真
継
兵
庫
助
女
来
了
、
夕
飡
相
伴
了
」
、

「
西
御
方
へ
又
罷
向
了
、
真
継
女
奉
公
■
御
所
望
之
間
談
合
了
」
と
あ
り
、
山
科

言
経
が
妻
の
姉
で
あ
る
興
正
寺
佐
超
室
（
西
御
方
）
を
訪
問
し
て
真
継
兵
庫
助
久

直
の
娘
の
奉
公
に
つ
い
て
相
談
し
て
い
る
。 

こ
の
奉
公
先
斡
旋
に
つ
い
て
は
、
同
日
記
の
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
五
月
一

 

 

挨
拶
に
伺
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
【
36
・
37
・
44
・
48
・
49
・
52
・
59
・
62
・

64
・
65
・
73
・
79
・
80
・
85
・
94
・
95
】
言
経
か
ら
康
総
に
挨
拶
に
赴
く
こ

と
は
な
い
。
山
科
言
経
の
身
分
的
優
越
が
確
認
で
き
る
。 

康
総
は
同
じ
く
地
下
官
人
の
平
田
氏
と
共
に
山
科
言
経
を
訪
問
し
、
徳
川
家
康

へ
の
取
次
を
度
々
依
頼
し
て
い
る
【
40
～
42
・
46
】
。
康
総
に
と
っ
て
、
諸
国

鋳
物
師
支
配
を
進
展
さ
せ
る
為
に
も
、
家
康
と
の
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
は
重
要

な
関
心
事
だ
っ
た
。
冷
泉
為
満
の
松
平
忠
吉
訪
問
に
同
道
し
た
こ
と
も
、
そ
の
意

味
で
も
重
要
な
活
動
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

真
継
家
は
主
家
柳
原
家
の
権
威
を
利
用
し
て
鋳
物
師
支
配
を
目
論
む
一
方
、
柳

原
家
は
じ
め
公
家
社
会
全
体
も
ま
た
、
鋳
物
師
か
ら
の
礼
銭
収
入
に
期
待
し
た
と

い
う
指
摘
が
あ
る

（

54
）

。
康
総
が
交
流
の
あ
る
公
家
や
武
家
の
人
脈
を
活
用
し
て
勢

力
の
拡
大
に
努
め
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。 

真
継
家
文
書
に
よ
る
と
、
康
総
と
武
家
権
力
と
の
仲
介
者
は
、
武
家
で
は
楠
長

諳
（
正
虎
）
、
公
家
で
は
大
炊
御
門
経
頼
が
知
ら
れ
る
。
康
総
は
、
天
正
十
七
年

（
一
五
八
九
）
に
楠
長
諳
を
通
じ
て
徳
川
家
康
領
の
三
河
国
に
お
け
る
活
動
を
企

画
し
て
一
定
の
成
果
を
得
て
お
り
、
ま
た
鋳
物
師
支
配
推
進
の
為
に
将
軍
徳
川
秀

忠
へ
の
接
近
を
計
画
し
「
慶
長
十
六
年
（
一
六
一
一
）
か
ら
元
和
年
中
（
一
六
一

五
～
二
四
）
に
、
真
継
康
総
が
大
炊
御
門
経
頼
を
仲
介
者
と
し
て
、
二
代
将
軍
の

徳
川
秀
忠
に
御
目
見
得
し
た
こ
と
は
確
実
」
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（

55
）

。 

そ
こ
で
山
科
・
冷
泉
・
楠
各
家
の
一
族
関
係
に
注
目
し
た
い
。
山
科
言
経
室
（
冷

泉
氏
）
の
妹
御
春
（
御
茶
々
・
ハ
チ
）
は
楠
長
諳
の
子
正
辰
に
嫁
ぎ
二
男
一
女
を

授
か
り
離
別
。
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
に
秀
吉
の
家
臣
一
柳
直
盛
に
再
嫁
す
る

も
翌
年
離
別
す
る
。
た
だ
楠
長
諳
の
妻
妙
貞
は
御
春
が
楠
家
と
離
縁
し
て
後
も
、

御
春
の
子
（
妙
貞
の
孫
）
や
言
経
達
と
交
流
を
続
け
た
と
い
う

（

56
）

。 

す
る
と
楠
家
は
山
科
家
・
冷
泉
家
と
一
時
姻
族
の
関
係
が
あ
り
、
ま
た
御
春
離

別
後
も
そ
の
関
係
を
以
て
楠
家
と
交
流
が
続
い
て
い
た
。
康
総
と
長
諳
と
の
接
点

に
山
科
・
冷
泉
両
家
を
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
御
春
（
御
茶
々
）
が
楠

家
か
ら
離
別
後
の
史
料
と
な
る
が
、
『
言
緒
卿
記
』

（

57
）

元
和
四
年
（
一
六
一
八
）

二
月
四
日
条
に
「
御
ち
や

〱
・
楠
主
水
・
妙
寿
被
レ

来
了
」
と
あ
り
、
御
茶
々
（
御

春
）
・
妙
寿
（
真
継
康
総
の
姉
）
・
楠
主
水
が
言
緒
を
訪
問
し
て
い
る
。 

大
炊
御
門
経
頼
に
つ
い
て
は
、
経
頼
と
康
総
は
和
歌
会
を
共
に
し
て
お
り
【
53
・

96
・
98
】
、
二
人
で
行
動
す
る
間
柄
で
も
あ
っ
た
【
99
・
100
】
。
秀
忠
へ
の
謁

見
を
取
次
い
だ
と
さ
れ
る
大
炊
御
門
経
頼
は
、
冷
泉
家
歌
会
を
通
じ
て
康
総
と
同

じ
歌
壇
に
連
な
っ
て
い
た
。 

康
総
は
家
康
へ
の
取
次
を
言
経
に
依
頼
す
る
一
方
で
、
康
総
も
ま
た
言
経
の
相

談
相
手
（
「
談
合
」
【
43
・
67
】
）
で
あ
り
、
衣
紋
道
を
家
職
と
し
た
山
科
家
と

檜
扇
職
人
と
の
仲
介
に
立
つ
な
ど
山
科
家
の
家
職
に
も
協
力
し
て
い
る
【
66
・

67
・
69
】
。 

文
事
に
お
い
て
も
、
両
者
は
和
歌
会
を
共
に
す
る
者
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
康

総
は
言
経
に
筆
跡
鑑
定
を
依
頼
し
、
更
に
言
経
を
通
じ
て
寿
命
院
秦
宗
皅
へ
の
鑑

定
依
頼
を
試
み
る
等
、
文
事
に
お
け
る
人
脈
の
開
拓
も
窺
わ
れ
る
【
38
】
。 

史
料
【
72
・
83
】
を
見
る
と
、
康
総
は
山
科
家
・
冷
泉
家
の
法
要
に
参
加
し
て

い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
法
要
に
参
加
す
る
程
の
縁
故
が
あ
り
、
相
応
に
近
し
い

関
係
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
、
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
言
経
は
真
継
康
総
の
姉
の
奉
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二



 

 

公
先
斡
旋
に
も
協
力
し
て
い
る
。
前
掲
史
料
⑯
「
真
継
美
乃
守
ム
ス
メ
二
才

ツ
レ
テ

来
了
」
を
見
る
と
、
康
総
と
言
経
と
の
家
族
ぐ
る
み
の
交
流
が
知
ら
れ
る
。
「
二

才
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
実
際
に
子
供
の
年
齢
に
つ
い
て
会
話
が
あ
っ
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
よ
う
に
真
継
康
総
と
真
継
家
は
、
職
業
・
文
事
そ
し
て
家
族
間
交
流
に
至

る
ま
で
、
山
科
家
・
冷
泉
家
一
族
を
中
心
と
し
た
姻
族
関
係
や
歌
壇
関
係
の
人
脈

に
連
な
っ
て
い
た
。
康
総
や
そ
の
姉
妙
寿
は
、
時
に
そ
の
人
脈
を
活
か
し
て
い
た

こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。 

 二二
ーー
四四  

 

山山
科科
言言
緒緒
とと
真真
継継
家家 

 

次
に
言
緒
と
康
総
の
関
係
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
言
緒
が
「
傍
輩
衆
」
を
集
め

て
「
乱
酒
」
に
及
ぶ
宴
会
を
行
っ
た
際
に
は
、
言
緒
よ
り
相
当
年
長
者
の
康
総
も

同
席
し
て
い
る
【
78
】
。
和
歌
に
関
し
て
見
る
と
、
大
炊
御
門
邸
で
の
歌
会
に
曼

珠
院
宮
門
跡
や
公
家
衆
・
僧
衆
達
と
共
に
、
言
緒
と
康
総
が
和
歌
会
に
参
加
し
て

お
り
【
96
】
、
ま
た
冷
泉
家
の
歌
会
に
も
共
に
参
加
し
て
い
る
【
98
】
。
歌
会
で

同
席
し
て
い
る
大
炊
御
門
経
頼
と
康
総
が
連
れ
だ
っ
て
言
緒
を
訪
問
し
て
い
る

【
99
・
100
】
。
歌
会
の
同
席
者
の
交
流
の
範
囲
は
単
に
和
歌
に
止
ま
る
も
の
で
は

な
く
、
歌
壇
は
康
総
の
人
脈
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
康
総
の
姉
「
妙
寿
」
や
康
総
の

妻
「
真
継
美
濃
内
」
と
い
っ
た
、
康
総
の
親
族
が
言
緒
を
訪
ね
、
薬
・
帯
・
串
柿

な
ど
の
贈
答
が
な
さ
れ
て
い
る
。
【
103
・
104
・
107
～
110
】
。 

 

『
言
緒
卿
記
』

（

58
）

元
和
四
年
（
一
六
一
八
）
十
二
月
二
十
一
日
条
に
は
「
少
将

年
忘
ニ
振
舞
ア
リ
、
参
会
ノ
衆
、
母
儀
・
予
・
御
茶
〻
・
亀
・
主
水
・
御
吉
・
妙

寿
・
妙
清
・
同
竹
・
夜
叉
・
チ
マ
・
仁
衛
門
・
栗
等
也
」
と
あ
り
、
山
科
少
将
言

総
の
「
年
忘
」
の
会
に
、
言
緒
・
言
総
達
家
族
親
族
と
共
に
妙
寿
が
参
加
し
て
い

る
。
真
継
家
と
山
科
家
は
、
言
緒
・
言
総
の
代
に
至
っ
て
も
、
気
心
の
知
れ
た
家

族
ぐ
る
み
の
付
き
合
い
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。 

 二二
ーー
五五  

冷冷
泉泉
家家
とと
真真
継継
家家 

 

次
に
冷
泉
家
と
真
継
家
の
関
係
を
検
討
す
る
。
山
科
言
経
室
の
姉
妹
で
あ
る
花

恩
院
佐
超
室
冷
泉
氏
に
よ
る
佐
超
七
回
忌
法
要
の
非
時
を
頂
い
た
中
に
、
冷
泉
・

四
条
家
中
と
共
に
真
継
康
総
と
そ
の
姉
妙
寿
の
名
が
挙
が
る
【
72
】
。
ま
た
「
四

条
故
女
房
衆
十
三
回
、
来
年
ナ
レ
ト
モ
取
ア
ケ
法
事
有
レ

之
（
略
）
予
・
冷
・
四
・

内
蔵
頭
・
宗
久
・
真
継
美
乃
守
・
又
三
郎
也
、
及
二

大
酒
一

也
、
北
向
・
冷
女
中
・

同
弥
〻
御
料
人
・
内
蔵
頭
女
中
・
冷
子
達
三
人
、
其
外
大
勢
有
レ

之
」
【
83
】
と

あ
る
よ
う
に
、
四
条
隆
昌
の
実
家
で
あ
る
冷
泉
家
の
親
族
が
参
加
し
て
隆
昌
室
十

三
回
忌
法
要
が
催
さ
れ
た
際
、
真
継
康
総
も
参
加
し
て
い
る
。 

そ
こ
で
真
継
康
総
の
姉
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
『
言
経
卿
記
』

（

59
）

文
禄
元
年

（
一
五
九
二
）
三
月
三
十
日
条
に
は
、
「
真
継
兵
庫
助
女
来
了
、
夕
飡
相
伴
了
」
、

「
西
御
方
へ
又
罷
向
了
、
真
継
女
奉
公
■
御
所
望
之
間
談
合
了
」
と
あ
り
、
山
科

言
経
が
妻
の
姉
で
あ
る
興
正
寺
佐
超
室
（
西
御
方
）
を
訪
問
し
て
真
継
兵
庫
助
久

直
の
娘
の
奉
公
に
つ
い
て
相
談
し
て
い
る
。 

こ
の
奉
公
先
斡
旋
に
つ
い
て
は
、
同
日
記
の
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
五
月
一
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更
に
「
先
冷
泉
亭
へ
向
、
山
科
内
蔵
頭
両
三
人
令
二

同
道
一

」
に
注
目
す
る
と
、

秀
賢
は
冷
泉
為
満
邸
に
赴
き
、
為
満
・
言
緒
達
「
両
三
人
」
と
合
流
し
、
尾
張
国

に
出
発
し
た
。
秀
賢
が
同
道
し
た
「
両
三
人
」
と
は
、
冷
泉
為
満
・
山
科
言
緒
と

両
者
以
外
の
誰
か
も
う
一
人
の
計
三
人
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
名
を
省
略
さ
れ
た
人

物
こ
そ
、
真
継
康
総
と
考
え
ら
れ
る
。 

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
舟
橋
秀
賢
と
真
継
康
総
と
は
相
互
に
面
識
は
あ
っ
た
も

の
の
、
特
別
親
し
い
間
柄
で
も
な
か
っ
た
ら
し
い
。
す
る
と
日
記
の
記
主
秀
賢
は
、

地
下
官
人
真
継
康
総
を
、
鑓
持
等
の
従
者
と
も
異
な
り
、
冷
泉
・
山
科
の
堂
上
公

家
と
も
異
な
る
人
物
と
認
識
し
、
「
山
科
内
蔵
頭
両
三
人
」
と
し
て
公
家
衆
の
人

数
に
入
れ
つ
つ
も
名
前
を
略
記
し
た
も
の
と
、
筆
者
は
考
え
る
。 

略
記
の
理
由
と
し
て
は
、
秀
賢
と
康
総
の
人
間
関
係
に
お
け
る
親
疎
、
日
次
記

事
に
お
け
る
康
総
の
重
要
度
だ
け
で
な
く
、
堂
上
公
家
と
地
下
官
人
と
い
う
身
分

差
も
秀
賢
の
執
筆
に
影
響
し
た
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。 

公
家
社
会
に
お
け
る
身
分
差
が
日
記
執
筆
に
ど
う
反
映
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点

は
、
日
記
筆
者
の
思
考
や
執
筆
態
度
、
記
事
の
内
容
に
よ
り
一
概
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
山
科
家
三
代
の
日
記
の
場
合
、
『
言
継
卿
記
』
『
言
経
卿
記
』
『
言
緒
卿
記
』

に
お
い
て
、
堂
上
公
家
を
含
め
た
歌
会
に
お
け
る
参
加
者
名
の
記
入
順
は
、
一
貫

し
て
康
総
が
末
筆
で
あ
る
。
【
13
・
17
・
18
・
50
・
51
・
53
・
57
・
68
・
78
・

90
・
96
・
98
】
。
『
言
経
卿
記
』
慶
長
九
年
三
月
四
日
条
（
前
掲
史
料
⑬
）
に
は

「
早
暁
、
倉
卩
、
冷
泉
、
舟
橋
等
同
道
」
と
あ
る
が
、
「
倉
卩
」
（
山
科
言
緒
）

が
同
道
し
た
「
冷
泉
」
「
舟
橋
」
以
外
の
「
等
」
に
康
総
が
含
ま
れ
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
康
総
と
交
流
が
あ
っ
た
言
経
で
は
あ
っ
た
が
、
言
経
も
ま
た
時
に
、

康
総
の
名
を
略
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

（

64
）

。 

本
稿
末
に
掲
載
し
た
真
継
康
総
の
編
年
史
料
集
に
よ
る
と
、
真
継
康
総
は
若
年

か
ら
老
齢
に
至
る
ま
で
、
山
科
家
三
代
の
当
主
と
交
流
を
持
っ
た
。
康
総
は
山
科

家
当
主
に
対
し
節
句
・
八
朔
の
礼
を
行
い
、
様
々
な
相
談
を
重
ね
る
だ
け
で
な
く
、

酒
宴
・
将
棋
・
双
六
・
和
歌
・
連
歌
等
を
通
じ
て
交
遊
し
た
。
山
科
家
と
縁
類
で

あ
っ
た
冷
泉
家
と
も
和
歌
会
を
通
じ
て
交
流
を
続
け
た
。
康
総
の
姉
妙
寿
は
冷
泉

家
一
門
の
女
性
（
佐
超
室
）
に
奉
公
し
て
い
た
が
、
こ
れ
も
山
科
家
の
協
力
を
得

て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
冷
泉
・
山
科
家
と
親
し
い
間
柄
に
あ
っ
た
真
継
康
総
が
、
為
満

や
言
緒
の
尾
張
旅
行
に
同
道
し
た
と
し
て
何
ら
不
自
然
な
点
は
な
く
、
冷
泉
歌
壇

の
人
と
い
う
点
も
含
め
れ
ば
、
寧
ろ
そ
の
蓋
然
性
は
高
い
。 

即
ち
『
慶
長
日
件
録
』
に
お
け
る
尾
張
旅
行
期
間
中
の
康
総
の
名
の
不
記
載
と

は
、
康
総
が
尾
張
に
滞
在
し
た
か
否
か
の
問
題
で
は
な
く
、
秀
賢
の
執
筆
の
加
減

で
あ
っ
た
と
指
摘
で
き
る

（

65
）

。
秀
賢
は
康
総
の
名
を
省
略
し
た
も
の
の
「
両
三
人
」

と
記
録
し
て
康
総
の
存
在
を
示
し
た
も
の
と
結
論
付
け
た
い
。 

抑
々
『
慶
長
日
件
録
』
は
尾
張
滞
在
中
の
大
部
分
の
記
事
を
欠
い
て
い
る
。
秀

賢
が
記
し
た
「
両
三
人
」
は
、
為
満
・
言
緒
・
康
総
で
あ
り
、
「
張
州
雑
誌
抄
」

の
為
満
一
行
四
名
の
和
歌
は
、
『
慶
長
日
件
録
』
の
秀
賢
及
び
「
両
三
人
」
の
尾

張
で
の
和
歌
会
参
加
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
同
日
記
に
お
け
る
尾
張

旅
行
中
の
康
総
の
名
前
の
不
記
載
は
、
地
誌
編
纂
物
に
よ
る
為
満
・
言
緒
・
秀
賢
・

康
総
の
和
歌
会
参
加
の
記
事
の
信
憑
性
を
損
ね
る
も
の
で
は
な
い
。 

 

 

 

日
条
に
「
真
継
源
大
夫
ア
子
来
了
、
呼
ニ
遣
了
、
西
御
方
ニ
可
レ

置
之
由
申
之
間
、

談
合
了
」
と
あ
る
よ
う
に
、
真
継
源
大
夫
康
総
の
姉
（
真
継
兵
庫
助
久
直
の
娘
）

が
興
正
寺
佐
超
室
（
冷
泉
為
益
の
息
女
「
西
御
方
」
）
に
奉
公
す
る
こ
と
で
話
が

進
ん
だ
ら
し
い
。
同
記
の
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
六
月
二
十
三
日
条
に
は
「
真

継
美
乃
守
ア
子
妙
寿
来
了
、
香
し
ゅ
さ
ん
十
服
遣
了
」
と
あ
る
。
真
継
美
濃
守
康

総
の
姉
は
「
妙
寿
」
を
称
し
て
い
て
、
落
飾
し
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
後
も

妙
寿
と
山
科
家
と
の
交
流
は
続
い
て
お
り

（

60
）

、
妙
寿
・
康
総
の
姉
弟
は
共
に
山

科
・
冷
泉
家
と
交
流
を
続
け
て
い
る
。 

冷
泉
家
和
歌
会
の
史
料
【
50
・
51
・
53
・
57
・
68
・
90
】
を
見
る
と
、
冷
泉

家
一
族
や
公
家
衆
や
武
家
衆
（
今
川
・
蜷
川
等
）
と
共
に
康
総
が
和
歌
会
に
参
加

し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
拙
稿

（

61
）

で
も
指
摘
し
た
が
、
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）

の
尾
張
旅
行
直
前
と
な
る
和
歌
会
【
53
】
に
は
、
山
科
内
蔵
頭
言
緒
・
舟
橋
秀
賢
・

真
継
美
濃
守
康
総
が
記
録
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
熱
田
で
の
和
歌
会
に
参
加
し
た
公

家
衆
と
冷
泉
家
月
次
和
歌
会
の
参
加
者
は
重
複
し
て
い
る
。
為
満
は
月
次
和
歌
会

常
連
の
公
家
衆
を
連
れ
て
松
平
忠
吉
を
訪
問
し
た
の
で
あ
る
。 

 

冷
泉
家
の
和
歌
会
に
お
い
て
、
康
総
は
講
師
役
を
務
め
て
お
り
【
57
・
90
】
、

ま
た
冷
泉
家
の
和
歌
会
の
み
な
ら
ず
大
炊
御
門
家
の
和
歌
会
に
も
参
加
し
て
い
る

か
ら
【
96
】
、
康
総
は
相
応
の
和
歌
の
達
者
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
和
歌
会

は
康
総
の
人
脈
形
成
に
役
立
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
の
み
を
目
的
と
し
て
和

歌
会
に
参
加
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
康
総
が
若
年
の
頃
か
ら
和
歌
連
歌
を

嗜
ん
だ
こ
と
か
ら
も
理
解
し
得
る
【
13
・
15
・
17
】
。 

 

二
ーー
六 

 

舟舟
橋橋
秀秀
賢賢
とと
真真
継継
康康
総総 

 

最
後
に
、
舟
橋
秀
賢
と
康
総
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
秀
賢
の
日
記

『
慶
長
日
件
録
』

（

62
）

を
見
る
と
、
尾
張
旅
行
以
前
に
秀
賢
と
冷
泉
為
満
・
山
科
言

緒
と
の
交
流
に
関
す
る
記
録
は
あ
る
が

（

63
）

、
舟
橋
家
・
秀
賢
と
真
継
康
総
と
の
交

流
に
関
す
る
記
録
は
見
当
た
ら
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
冷
泉
家
月
次
和
歌
会
を
通

じ
て
康
総
と
秀
賢
は
面
識
が
あ
っ
た
【
53
】
。
但
し
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
頃
、

秀
賢
と
康
総
は
特
に
親
し
い
間
柄
で
は
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。 

 三三
．．
日日
記記
にに
おお
けけ
るる
真真
継継
康康
総総
のの
記記
載載
にに
つつ
いい
てて 

 

『
慶
長
日
件
録
』
（
尾
張
旅
行
中
の
部
分
）
に
舟
橋
秀
賢
（
本
人
）
、
冷
泉
為

満
・
山
科
言
緒
の
記
録
が
あ
り
、
真
継
康
総
の
個
人
名
の
記
載
が
無
い
こ
と
に
つ

い
て
、
そ
の
考
察
を
纏
め
た
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
康
総
は
冷
泉
家
和
歌
会
に
参

加
す
る
歌
人
で
も
あ
り
、
山
科
・
冷
泉
家
と
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
の
で
、
康
総

が
為
満
一
行
の
尾
張
旅
行
に
同
道
し
た
と
し
て
、
何
ら
不
自
然
で
は
な
い
。 

為
満
一
行
が
京
都
を
出
立
し
た
時
の
記
録
『
慶
長
日
軒
録
』
慶
長
九
年
三
月
四

日
条
（
前
掲
史
料
④
）
を
見
る
と
「
四
日
、
刁
刻
ヨ
リ
出
立
、
尾
州
ニ
下
向
、
先

冷
泉
亭
へ
向
、
山
科
内
蔵
頭
両
三
人
令
二

同
道
一

、
予
何
も
乗
物
、
輿
䑓
四
人
・
荷

物
四
人
・
鑓
持
一
人
・
小
者
一
人
・
青
侍
一
人
・
以
上
十
一
人
召
具
畢
」
と
あ
る
。

秀
賢
は
堂
上
公
家
層
の
「
冷
泉
」
「
山
科
」
の
家
号
は
記
す
も
の
の
、
青
侍
以
下

の
従
者
達
の
名
を
省
略
し
て
い
る
。 
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総
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尾
張
旅
行
を
め
ぐ
る
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察

（
伊
藤　

信
吉
）

一
四



 

 

更
に
「
先
冷
泉
亭
へ
向
、
山
科
内
蔵
頭
両
三
人
令
二

同
道
一

」
に
注
目
す
る
と
、

秀
賢
は
冷
泉
為
満
邸
に
赴
き
、
為
満
・
言
緒
達
「
両
三
人
」
と
合
流
し
、
尾
張
国

に
出
発
し
た
。
秀
賢
が
同
道
し
た
「
両
三
人
」
と
は
、
冷
泉
為
満
・
山
科
言
緒
と

両
者
以
外
の
誰
か
も
う
一
人
の
計
三
人
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
名
を
省
略
さ
れ
た
人

物
こ
そ
、
真
継
康
総
と
考
え
ら
れ
る
。 

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
舟
橋
秀
賢
と
真
継
康
総
と
は
相
互
に
面
識
は
あ
っ
た
も

の
の
、
特
別
親
し
い
間
柄
で
も
な
か
っ
た
ら
し
い
。
す
る
と
日
記
の
記
主
秀
賢
は
、

地
下
官
人
真
継
康
総
を
、
鑓
持
等
の
従
者
と
も
異
な
り
、
冷
泉
・
山
科
の
堂
上
公

家
と
も
異
な
る
人
物
と
認
識
し
、
「
山
科
内
蔵
頭
両
三
人
」
と
し
て
公
家
衆
の
人

数
に
入
れ
つ
つ
も
名
前
を
略
記
し
た
も
の
と
、
筆
者
は
考
え
る
。 

略
記
の
理
由
と
し
て
は
、
秀
賢
と
康
総
の
人
間
関
係
に
お
け
る
親
疎
、
日
次
記

事
に
お
け
る
康
総
の
重
要
度
だ
け
で
な
く
、
堂
上
公
家
と
地
下
官
人
と
い
う
身
分

差
も
秀
賢
の
執
筆
に
影
響
し
た
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。 

公
家
社
会
に
お
け
る
身
分
差
が
日
記
執
筆
に
ど
う
反
映
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点

は
、
日
記
筆
者
の
思
考
や
執
筆
態
度
、
記
事
の
内
容
に
よ
り
一
概
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
山
科
家
三
代
の
日
記
の
場
合
、
『
言
継
卿
記
』
『
言
経
卿
記
』
『
言
緒
卿
記
』

に
お
い
て
、
堂
上
公
家
を
含
め
た
歌
会
に
お
け
る
参
加
者
名
の
記
入
順
は
、
一
貫

し
て
康
総
が
末
筆
で
あ
る
。
【
13
・
17
・
18
・
50
・
51
・
53
・
57
・
68
・
78
・

90
・
96
・
98
】
。
『
言
経
卿
記
』
慶
長
九
年
三
月
四
日
条
（
前
掲
史
料
⑬
）
に
は

「
早
暁
、
倉
卩
、
冷
泉
、
舟
橋
等
同
道
」
と
あ
る
が
、
「
倉
卩
」
（
山
科
言
緒
）

が
同
道
し
た
「
冷
泉
」
「
舟
橋
」
以
外
の
「
等
」
に
康
総
が
含
ま
れ
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
康
総
と
交
流
が
あ
っ
た
言
経
で
は
あ
っ
た
が
、
言
経
も
ま
た
時
に
、

康
総
の
名
を
略
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

（

64
）

。 

本
稿
末
に
掲
載
し
た
真
継
康
総
の
編
年
史
料
集
に
よ
る
と
、
真
継
康
総
は
若
年

か
ら
老
齢
に
至
る
ま
で
、
山
科
家
三
代
の
当
主
と
交
流
を
持
っ
た
。
康
総
は
山
科

家
当
主
に
対
し
節
句
・
八
朔
の
礼
を
行
い
、
様
々
な
相
談
を
重
ね
る
だ
け
で
な
く
、

酒
宴
・
将
棋
・
双
六
・
和
歌
・
連
歌
等
を
通
じ
て
交
遊
し
た
。
山
科
家
と
縁
類
で

あ
っ
た
冷
泉
家
と
も
和
歌
会
を
通
じ
て
交
流
を
続
け
た
。
康
総
の
姉
妙
寿
は
冷
泉

家
一
門
の
女
性
（
佐
超
室
）
に
奉
公
し
て
い
た
が
、
こ
れ
も
山
科
家
の
協
力
を
得

て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
冷
泉
・
山
科
家
と
親
し
い
間
柄
に
あ
っ
た
真
継
康
総
が
、
為
満

や
言
緒
の
尾
張
旅
行
に
同
道
し
た
と
し
て
何
ら
不
自
然
な
点
は
な
く
、
冷
泉
歌
壇

の
人
と
い
う
点
も
含
め
れ
ば
、
寧
ろ
そ
の
蓋
然
性
は
高
い
。 

即
ち
『
慶
長
日
件
録
』
に
お
け
る
尾
張
旅
行
期
間
中
の
康
総
の
名
の
不
記
載
と

は
、
康
総
が
尾
張
に
滞
在
し
た
か
否
か
の
問
題
で
は
な
く
、
秀
賢
の
執
筆
の
加
減

で
あ
っ
た
と
指
摘
で
き
る

（

65
）

。
秀
賢
は
康
総
の
名
を
省
略
し
た
も
の
の
「
両
三
人
」

と
記
録
し
て
康
総
の
存
在
を
示
し
た
も
の
と
結
論
付
け
た
い
。 

抑
々
『
慶
長
日
件
録
』
は
尾
張
滞
在
中
の
大
部
分
の
記
事
を
欠
い
て
い
る
。
秀

賢
が
記
し
た
「
両
三
人
」
は
、
為
満
・
言
緒
・
康
総
で
あ
り
、
「
張
州
雑
誌
抄
」

の
為
満
一
行
四
名
の
和
歌
は
、
『
慶
長
日
件
録
』
の
秀
賢
及
び
「
両
三
人
」
の
尾

張
で
の
和
歌
会
参
加
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
同
日
記
に
お
け
る
尾
張

旅
行
中
の
康
総
の
名
前
の
不
記
載
は
、
地
誌
編
纂
物
に
よ
る
為
満
・
言
緒
・
秀
賢
・

康
総
の
和
歌
会
参
加
の
記
事
の
信
憑
性
を
損
ね
る
も
の
で
は
な
い
。 
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五



 

 

おお
わわ
りり
にに 

本
稿
は
、
慶
長
九
年
三
月
の
真
継
康
総
の
尾
張
旅
行
中
の
史
料
・
記
録
に
つ
い

て
の
考
察
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
康
総
の
和
歌
懐
紙
が
伝
存
し
、
尾
張
国
の
地

誌
類
に
も
康
総
の
記
録
が
あ
り
な
が
ら
、
同
行
し
た
公
家
日
記
の
尾
張
旅
行
中
の

部
分
に
、
真
継
康
総
の
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
疑
問
に
つ
い
て
検
討
し
た
。 

公
家
日
記
に
お
け
る
の
人
名
の
省
略
・
略
記
を
め
ぐ
り
、
戦
国
・
織
豊
期
か
ら
江
戸

時
代
に
至
る
、
地
下
官
人
真
継
康
総
と
山
科
・
冷
泉
達
堂
上
公
家
衆
と
の
交
流
を
明
ら

か
に
し
、
公
家
日
記
に
散
見
さ
れ
る
康
総
の
史
料
を
編
年
体
で
整
理
す
る
こ
と
で
、

「
真
継
家
文
書
」
と
は
異
な
っ
た
視
点
か
ら
真
継
康
総
の
生
涯
を
通
覧
し
た
。 

こ
の
公
家
衆
の
旅
行
を
め
ぐ
り
、
筆
者
は
別
稿
に
お
い
て
、
伝
世
す
る
和
歌
懐

紙
の
和
歌
の
詠
者
源
康
総
を
地
下
官
人
真
継
康
総
に
比
定
し
、
そ
の
人
物
像
を
明

ら
か
に
し
、
次
い
で
冷
泉
為
満
一
行
の
熱
田
社
参
詣
・
松
平
忠
吉
と
の
交
流
を
見

直
し
、
旅
程
全
体
を
把
握
し
た

（

66
）

。 

そ
し
て
本
稿
に
お
い
て
、
真
継
康
総
と
堂
上
公
家
衆
（
山
科
・
冷
泉
）
と
の
交

流
を
明
ら
か
に
し
、
『
慶
長
日
件
録
』
に
お
け
る
尾
張
旅
行
中
部
分
の
真
継
康
総

の
人
名
不
記
載
を
、
康
総
の
不
在
で
は
な
く
人
名
省
略
と
指
摘
し
、
地
誌
類
の
記

事
の
信
憑
性
を
確
認
し
た
。 

真
継
康
総
は
山
科
・
冷
泉
・
柳
原
と
い
っ
た
公
家
衆
と
の
文
事
交
流
を
通
じ
、

若
年
よ
り
和
歌
・
連
歌
を
詠
じ
、
生
涯
に
亘
り
和
歌
に
親
し
み
歌
道
に
励
ん
だ
人

物
で
あ
っ
た
。
尾
張
国
熱
田
で
の
和
歌
会
に
お
け
る
康
総
の
詠
歌
は
、
そ
の
文
事

交
流
の
延
長
線
上
の
出
来
事
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。 

熱
田
社
に
奉
納
さ
れ
た
「
真
継
康
総
筆
」
と
さ
れ
る
和
歌
懐
紙

（

67
）

は
、
京
人
と

尾
張
国
の
人
々
と
の
交
流
の
証
で
あ
り
、
ま
た
戦
国
時
代
を
生
き
抜
い
た
一
地
下

官
人
の
信
心
と
文
雅
の
心
を
、
今
に
伝
え
て
貴
重
で
あ
る
。 

 

 

注 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 （

１)

熱
田
社
に
奉
納
さ
れ
た
為
満
達
の
和
歌
懐
紙
及
び
公
家
衆
の
熱
田
社
参
詣
の

先
駆
的
研
究
と
し
て
は
山
田
蓉
「
熱
田
社
宝
前
の
松
を
詠
む
」(

『
社
報
あ
つ

た
』
一
四
四
号
、
昭
和
六
十
二
年
）
が
あ
る
。
『
新
修
名
古
屋
市
史
』
第
三
巻

（
平
成
十
一
年
、
名
古
屋
市
）
の
記
述
も
概
ね
同
様
の
内
容
を
示
し
て
い
る
。

神
作
研
一
『
近
世
和
歌
史
の
研
究
』
第
四
章
（
平
成
二
十
五
年
、
角
川
学
芸
出

版
、
初
出
平
成
二
十
一
年
）
に
は
、
熱
田
で
の
和
歌
会
の
事
実
や
基
礎
的
情
報

に
つ
い
て
指
摘
が
あ
る
。 

（
２)

拙
稿
「
熱
田
社
に
奉
納
さ
れ
た
源
康
総
和
歌
懐
紙
に
つ
い
て―

源
康
総
（
真
継 

 

康
総
）
の
人
物
像
を
め
ぐ
っ
て―

」
（
『
皇
學
館
論
叢
』
五
〇‐

六
、
平
成
二

十
九
年
） 

（
３)

拙
稿
「
冷
泉
為
満
・
山
科
言
緒
・
舟
橋
秀
賢
・
真
継
康
総
の
尾
張
旅
行―

熱
田

社
参
詣
と
松
平
忠
吉
訪
問
を
め
ぐ
っ
て―

」
（
『
皇
學
館
論
叢
』
五
一‐

六
、

平
成
三
十
年
） 

（
４)

前
掲
注
（
３
）
拙
稿 

（
５)

近
世
期
地
下
官
人
の
研
究
と
し
て
西
村
慎
太
郎
『
近
世
朝
廷
社
会
と
地
下
官

人
』
（
吉
川
弘
文
館 

平
成
二
十
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
近
世
期
の
堂
上
公
家

と
地
下
官
人
の
関
係
性
に
着
目
し
た
研
究
は
あ
る
が
、
同
書
に
お
い
て
近
世
初

期
の
真
継
家
と
堂
上
公
家
衆
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
論
究
は
な
い
。 

（
６)

真
継
家
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
研
究
史
整
理
も
含
め
稲
葉
伸
道
『
日
本
前
近
代

社
会
に
お
け
る
下
級
官
人
の
研
究―

真
継
家
を
中
心
と
し
て―

』
（
平
成
十
七

年
）
や
笹
本
正
治
『
真
継
家
と
近
世
の
鋳
物
師
』（
平
成
八
年 

思
文
閣
出
版
）
、

名
古
屋
大
学
附
属
図
書
館
・
附
属
図
書
館
開
発
室
編
発
行
『
王
権
と
社
会―

朝

廷
官
人
・
真
継
家
文
書
の
世
界
』
（
平
成
十
九
年
）
に
詳
し
く
纏
め
ら
れ
て
い

る
。
但
し
戦
国
・
織
豊
期
に
お
け
る
真
継
康
総
と
堂
上
公
家
衆
と
の
関
係
に
つ

い
て
論
究
し
た
も
の
は
な
い
。 

（
７)

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
言
緒
卿
記
』
上
巻
（
平
成
七
年
） 

（
８)

前
掲
注
（
３
）
拙
稿 

（
９)

山
本
武
夫
校
訂
『
慶
長
日
件
録
』
一
（
昭
和
五
十
六
年
、
続
群
書
類
従
完
成
会
） 

（

10)

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
古
記
録 

言
経
卿
記
』
十
二
（
平
成
四

年
、
岩
波
書
店
） 

（

11)

熱
田
神
宮
文
化
課
編
『
熱
田
神
宮
名
宝
図
録
』（
平
成
十
二
年
改
訂
再
版 

熱

田
神
宮
宮
庁
）
。
同
書
に
掲
載
さ
れ
る
藤
原
為
満
・
清
原
秀
賢
・
源
康
総
の

和
歌
懐
紙
は
そ
れ
ぞ
れ
筆
跡
が
異
な
る
。
筆
者
も
現
状
、
真
継
康
総
自
筆
の

和
歌
懐
紙
と
考
え
て
い
る
。 

尚
、
平
成
二
十
七
年
改
訂
発
行
版
『
熱
田
神
宮
名
宝
図
録
』
に
は
、
康
総
の

和
歌
懐
紙
は
収
載
さ
れ
て
い
な
い
。 

（

12)

東
京
帝
国
大
学
編
・
発
行
『
大
日
本
史
料
』
十
二―

二
（
明
治
三
十
四
年
） 

（

13)

尾
張
藩
士
内
藤
正
参
の
大
著
『
張
州
雑
志
』
の
「
熱
田
神
宮
及
び
熱
田
町
の 

 

部
の
各
巻
末
に
記
さ
れ
た
年
紀
は
」
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
か
ら
天
明
二

年
（
一
七
八
二
）
と
さ
れ
る
（
熱
田
神
宮
宮
庁
編
・
発
行
『
熱
田
神
宮
史
料 

張
州
雑
志
抄
』
「
改
題
」
、
昭
和
四
十
四
年
）
。 

（

14)

前
掲
注
（
12)

『
大
日
本
史
料
』
「
張
州
雑
志
抄
」
文
末
に
「
○
熱
田
神
社
ヨ

リ
ノ
回
答
ニ
ヨ
レ
バ
、
和
歌
ノ
本
書
今
ハ
存
在
セ
ズ
」
と
の
注
記
が
あ
る
。 

（

15)

前
掲
注
（
１
）
山
田
氏
論
文
。
尚
、
同
論
文
で
も
康
総
に
つ
い
て
は
人
物
未

詳
で
あ
る
。 

（

16)

「
熱
田
町
旧
記
」
（
熱
田
神
宮
宮
庁
編
・
発
行
『
熱
田
神
宮
史
料 

地
誌
編
』

平
成
二
十
七
年
） 

（

17)

新
修
名
古
屋
市
史
編
集
委
員
会
編
『
新
修
名
古
屋
市
史
』
三
（
平
成
十
一
年
、

名
古
屋
市
） 

（

18)

前
掲
注
（
12)

『
大
日
本
史
料
』 

（

19)

天
野
信
景
は
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
生
（
一
説
に
寛
文
三
年
生
）
、
享
保

十
八
年
（
一
七
三
三
）
没
。
尾
張
藩
士
・
鉄
砲
頭
。
「
文
武
百
般
を
兼
ね
博
覧

強
記
」
（
太
田
正
弘
編
『
補
訂
版 

尾
張
著
述
家
綜
覧 

附
逸
事
』
、
平
成
十

七
年
補
訂
、
成
誌
社
）
。
天
野
信
景
の
学
術
に
つ
い
て
は
、
「
其
学
術
に
於
て

最
も
取
る
所
は
、
京
都
、
大
阪
、
若
く
は
江
戸
以
外
に
立
ち
て
、
巍
然
と
し

て
、
頭
角
を
顕
し
、
学
内
外
に
通
じ
、
才
文
武
を
兼
ね
、
風
流
洒
脱
、
極
め
て
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 （

１)

熱
田
社
に
奉
納
さ
れ
た
為
満
達
の
和
歌
懐
紙
及
び
公
家
衆
の
熱
田
社
参
詣
の

先
駆
的
研
究
と
し
て
は
山
田
蓉
「
熱
田
社
宝
前
の
松
を
詠
む
」(

『
社
報
あ
つ

た
』
一
四
四
号
、
昭
和
六
十
二
年
）
が
あ
る
。
『
新
修
名
古
屋
市
史
』
第
三
巻

（
平
成
十
一
年
、
名
古
屋
市
）
の
記
述
も
概
ね
同
様
の
内
容
を
示
し
て
い
る
。

神
作
研
一
『
近
世
和
歌
史
の
研
究
』
第
四
章
（
平
成
二
十
五
年
、
角
川
学
芸
出

版
、
初
出
平
成
二
十
一
年
）
に
は
、
熱
田
で
の
和
歌
会
の
事
実
や
基
礎
的
情
報

に
つ
い
て
指
摘
が
あ
る
。 

（
２)

拙
稿
「
熱
田
社
に
奉
納
さ
れ
た
源
康
総
和
歌
懐
紙
に
つ
い
て―

源
康
総
（
真
継 

 

康
総
）
の
人
物
像
を
め
ぐ
っ
て―

」
（
『
皇
學
館
論
叢
』
五
〇‐

六
、
平
成
二

十
九
年
） 

（
３)

拙
稿
「
冷
泉
為
満
・
山
科
言
緒
・
舟
橋
秀
賢
・
真
継
康
総
の
尾
張
旅
行―

熱
田

社
参
詣
と
松
平
忠
吉
訪
問
を
め
ぐ
っ
て―

」
（
『
皇
學
館
論
叢
』
五
一‐

六
、

平
成
三
十
年
） 

（
４)

前
掲
注
（
３
）
拙
稿 

（
５)

近
世
期
地
下
官
人
の
研
究
と
し
て
西
村
慎
太
郎
『
近
世
朝
廷
社
会
と
地
下
官

人
』
（
吉
川
弘
文
館 

平
成
二
十
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
近
世
期
の
堂
上
公
家

と
地
下
官
人
の
関
係
性
に
着
目
し
た
研
究
は
あ
る
が
、
同
書
に
お
い
て
近
世
初

期
の
真
継
家
と
堂
上
公
家
衆
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
論
究
は
な
い
。 

（
６)

真
継
家
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
研
究
史
整
理
も
含
め
稲
葉
伸
道
『
日
本
前
近
代

社
会
に
お
け
る
下
級
官
人
の
研
究―

真
継
家
を
中
心
と
し
て―

』
（
平
成
十
七

年
）
や
笹
本
正
治
『
真
継
家
と
近
世
の
鋳
物
師
』（
平
成
八
年 

思
文
閣
出
版
）
、

名
古
屋
大
学
附
属
図
書
館
・
附
属
図
書
館
開
発
室
編
発
行
『
王
権
と
社
会―

朝

廷
官
人
・
真
継
家
文
書
の
世
界
』
（
平
成
十
九
年
）
に
詳
し
く
纏
め
ら
れ
て
い

る
。
但
し
戦
国
・
織
豊
期
に
お
け
る
真
継
康
総
と
堂
上
公
家
衆
と
の
関
係
に
つ

い
て
論
究
し
た
も
の
は
な
い
。 

（
７)

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
言
緒
卿
記
』
上
巻
（
平
成
七
年
） 

（
８)

前
掲
注
（
３
）
拙
稿 

（
９)

山
本
武
夫
校
訂
『
慶
長
日
件
録
』
一
（
昭
和
五
十
六
年
、
続
群
書
類
従
完
成
会
） 

（

10)

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
古
記
録 

言
経
卿
記
』
十
二
（
平
成
四

年
、
岩
波
書
店
） 

（

11)

熱
田
神
宮
文
化
課
編
『
熱
田
神
宮
名
宝
図
録
』（
平
成
十
二
年
改
訂
再
版 

熱

田
神
宮
宮
庁
）
。
同
書
に
掲
載
さ
れ
る
藤
原
為
満
・
清
原
秀
賢
・
源
康
総
の

和
歌
懐
紙
は
そ
れ
ぞ
れ
筆
跡
が
異
な
る
。
筆
者
も
現
状
、
真
継
康
総
自
筆
の

和
歌
懐
紙
と
考
え
て
い
る
。 

尚
、
平
成
二
十
七
年
改
訂
発
行
版
『
熱
田
神
宮
名
宝
図
録
』
に
は
、
康
総
の

和
歌
懐
紙
は
収
載
さ
れ
て
い
な
い
。 

（

12)

東
京
帝
国
大
学
編
・
発
行
『
大
日
本
史
料
』
十
二―

二
（
明
治
三
十
四
年
） 

（

13)

尾
張
藩
士
内
藤
正
参
の
大
著
『
張
州
雑
志
』
の
「
熱
田
神
宮
及
び
熱
田
町
の 

 

部
の
各
巻
末
に
記
さ
れ
た
年
紀
は
」
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
か
ら
天
明
二

年
（
一
七
八
二
）
と
さ
れ
る
（
熱
田
神
宮
宮
庁
編
・
発
行
『
熱
田
神
宮
史
料 

張
州
雑
志
抄
』
「
改
題
」
、
昭
和
四
十
四
年
）
。 

（

14)

前
掲
注
（
12)

『
大
日
本
史
料
』
「
張
州
雑
志
抄
」
文
末
に
「
○
熱
田
神
社
ヨ

リ
ノ
回
答
ニ
ヨ
レ
バ
、
和
歌
ノ
本
書
今
ハ
存
在
セ
ズ
」
と
の
注
記
が
あ
る
。 

（

15)

前
掲
注
（
１
）
山
田
氏
論
文
。
尚
、
同
論
文
で
も
康
総
に
つ
い
て
は
人
物
未

詳
で
あ
る
。 

（

16)

「
熱
田
町
旧
記
」
（
熱
田
神
宮
宮
庁
編
・
発
行
『
熱
田
神
宮
史
料 

地
誌
編
』

平
成
二
十
七
年
） 

（

17)

新
修
名
古
屋
市
史
編
集
委
員
会
編
『
新
修
名
古
屋
市
史
』
三
（
平
成
十
一
年
、

名
古
屋
市
） 

（

18)

前
掲
注
（
12)

『
大
日
本
史
料
』 

（

19)

天
野
信
景
は
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
生
（
一
説
に
寛
文
三
年
生
）
、
享
保

十
八
年
（
一
七
三
三
）
没
。
尾
張
藩
士
・
鉄
砲
頭
。
「
文
武
百
般
を
兼
ね
博
覧

強
記
」
（
太
田
正
弘
編
『
補
訂
版 

尾
張
著
述
家
綜
覧 

附
逸
事
』
、
平
成
十

七
年
補
訂
、
成
誌
社
）
。
天
野
信
景
の
学
術
に
つ
い
て
は
、
「
其
学
術
に
於
て

最
も
取
る
所
は
、
京
都
、
大
阪
、
若
く
は
江
戸
以
外
に
立
ち
て
、
巍
然
と
し

て
、
頭
角
を
顕
し
、
学
内
外
に
通
じ
、
才
文
武
を
兼
ね
、
風
流
洒
脱
、
極
め
て

 

 

 

奇
論
卓
説
に
富
め
る
に
あ
り
」
（
名
古
屋
市
役
所
著
・
発
行
『
名
古
屋
市
史

学
芸
編
』
昭
和
四
十
三
年
復
刻
版
）
と
の
評
が
あ
る
。  

（

20)

塙
保
己
一
編
・
太
田
藤
四
郎
補
編
『
群
書
類
従
・
補
遺
三 

お
湯
殿
の
上
の

日
記
』
九
（
昭
和
三
十
三
年
訂
正
三
版 

続
群
書
類
従
完
成
会
）
慶
長
九
年

三
月
四
日
条 

（

21)

前
掲
注
（
20)

『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
「
四
は
う
は
い
あ
り
。
ふ
行
左
少
弁

依
（
俊
）

昌
」
の
注
記
の
と
お
り
、
俊
昌
で
あ
ろ
う
。 

（

22)

橋
本
政
宣
編
『
公
家
事
典
』
（
平
成
二
十
二
年
、
吉
川
弘
文
館
）
坊
城
家
「
俊 

昌
」
の
項
参
照
。 

（

23)

前
掲
注
（
20)

『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』 

（

24)

前
掲
注
（
20)

『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』 

（

25)

小
高
恭
編
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
主
要
語
彙
索
引
』
は
、
慶
長
九
三
月
四
日

条
の
「
大
ゑ
い
の
ち
よ
く
し
」
の
「
大
ゑ
い
」
を
「
大
会
」
と
、
慶
長
十
五
年

九
月
二
十
七
日
条
の
「
大
ゑ
」
を
「
大
会
」
と
し
て
注
記
す
る
。 

（

26)

武
覚
超
『
比
叡
山
仏
教
の
研
究
』
第
七
章
三
（
平
成
二
十
年
、
法
蔵
館
）
柴

田
憲
良
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。 

（

27)

前
掲
注
（
20)

『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』 

（

28)

前
掲
注 (

20)

『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
慶
長
九
年
二
月
二
十
五
日
条
に
は
「
き

た
の
ゝ
の
御
ほ
う
ら
く
に
御
わ
か
ん
有
」
と
あ
る
よ
う
に
北
野
社
法
楽
御
和 

漢
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。 

（

29)

前
掲
注(

３
）
拙
稿 

（

30)

前
掲
注
（
３
）
拙
稿
に
お
い
て
、
冷
泉
為
満
の
帰
京
時
期
を
不
明
と
し
て
い
た
。 

し
か
し
、
前
掲
注
（
10
）
『
言
経
卿
記
』
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
四
月
八

日
条
に
「
冷
尾
刕
ヨ
リ
上
洛
了
、
仕
合
也
」
、
前
掲
注
（
９)

『
慶
長
日
件
録
』 

慶
長
九
年
四
月
九
日
条
に
「
夜
前
冷
泉
自
二

尾
州
一

帰
宅
之
由
被
レ

示
之
間
、
斎

了
、
立
二

越
彼
亭
一

、
仕
合
之
躰
有
二

雑
談
一

、
自
二

野
州
一

金
子
二
枚
・
馬
一
疋
・

小
袖
二
重
被
レ

送
云
々
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
為
満
の
帰
京
は
慶
長
九
年
四
月

と
判
明
す
る
。 

為
満
は
、
三
月
十
五
日
に
熱
田
で
和
歌
会
を
催
し
た
後
、
同
行
者
と
行
動
を

別
に
し
、
尾
張
国
滞
在
を
続
け
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。 

（

31)

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
言
緒
卿
記
』
（
下
）
（
平
成
十
年
、
岩
波
書
店
）

「
解
題
」 

（

32)

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
言
経
卿
記
』
十
四
、
（
平
成
三
年
、
岩
波
書
店
） 

（

33)

松
田
敬
之
「
中
・
近
世
公
家
社
会
に
お
け
る
家
格
上
昇―

地
下
官
人
よ
り
堂

上
へ
の
身
分
昇
格
運
動―

」
（
前
掲
注
６
『
日
本
前
近
代
社
会
に
お
け
る
下

級
官
人
の
研
究―

真
継
家
を
中
心
と
し
て―

』
所
収
） 

（

34)

山
本
武
夫
校
訂
『
慶
長
日
件
録
』
二
（
平
成
八
年
、
続
群
書
類
従
完
成
会
） 

（

35)

湯
川
敏
治
編
『
歴
名
土
代
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会 

平
成
八
年
） 

（

36)

前
掲
注
（
６)

『
王
権
と
社
会―

朝
廷
官
人
・
真
継
家
文
書
の
世
界
』 

（

37)

前
掲
注
（
36
）
に
同
じ 

（

38)
網
野
善
彦
「
真
継
家
文
書
に
み
え
る
戦
国
期
～
江
戸
初
期
の
文
書―

解
題
と 

紹
介―

」
（
『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
七
一
、
昭
和
五
十
三
年
）
、

前
掲
注
（
６
）
笹
本
氏
著
書 

（

39)

前
掲
注
（
２
）
拙
稿 

（

40)

酒
匂
由
紀
子
『
室
町
・
戦
国
期
の
土
倉
と
酒
屋
』
「
第
二
部 

補
論 

戦
国

期
の
蔵
人
所
と
洛
中
の
住
居
」
（
令
和
二
年
、
吉
川
弘
文
館
）
。
同
論
文
の
研

究
対
象
は
主
に
真
継
康
総
以
前
の
真
継
氏
で
あ
る
。 

（

41)

前
掲
注
（
６
）
笹
本
氏
著
書 

（

42)

真
継
康
総
（
康
綱
）
個
人
に
つ
い
て
論
じ
た
論
文
に
、
笹
本
正
治
「
真
継
康

綱
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
日
本
歴
史
』
五
〇
〇
号
、
平
成
二
年
）
が
あ
る
。 

（

43)

河
内
源
五
郎
康
総
と
真
継
源
五
郎
康
総
、
真
継
源
大
夫
、
真
継
美
濃
守
康
総
は

同
一
人
物
で
あ
る
（
前
掲
注
２
拙
稿
）
。
尚
、
【
34
】
は
「
真
継
弥
五
郎
」
と

あ
る
が
、
他
に
真
継
弥
五
郎
の
記
録
が
な
い
こ
と
、
他
の
史
料
は
源
五
郎
と
あ

る
こ
と
、
後
に
源
大
夫
に
改
名
す
る
こ
と
か
ら
、
真
継
源
五
郎
の
誤
記
と
考
え

る
。
前
掲
注
（
３
）
拙
稿
で
は
史
料
【
34
】
を
「
源
五
郎
」
と
し
て
誤
っ
て
引

用
し
て
い
る
。
論
旨
に
大
き
な
影
響
は
な
い
が
、
本
稿
に
お
い
て
誤
り
を
正
し

て
お
く
。 

（

44)

「
大
和
大
和
守
晴
完
入
道
宗
恕
筆
記
」
に
は
「
一
北
面
輩
事
（
略
）
庭
田
殿 

河
端
左
衛
門
尉 

花
山
院
殿 

安
芸
族 

柳
原
殿 

松
波 

河
内 

越
前
」

（
木
下
聡
「
史
料
紹
介
「
大
和
家
蔵
書
」
所
収
「
大
和
大
和
守
晴
完
入
道
宗
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地
下
官
人
真
継
康
総
の
尾
張
旅
行
を
め
ぐ
る
一
考
察

（
伊
藤　

信
吉
）

一
六



 

 

注 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 （

１)

熱
田
社
に
奉
納
さ
れ
た
為
満
達
の
和
歌
懐
紙
及
び
公
家
衆
の
熱
田
社
参
詣
の

先
駆
的
研
究
と
し
て
は
山
田
蓉
「
熱
田
社
宝
前
の
松
を
詠
む
」(

『
社
報
あ
つ

た
』
一
四
四
号
、
昭
和
六
十
二
年
）
が
あ
る
。
『
新
修
名
古
屋
市
史
』
第
三
巻

（
平
成
十
一
年
、
名
古
屋
市
）
の
記
述
も
概
ね
同
様
の
内
容
を
示
し
て
い
る
。

神
作
研
一
『
近
世
和
歌
史
の
研
究
』
第
四
章
（
平
成
二
十
五
年
、
角
川
学
芸
出

版
、
初
出
平
成
二
十
一
年
）
に
は
、
熱
田
で
の
和
歌
会
の
事
実
や
基
礎
的
情
報

に
つ
い
て
指
摘
が
あ
る
。 

（
２)

拙
稿
「
熱
田
社
に
奉
納
さ
れ
た
源
康
総
和
歌
懐
紙
に
つ
い
て―

源
康
総
（
真
継 

 

康
総
）
の
人
物
像
を
め
ぐ
っ
て―

」
（
『
皇
學
館
論
叢
』
五
〇‐

六
、
平
成
二

十
九
年
） 

（
３)

拙
稿
「
冷
泉
為
満
・
山
科
言
緒
・
舟
橋
秀
賢
・
真
継
康
総
の
尾
張
旅
行―

熱
田

社
参
詣
と
松
平
忠
吉
訪
問
を
め
ぐ
っ
て―

」
（
『
皇
學
館
論
叢
』
五
一‐

六
、

平
成
三
十
年
） 

（
４)

前
掲
注
（
３
）
拙
稿 

（
５)

近
世
期
地
下
官
人
の
研
究
と
し
て
西
村
慎
太
郎
『
近
世
朝
廷
社
会
と
地
下
官

人
』
（
吉
川
弘
文
館 

平
成
二
十
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
近
世
期
の
堂
上
公
家

と
地
下
官
人
の
関
係
性
に
着
目
し
た
研
究
は
あ
る
が
、
同
書
に
お
い
て
近
世
初

期
の
真
継
家
と
堂
上
公
家
衆
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
論
究
は
な
い
。 

（
６)

真
継
家
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
研
究
史
整
理
も
含
め
稲
葉
伸
道
『
日
本
前
近
代

社
会
に
お
け
る
下
級
官
人
の
研
究―

真
継
家
を
中
心
と
し
て―

』
（
平
成
十
七

年
）
や
笹
本
正
治
『
真
継
家
と
近
世
の
鋳
物
師
』（
平
成
八
年 

思
文
閣
出
版
）
、

名
古
屋
大
学
附
属
図
書
館
・
附
属
図
書
館
開
発
室
編
発
行
『
王
権
と
社
会―

朝

廷
官
人
・
真
継
家
文
書
の
世
界
』
（
平
成
十
九
年
）
に
詳
し
く
纏
め
ら
れ
て
い

る
。
但
し
戦
国
・
織
豊
期
に
お
け
る
真
継
康
総
と
堂
上
公
家
衆
と
の
関
係
に
つ

い
て
論
究
し
た
も
の
は
な
い
。 

（
７)

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
言
緒
卿
記
』
上
巻
（
平
成
七
年
） 

（
８)

前
掲
注
（
３
）
拙
稿 

（
９)

山
本
武
夫
校
訂
『
慶
長
日
件
録
』
一
（
昭
和
五
十
六
年
、
続
群
書
類
従
完
成
会
） 

（

10)

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
古
記
録 

言
経
卿
記
』
十
二
（
平
成
四

年
、
岩
波
書
店
） 

（

11)

熱
田
神
宮
文
化
課
編
『
熱
田
神
宮
名
宝
図
録
』（
平
成
十
二
年
改
訂
再
版 

熱

田
神
宮
宮
庁
）
。
同
書
に
掲
載
さ
れ
る
藤
原
為
満
・
清
原
秀
賢
・
源
康
総
の

和
歌
懐
紙
は
そ
れ
ぞ
れ
筆
跡
が
異
な
る
。
筆
者
も
現
状
、
真
継
康
総
自
筆
の

和
歌
懐
紙
と
考
え
て
い
る
。 

尚
、
平
成
二
十
七
年
改
訂
発
行
版
『
熱
田
神
宮
名
宝
図
録
』
に
は
、
康
総
の

和
歌
懐
紙
は
収
載
さ
れ
て
い
な
い
。 

（

12)

東
京
帝
国
大
学
編
・
発
行
『
大
日
本
史
料
』
十
二―

二
（
明
治
三
十
四
年
） 

（

13)

尾
張
藩
士
内
藤
正
参
の
大
著
『
張
州
雑
志
』
の
「
熱
田
神
宮
及
び
熱
田
町
の 

 

部
の
各
巻
末
に
記
さ
れ
た
年
紀
は
」
安
永
元
年
（
一
七
七
二
）
か
ら
天
明
二

年
（
一
七
八
二
）
と
さ
れ
る
（
熱
田
神
宮
宮
庁
編
・
発
行
『
熱
田
神
宮
史
料 

張
州
雑
志
抄
』
「
改
題
」
、
昭
和
四
十
四
年
）
。 

（

14)

前
掲
注
（
12)

『
大
日
本
史
料
』
「
張
州
雑
志
抄
」
文
末
に
「
○
熱
田
神
社
ヨ

リ
ノ
回
答
ニ
ヨ
レ
バ
、
和
歌
ノ
本
書
今
ハ
存
在
セ
ズ
」
と
の
注
記
が
あ
る
。 

（

15)

前
掲
注
（
１
）
山
田
氏
論
文
。
尚
、
同
論
文
で
も
康
総
に
つ
い
て
は
人
物
未

詳
で
あ
る
。 

（

16)

「
熱
田
町
旧
記
」
（
熱
田
神
宮
宮
庁
編
・
発
行
『
熱
田
神
宮
史
料 

地
誌
編
』

平
成
二
十
七
年
） 

（

17)

新
修
名
古
屋
市
史
編
集
委
員
会
編
『
新
修
名
古
屋
市
史
』
三
（
平
成
十
一
年
、

名
古
屋
市
） 

（

18)

前
掲
注
（
12)

『
大
日
本
史
料
』 

（

19)

天
野
信
景
は
寛
文
元
年
（
一
六
六
一
）
生
（
一
説
に
寛
文
三
年
生
）
、
享
保

十
八
年
（
一
七
三
三
）
没
。
尾
張
藩
士
・
鉄
砲
頭
。
「
文
武
百
般
を
兼
ね
博
覧

強
記
」
（
太
田
正
弘
編
『
補
訂
版 

尾
張
著
述
家
綜
覧 

附
逸
事
』
、
平
成
十

七
年
補
訂
、
成
誌
社
）
。
天
野
信
景
の
学
術
に
つ
い
て
は
、
「
其
学
術
に
於
て

最
も
取
る
所
は
、
京
都
、
大
阪
、
若
く
は
江
戸
以
外
に
立
ち
て
、
巍
然
と
し

て
、
頭
角
を
顕
し
、
学
内
外
に
通
じ
、
才
文
武
を
兼
ね
、
風
流
洒
脱
、
極
め
て

 

 

 

奇
論
卓
説
に
富
め
る
に
あ
り
」
（
名
古
屋
市
役
所
著
・
発
行
『
名
古
屋
市
史

学
芸
編
』
昭
和
四
十
三
年
復
刻
版
）
と
の
評
が
あ
る
。  

（

20)

塙
保
己
一
編
・
太
田
藤
四
郎
補
編
『
群
書
類
従
・
補
遺
三 

お
湯
殿
の
上
の

日
記
』
九
（
昭
和
三
十
三
年
訂
正
三
版 

続
群
書
類
従
完
成
会
）
慶
長
九
年

三
月
四
日
条 

（

21)

前
掲
注
（
20)

『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
「
四
は
う
は
い
あ
り
。
ふ
行
左
少
弁

依
（
俊
）

昌
」
の
注
記
の
と
お
り
、
俊
昌
で
あ
ろ
う
。 

（

22)

橋
本
政
宣
編
『
公
家
事
典
』
（
平
成
二
十
二
年
、
吉
川
弘
文
館
）
坊
城
家
「
俊 

昌
」
の
項
参
照
。 

（

23)

前
掲
注
（
20)

『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』 

（

24)

前
掲
注
（
20)

『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』 

（

25)

小
高
恭
編
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
主
要
語
彙
索
引
』
は
、
慶
長
九
三
月
四
日

条
の
「
大
ゑ
い
の
ち
よ
く
し
」
の
「
大
ゑ
い
」
を
「
大
会
」
と
、
慶
長
十
五
年

九
月
二
十
七
日
条
の
「
大
ゑ
」
を
「
大
会
」
と
し
て
注
記
す
る
。 

（

26)

武
覚
超
『
比
叡
山
仏
教
の
研
究
』
第
七
章
三
（
平
成
二
十
年
、
法
蔵
館
）
柴

田
憲
良
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。 

（

27)

前
掲
注
（
20)

『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』 

（

28)

前
掲
注 (

20)

『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
慶
長
九
年
二
月
二
十
五
日
条
に
は
「
き

た
の
ゝ
の
御
ほ
う
ら
く
に
御
わ
か
ん
有
」
と
あ
る
よ
う
に
北
野
社
法
楽
御
和 

漢
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。 

（

29)

前
掲
注(

３
）
拙
稿 

（

30)

前
掲
注
（
３
）
拙
稿
に
お
い
て
、
冷
泉
為
満
の
帰
京
時
期
を
不
明
と
し
て
い
た
。 

し
か
し
、
前
掲
注
（
10
）
『
言
経
卿
記
』
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
四
月
八

日
条
に
「
冷
尾
刕
ヨ
リ
上
洛
了
、
仕
合
也
」
、
前
掲
注
（
９)

『
慶
長
日
件
録
』 

慶
長
九
年
四
月
九
日
条
に
「
夜
前
冷
泉
自
二

尾
州
一

帰
宅
之
由
被
レ

示
之
間
、
斎

了
、
立
二

越
彼
亭
一

、
仕
合
之
躰
有
二

雑
談
一

、
自
二

野
州
一

金
子
二
枚
・
馬
一
疋
・

小
袖
二
重
被
レ

送
云
々
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
為
満
の
帰
京
は
慶
長
九
年
四
月

と
判
明
す
る
。 

為
満
は
、
三
月
十
五
日
に
熱
田
で
和
歌
会
を
催
し
た
後
、
同
行
者
と
行
動
を

別
に
し
、
尾
張
国
滞
在
を
続
け
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。 

（

31)

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
言
緒
卿
記
』
（
下
）
（
平
成
十
年
、
岩
波
書
店
）

「
解
題
」 

（

32)

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
言
経
卿
記
』
十
四
、
（
平
成
三
年
、
岩
波
書
店
） 

（

33)

松
田
敬
之
「
中
・
近
世
公
家
社
会
に
お
け
る
家
格
上
昇―

地
下
官
人
よ
り
堂

上
へ
の
身
分
昇
格
運
動―

」
（
前
掲
注
６
『
日
本
前
近
代
社
会
に
お
け
る
下

級
官
人
の
研
究―

真
継
家
を
中
心
と
し
て―

』
所
収
） 

（

34)

山
本
武
夫
校
訂
『
慶
長
日
件
録
』
二
（
平
成
八
年
、
続
群
書
類
従
完
成
会
） 

（

35)

湯
川
敏
治
編
『
歴
名
土
代
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会 

平
成
八
年
） 

（

36)

前
掲
注
（
６)

『
王
権
と
社
会―

朝
廷
官
人
・
真
継
家
文
書
の
世
界
』 

（

37)

前
掲
注
（
36
）
に
同
じ 

（

38)

網
野
善
彦
「
真
継
家
文
書
に
み
え
る
戦
国
期
～
江
戸
初
期
の
文
書―

解
題
と 

紹
介―

」
（
『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
七
一
、
昭
和
五
十
三
年
）
、

前
掲
注
（
６
）
笹
本
氏
著
書 

（

39)

前
掲
注
（
２
）
拙
稿 

（

40)

酒
匂
由
紀
子
『
室
町
・
戦
国
期
の
土
倉
と
酒
屋
』
「
第
二
部 

補
論 

戦
国

期
の
蔵
人
所
と
洛
中
の
住
居
」
（
令
和
二
年
、
吉
川
弘
文
館
）
。
同
論
文
の
研

究
対
象
は
主
に
真
継
康
総
以
前
の
真
継
氏
で
あ
る
。 

（

41)

前
掲
注
（
６
）
笹
本
氏
著
書 

（

42)

真
継
康
総
（
康
綱
）
個
人
に
つ
い
て
論
じ
た
論
文
に
、
笹
本
正
治
「
真
継
康

綱
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
日
本
歴
史
』
五
〇
〇
号
、
平
成
二
年
）
が
あ
る
。 

（

43)

河
内
源
五
郎
康
総
と
真
継
源
五
郎
康
総
、
真
継
源
大
夫
、
真
継
美
濃
守
康
総
は

同
一
人
物
で
あ
る
（
前
掲
注
２
拙
稿
）
。
尚
、
【
34
】
は
「
真
継
弥
五
郎
」
と

あ
る
が
、
他
に
真
継
弥
五
郎
の
記
録
が
な
い
こ
と
、
他
の
史
料
は
源
五
郎
と
あ

る
こ
と
、
後
に
源
大
夫
に
改
名
す
る
こ
と
か
ら
、
真
継
源
五
郎
の
誤
記
と
考
え

る
。
前
掲
注
（
３
）
拙
稿
で
は
史
料
【
34
】
を
「
源
五
郎
」
と
し
て
誤
っ
て
引

用
し
て
い
る
。
論
旨
に
大
き
な
影
響
は
な
い
が
、
本
稿
に
お
い
て
誤
り
を
正
し

て
お
く
。 

（

44)

「
大
和
大
和
守
晴
完
入
道
宗
恕
筆
記
」
に
は
「
一
北
面
輩
事
（
略
）
庭
田
殿 

河
端
左
衛
門
尉 

花
山
院
殿 

安
芸
族 

柳
原
殿 

松
波 

河
内 

越
前
」

（
木
下
聡
「
史
料
紹
介
「
大
和
家
蔵
書
」
所
収
「
大
和
大
和
守
晴
完
入
道
宗

184 
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※
本
文
に
お
い
て
山
科
家
の
日
記
を
中
心
に
真
継
康
総
関
連
の
史
料
を
多
数
引
用

し
た
。
康
総
に
関
連
す
る
史
料
を
編
年
体
で
整
理
す
る
こ
と
で
、
康
総
の
生
涯
を

通
覧
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
康
総
の
名
前
や
官
途
の
変
遷
な
ど
の
基
礎
的
事
項

も
確
認
で
き
る
た
め
、
本
論
末
に
真
継
康
総
に
関
す
る
編
年
史
料
集
を
掲
載
し
た
。

便
宜
の
為
各
史
料
に
番
号
を
付
し
た
。
そ
の
番
号
を
本
文
で
【 

】
内
に
示
し
、

引
用
史
料
・
典
拠
を
明
ら
か
に
し
た
。 

典
拠
に
国
書
刊
行
会
編
『
言
継
卿
記
』
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
言
経
卿
記
』

『
言
緒
卿
記
』
を
用
い
た
。
ま
た
史
料
本
文
の
細
字
・
割
注
等
の
注
記
は
、
記
載

の
便
宜
上
、
表
中
に
お
い
て
は<

 
>

内
に
示
し
た
。 

    

                   

 

 

 

恕
筆
記
」
」
『
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要
』
二
十
一
、
平
成
二
十
九
年
）

と
あ
る
。
河
内
家
が
柳
原
の
支
配
下
に
あ
っ
た
こ
と
は
前
掲
注
（
２
）
論
文
で

も
指
摘
し
た
が
、
庭
田
家
に
河
内
家
が
記
載
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
河
内
家
或
い

は
河
内
康
総
が
柳
原
家
に
転
仕
し
た
こ
と
の
反
映
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

（

45)

正
宗
敦
夫
『
地
下
家
伝
』
（
自
治
日
報
社 

昭
和
四
十
三
年
） 

（

46)

高
橋
康
夫
『
京
都
中
世
都
市
史
研
究
』
第
五
章
第
三
節
（
昭
和
五
十
八
年
、

思
文
閣
出
版
） 

（

47)

前
掲
注
（
６
）
笹
本
氏
著
書
、
第
一
章
第
一
節 

（

48)

真
継
久
直
が
幼
少
時
よ
り
柳
原
家
に
伺
候
し
、
朝
廷
内
に
お
け
る
柳
原
資
定

の
権
力
・
権
威
・
人
脈
を
背
景
と
し
て
御
蔵
職
相
続
以
降
、
鋳
物
師
支
配
を

進
め
た
こ
と
は
、
吉
竹
正
明
「
真
継
久
直
と
鋳
物
師
組
織
の
結
び
つ
き
に
お

け
る
柳
原
資
定
と
大
内
氏
の
役
割
」
（
『
龍
谷
日
本
史
研
究
』
三
十
八
号
、
平

成
二
十
七
年
）
に
詳
し
い
。 

ま
た
十
六
世
紀
頃
に
北
面
の
武
士
で
あ
っ
た
河
内
家
が
柳
原
家
支
配
と
窺
わ

れ
る
こ
と
は
前
掲
注
（
２
）
拙
稿
及
び
前
掲
注
（
６
）
笹
本
氏
著
書
を
参
照
。 

（

49)

前
掲
注
（
48
）
吉
竹
氏
論
文 

（

50)

「
言
継
の
居
住
し
た
一
条
烏
丸
と
、
そ
の
周
辺
の
禁
裏
六
丁
町
」
「
こ
の
六

町
に
は
偽
文
書
に
よ
っ
て
地
位
を
築
い
た
鋳
物
師
の
真
継
氏
が
居
住
し
て
い

る
こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
蜜
に
群
衆
す
る
蟻
の
如
く
、
朝
廷
よ
り
の
免

除
特
権
の
獲
得
を
狙
う
人
々
が
公
家
と
と
も
に
混
在
し
て
い
た
」
と
あ
る
（
今

谷
明
『
言
継
卿
記 

公
家
社
会
と
町
衆
文
化
の
接
点
』
第
四
章
一
節
・
四
節
、

昭
和
五
十
五
年
、
そ
し
え
て
）
。 

永
禄
九
・
十
年
の
段
階
で
真
継
久
直
と
河
内
康
総
は
父
子
（
養
子
）
の
関
係

に
あ
っ
た
ら
し
く
【
16
・
17
】
、
真
継
家
と
山
科
家
の
距
離
も
康
総
の
頻

繁
な
交
流
に
関
係
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。 

（

51)

前
掲
注
（
50
）
今
谷
氏
著
書
、
第
三
章
一
節 

（

52)
真
継
康
総
の
生
年
に
関
し
て
は
、
前
掲
注
（
45)

『
地
下
家
伝
』
を
典
拠
と
す

る
。
舟
橋
秀
賢
の
生
年
に
関
し
て
は
前
掲
注
（
９
）
『
慶
長
日
件
録
』
、
そ
の

他
の
公
家
衆
に
つ
い
て
は
橋
本
政
宣
『
公
家
事
典
』
（
平
成
二
十
二
年 

吉

川
弘
文
館
）
に
拠
る
。 

（

53)

前
掲
注
（
42
）
論
文
に
よ
れ
ば
「
系
図
に
よ
れ
ば
康
綱
の
子
康
利
は
文
禄
三

年
（
一
五
九
四
）
に
生
れ
た
と
い
う
。
系
図
に
従
う
な
ら
康
綱
が
四
十
三
歳

の
と
き
の
子
供
で
あ
る
。
何
と
は
な
し
に
遅
す
ぎ
る
感
が
あ
る
」
と
述
べ
、

「
系
図
」
（
『
地
下
家
伝
』
の
こ
と
）
を
典
拠
に
康
利
の
生
年
に
お
け
る
父

「
康
綱
」
（
真
継
康
総
）
の
年
齢
に
注
目
し
て
い
る
。
し
か
し
『
言
経
卿
記
』

に
よ
る
と
、
慶
長
九
年
時
点
で
五
十
三
歳
と
な
る
康
総
に
は
、
二
才
の
娘
が

い
た
こ
と
が
判
る
。 

（

54)

前
掲
注
（
48
）
吉
竹
氏
論
文 

（

55)

前
掲
注
（
６
）
笹
本
氏
著
書
、
第
一
章
第
一
節 

（

56)

前
掲
注
（
32)

『
言
経
卿
記
』
の
「
改
題
」 

（

57)

前
掲
注
（
31)

『
言
緒
卿
記
』
の
「
解
題
」
記
載
の
系
図
に
拠
れ
ば
、
楠
正
辰

の
子
豊
左
衛
門
尉
は
甚
四
郎
や
主
水
を
称
し
た
と
い
う
。
こ
の
「
主
水
」
は

正
辰
の
子
、
楠
主
水
で
あ
ろ
う
。 

（

58)

前
掲
注
（
31
）
に
同
じ
。 

（

59)

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
言
経
卿
記
』
五
、
九
、
十
二
巻
（
各
平
成
四
年
） 

（

60)

本
稿
で
は
妙
寿
に
つ
い
て
は
割
愛
す
る
が
、
前
掲
注
（
31)

『
言
緒
卿
記
』
の

索
引
か
ら
も
、
妙
寿
と
山
科
家
と
の
頻
繁
な
交
流
が
窺
え
る
。 

（

61)

前
掲
注
（
３
）
拙
稿 

（

62)

前
掲
注
（
９)

『
慶
長
日
件
録
』
慶
長
五
年
～
九
年
三
月
ま
で
の
記
録
。 

（

63)

前
掲
注
（
９)

『
慶
長
日
件
録
』
慶
長
八
年
二
月
十
二
日
条
な
ど
。 

（

64)

尚
、
『
慶
長
日
件
録
』
『
言
経
卿
記
』
に
は
康
総
と
舟
橋
秀
賢
、
康
総
と
山

科
言
経
・
言
緒
と
の
尾
張
旅
行
に
関
す
る
事
前
打
合
せ
の
記
録
が
な
い
。
真

継
康
総
は
冷
泉
為
満
に
従
っ
て
尾
張
に
同
道
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。 

（

65)

『
慶
長
日
件
録
』
は
、
秀
賢
が
三
月
七
日
に
熱
田
社
を
参
拝
し
伊
勢
参
宮
よ

り
帰
洛
す
る
ま
で
の
記
事
を
欠
い
て
い
る
。
仮
に
別
記
が
存
在
し
た
と
す
れ

ば
、
今
後
そ
の
発
見
が
望
ま
れ
る
。 

（

66)

前
掲
注
（
２)

・(

３
）
論
文 

（

67)

前
掲
注
（
11
）
参
照
。 

  

 

 

 

奇
論
卓
説
に
富
め
る
に
あ
り
」
（
名
古
屋
市
役
所
著
・
発
行
『
名
古
屋
市
史

学
芸
編
』
昭
和
四
十
三
年
復
刻
版
）
と
の
評
が
あ
る
。  

（

20)

塙
保
己
一
編
・
太
田
藤
四
郎
補
編
『
群
書
類
従
・
補
遺
三 

お
湯
殿
の
上
の

日
記
』
九
（
昭
和
三
十
三
年
訂
正
三
版 

続
群
書
類
従
完
成
会
）
慶
長
九
年

三
月
四
日
条 

（

21)

前
掲
注
（
20)

『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
「
四
は
う
は
い
あ
り
。
ふ
行
左
少
弁

依
（
俊
）

昌
」
の
注
記
の
と
お
り
、
俊
昌
で
あ
ろ
う
。 

（

22)

橋
本
政
宣
編
『
公
家
事
典
』
（
平
成
二
十
二
年
、
吉
川
弘
文
館
）
坊
城
家
「
俊 

昌
」
の
項
参
照
。 

（

23)

前
掲
注
（
20)

『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』 

（

24)

前
掲
注
（
20)

『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』 

（

25)

小
高
恭
編
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
主
要
語
彙
索
引
』
は
、
慶
長
九
三
月
四
日

条
の
「
大
ゑ
い
の
ち
よ
く
し
」
の
「
大
ゑ
い
」
を
「
大
会
」
と
、
慶
長
十
五
年

九
月
二
十
七
日
条
の
「
大
ゑ
」
を
「
大
会
」
と
し
て
注
記
す
る
。 

（

26)

武
覚
超
『
比
叡
山
仏
教
の
研
究
』
第
七
章
三
（
平
成
二
十
年
、
法
蔵
館
）
柴

田
憲
良
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。 

（

27)

前
掲
注
（
20)

『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』 

（

28)

前
掲
注 (

20)

『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
』
慶
長
九
年
二
月
二
十
五
日
条
に
は
「
き

た
の
ゝ
の
御
ほ
う
ら
く
に
御
わ
か
ん
有
」
と
あ
る
よ
う
に
北
野
社
法
楽
御
和 

漢
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。 

（

29)

前
掲
注(

３
）
拙
稿 

（

30)

前
掲
注
（
３
）
拙
稿
に
お
い
て
、
冷
泉
為
満
の
帰
京
時
期
を
不
明
と
し
て
い
た
。 

し
か
し
、
前
掲
注
（
10
）
『
言
経
卿
記
』
慶
長
九
年
（
一
六
〇
四
）
四
月
八

日
条
に
「
冷
尾
刕
ヨ
リ
上
洛
了
、
仕
合
也
」
、
前
掲
注
（
９)

『
慶
長
日
件
録
』 

慶
長
九
年
四
月
九
日
条
に
「
夜
前
冷
泉
自
二

尾
州
一

帰
宅
之
由
被
レ

示
之
間
、
斎

了
、
立
二

越
彼
亭
一

、
仕
合
之
躰
有
二

雑
談
一

、
自
二

野
州
一

金
子
二
枚
・
馬
一
疋
・

小
袖
二
重
被
レ

送
云
々
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
為
満
の
帰
京
は
慶
長
九
年
四
月

と
判
明
す
る
。 

為
満
は
、
三
月
十
五
日
に
熱
田
で
和
歌
会
を
催
し
た
後
、
同
行
者
と
行
動
を

別
に
し
、
尾
張
国
滞
在
を
続
け
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。 

（

31)

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
言
緒
卿
記
』
（
下
）
（
平
成
十
年
、
岩
波
書
店
）

「
解
題
」 

（

32)

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
言
経
卿
記
』
十
四
、
（
平
成
三
年
、
岩
波
書
店
） 

（

33)

松
田
敬
之
「
中
・
近
世
公
家
社
会
に
お
け
る
家
格
上
昇―

地
下
官
人
よ
り
堂

上
へ
の
身
分
昇
格
運
動―

」
（
前
掲
注
６
『
日
本
前
近
代
社
会
に
お
け
る
下

級
官
人
の
研
究―
真
継
家
を
中
心
と
し
て―

』
所
収
） 

（

34)

山
本
武
夫
校
訂
『
慶
長
日
件
録
』
二
（
平
成
八
年
、
続
群
書
類
従
完
成
会
） 

（

35)

湯
川
敏
治
編
『
歴
名
土
代
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会 

平
成
八
年
） 

（

36)

前
掲
注
（
６)

『
王
権
と
社
会―

朝
廷
官
人
・
真
継
家
文
書
の
世
界
』 

（

37)

前
掲
注
（
36
）
に
同
じ 

（

38)

網
野
善
彦
「
真
継
家
文
書
に
み
え
る
戦
国
期
～
江
戸
初
期
の
文
書―

解
題
と 

紹
介―

」
（
『
名
古
屋
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
七
一
、
昭
和
五
十
三
年
）
、

前
掲
注
（
６
）
笹
本
氏
著
書 

（

39)

前
掲
注
（
２
）
拙
稿 

（

40)

酒
匂
由
紀
子
『
室
町
・
戦
国
期
の
土
倉
と
酒
屋
』
「
第
二
部 

補
論 

戦
国

期
の
蔵
人
所
と
洛
中
の
住
居
」
（
令
和
二
年
、
吉
川
弘
文
館
）
。
同
論
文
の
研

究
対
象
は
主
に
真
継
康
総
以
前
の
真
継
氏
で
あ
る
。 

（

41)

前
掲
注
（
６
）
笹
本
氏
著
書 

（

42)

真
継
康
総
（
康
綱
）
個
人
に
つ
い
て
論
じ
た
論
文
に
、
笹
本
正
治
「
真
継
康

綱
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
日
本
歴
史
』
五
〇
〇
号
、
平
成
二
年
）
が
あ
る
。 

（

43)

河
内
源
五
郎
康
総
と
真
継
源
五
郎
康
総
、
真
継
源
大
夫
、
真
継
美
濃
守
康
総
は

同
一
人
物
で
あ
る
（
前
掲
注
２
拙
稿
）
。
尚
、
【
34
】
は
「
真
継
弥
五
郎
」
と

あ
る
が
、
他
に
真
継
弥
五
郎
の
記
録
が
な
い
こ
と
、
他
の
史
料
は
源
五
郎
と
あ

る
こ
と
、
後
に
源
大
夫
に
改
名
す
る
こ
と
か
ら
、
真
継
源
五
郎
の
誤
記
と
考
え

る
。
前
掲
注
（
３
）
拙
稿
で
は
史
料
【
34
】
を
「
源
五
郎
」
と
し
て
誤
っ
て
引

用
し
て
い
る
。
論
旨
に
大
き
な
影
響
は
な
い
が
、
本
稿
に
お
い
て
誤
り
を
正
し

て
お
く
。 

（

44)

「
大
和
大
和
守
晴
完
入
道
宗
恕
筆
記
」
に
は
「
一
北
面
輩
事
（
略
）
庭
田
殿 

河
端
左
衛
門
尉 

花
山
院
殿 

安
芸
族 

柳
原
殿 

松
波 

河
内 

越
前
」

（
木
下
聡
「
史
料
紹
介
「
大
和
家
蔵
書
」
所
収
「
大
和
大
和
守
晴
完
入
道
宗

182 

 
  

183 

 
  

地
下
官
人
真
継
康
総
の
尾
張
旅
行
を
め
ぐ
る
一
考
察

（
伊
藤　

信
吉
）

一
八



 

 

 

※
本
文
に
お
い
て
山
科
家
の
日
記
を
中
心
に
真
継
康
総
関
連
の
史
料
を
多
数
引
用

し
た
。
康
総
に
関
連
す
る
史
料
を
編
年
体
で
整
理
す
る
こ
と
で
、
康
総
の
生
涯
を

通
覧
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
康
総
の
名
前
や
官
途
の
変
遷
な
ど
の
基
礎
的
事
項

も
確
認
で
き
る
た
め
、
本
論
末
に
真
継
康
総
に
関
す
る
編
年
史
料
集
を
掲
載
し
た
。

便
宜
の
為
各
史
料
に
番
号
を
付
し
た
。
そ
の
番
号
を
本
文
で
【 

】
内
に
示
し
、

引
用
史
料
・
典
拠
を
明
ら
か
に
し
た
。 

典
拠
に
国
書
刊
行
会
編
『
言
継
卿
記
』
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
言
経
卿
記
』

『
言
緒
卿
記
』
を
用
い
た
。
ま
た
史
料
本
文
の
細
字
・
割
注
等
の
注
記
は
、
記
載

の
便
宜
上
、
表
中
に
お
い
て
は<

 
>

内
に
示
し
た
。 

    

                   

 

 

 

恕
筆
記
」
」
『
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要
』
二
十
一
、
平
成
二
十
九
年
）

と
あ
る
。
河
内
家
が
柳
原
の
支
配
下
に
あ
っ
た
こ
と
は
前
掲
注
（
２
）
論
文
で

も
指
摘
し
た
が
、
庭
田
家
に
河
内
家
が
記
載
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
河
内
家
或
い

は
河
内
康
総
が
柳
原
家
に
転
仕
し
た
こ
と
の
反
映
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

（

45)

正
宗
敦
夫
『
地
下
家
伝
』
（
自
治
日
報
社 

昭
和
四
十
三
年
） 

（

46)

高
橋
康
夫
『
京
都
中
世
都
市
史
研
究
』
第
五
章
第
三
節
（
昭
和
五
十
八
年
、

思
文
閣
出
版
） 

（

47)

前
掲
注
（
６
）
笹
本
氏
著
書
、
第
一
章
第
一
節 

（

48)

真
継
久
直
が
幼
少
時
よ
り
柳
原
家
に
伺
候
し
、
朝
廷
内
に
お
け
る
柳
原
資
定

の
権
力
・
権
威
・
人
脈
を
背
景
と
し
て
御
蔵
職
相
続
以
降
、
鋳
物
師
支
配
を

進
め
た
こ
と
は
、
吉
竹
正
明
「
真
継
久
直
と
鋳
物
師
組
織
の
結
び
つ
き
に
お

け
る
柳
原
資
定
と
大
内
氏
の
役
割
」
（
『
龍
谷
日
本
史
研
究
』
三
十
八
号
、
平

成
二
十
七
年
）
に
詳
し
い
。 

ま
た
十
六
世
紀
頃
に
北
面
の
武
士
で
あ
っ
た
河
内
家
が
柳
原
家
支
配
と
窺
わ

れ
る
こ
と
は
前
掲
注
（
２
）
拙
稿
及
び
前
掲
注
（
６
）
笹
本
氏
著
書
を
参
照
。 

（

49)

前
掲
注
（
48
）
吉
竹
氏
論
文 

（

50)

「
言
継
の
居
住
し
た
一
条
烏
丸
と
、
そ
の
周
辺
の
禁
裏
六
丁
町
」
「
こ
の
六

町
に
は
偽
文
書
に
よ
っ
て
地
位
を
築
い
た
鋳
物
師
の
真
継
氏
が
居
住
し
て
い

る
こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
蜜
に
群
衆
す
る
蟻
の
如
く
、
朝
廷
よ
り
の
免

除
特
権
の
獲
得
を
狙
う
人
々
が
公
家
と
と
も
に
混
在
し
て
い
た
」
と
あ
る
（
今

谷
明
『
言
継
卿
記 

公
家
社
会
と
町
衆
文
化
の
接
点
』
第
四
章
一
節
・
四
節
、

昭
和
五
十
五
年
、
そ
し
え
て
）
。 

永
禄
九
・
十
年
の
段
階
で
真
継
久
直
と
河
内
康
総
は
父
子
（
養
子
）
の
関
係

に
あ
っ
た
ら
し
く
【
16
・
17
】
、
真
継
家
と
山
科
家
の
距
離
も
康
総
の
頻

繁
な
交
流
に
関
係
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。 

（

51)

前
掲
注
（
50
）
今
谷
氏
著
書
、
第
三
章
一
節 

（

52)

真
継
康
総
の
生
年
に
関
し
て
は
、
前
掲
注
（
45)

『
地
下
家
伝
』
を
典
拠
と
す

る
。
舟
橋
秀
賢
の
生
年
に
関
し
て
は
前
掲
注
（
９
）
『
慶
長
日
件
録
』
、
そ
の

他
の
公
家
衆
に
つ
い
て
は
橋
本
政
宣
『
公
家
事
典
』
（
平
成
二
十
二
年 

吉

川
弘
文
館
）
に
拠
る
。 

（

53)

前
掲
注
（
42
）
論
文
に
よ
れ
ば
「
系
図
に
よ
れ
ば
康
綱
の
子
康
利
は
文
禄
三

年
（
一
五
九
四
）
に
生
れ
た
と
い
う
。
系
図
に
従
う
な
ら
康
綱
が
四
十
三
歳

の
と
き
の
子
供
で
あ
る
。
何
と
は
な
し
に
遅
す
ぎ
る
感
が
あ
る
」
と
述
べ
、

「
系
図
」
（
『
地
下
家
伝
』
の
こ
と
）
を
典
拠
に
康
利
の
生
年
に
お
け
る
父

「
康
綱
」
（
真
継
康
総
）
の
年
齢
に
注
目
し
て
い
る
。
し
か
し
『
言
経
卿
記
』

に
よ
る
と
、
慶
長
九
年
時
点
で
五
十
三
歳
と
な
る
康
総
に
は
、
二
才
の
娘
が

い
た
こ
と
が
判
る
。 

（

54)

前
掲
注
（
48
）
吉
竹
氏
論
文 

（

55)

前
掲
注
（
６
）
笹
本
氏
著
書
、
第
一
章
第
一
節 

（

56)

前
掲
注
（
32)

『
言
経
卿
記
』
の
「
改
題
」 

（

57)

前
掲
注
（
31)

『
言
緒
卿
記
』
の
「
解
題
」
記
載
の
系
図
に
拠
れ
ば
、
楠
正
辰

の
子
豊
左
衛
門
尉
は
甚
四
郎
や
主
水
を
称
し
た
と
い
う
。
こ
の
「
主
水
」
は

正
辰
の
子
、
楠
主
水
で
あ
ろ
う
。 

（

58)

前
掲
注
（
31
）
に
同
じ
。 

（

59)

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
言
経
卿
記
』
五
、
九
、
十
二
巻
（
各
平
成
四
年
） 

（

60)

本
稿
で
は
妙
寿
に
つ
い
て
は
割
愛
す
る
が
、
前
掲
注
（
31)

『
言
緒
卿
記
』
の

索
引
か
ら
も
、
妙
寿
と
山
科
家
と
の
頻
繁
な
交
流
が
窺
え
る
。 

（

61)

前
掲
注
（
３
）
拙
稿 

（

62)

前
掲
注
（
９)

『
慶
長
日
件
録
』
慶
長
五
年
～
九
年
三
月
ま
で
の
記
録
。 

（

63)

前
掲
注
（
９)

『
慶
長
日
件
録
』
慶
長
八
年
二
月
十
二
日
条
な
ど
。 

（

64)

尚
、
『
慶
長
日
件
録
』
『
言
経
卿
記
』
に
は
康
総
と
舟
橋
秀
賢
、
康
総
と
山

科
言
経
・
言
緒
と
の
尾
張
旅
行
に
関
す
る
事
前
打
合
せ
の
記
録
が
な
い
。
真

継
康
総
は
冷
泉
為
満
に
従
っ
て
尾
張
に
同
道
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。 

（

65)

『
慶
長
日
件
録
』
は
、
秀
賢
が
三
月
七
日
に
熱
田
社
を
参
拝
し
伊
勢
参
宮
よ

り
帰
洛
す
る
ま
で
の
記
事
を
欠
い
て
い
る
。
仮
に
別
記
が
存
在
し
た
と
す
れ

ば
、
今
後
そ
の
発
見
が
望
ま
れ
る
。 

（

66)

前
掲
注
（
２)

・(

３
）
論
文 

（

67)

前
掲
注
（
11
）
参
照
。 
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二
〇
二
一
年

一
九



番
号

年
号

年

西
暦

月

日

名
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
記
事

典
拠

11

永
禄

三

一
五
六
〇

二

二
十
九

河
内
、、
、、
、、

巳
刻
梶
井
殿
に
参
、
滋
野
井
・内
蔵
頭
・中
山
少
将
・五
辻
・真
如
堂
之
全
乗
院
、<

菊
亭
内>

中
村
越
前
入
道<

庭
田
内>

河
内
、
、
、

言
継
卿
記

22

永
禄

六

一
五
六
三

一

四

河
内
源
五
郎

今
日
礼
者
（
略
）<

柳
原
内>

河
内
源
五
郎<

同>

真
継
兵
庫
助

33

永
禄

六

五

五

河
内
源
五
郎

今
日
礼
者
（
略
）<

柳
原
内>

河
内
源
五
郎
等
来

44

永
禄

七

一
五
六
四

一

二

河
内
源
五
郎

今
日
礼
者
（
略
）<

柳
原
内>

真
継
兵
庫
助
・<

同>

河
内
源
五
郎

55

永
禄

八

一
五
六
五

一

二

河
内
源
五
郎

今
日
礼
者
（
略
）<

柳
原
内>

河
内
源
五
郎<

同>

真
継
兵
庫
助

66

永
禄

八

五

一
五

河
内
源
五
郎

中
御
門
、
山
下
孫
三
郎
、
松
田
二
郎
、
河
内
源
五
郎
、
雲
松
軒
以
下
被
レ

来
、
将
棊
双
六
有
レ

之

77

永
禄

九

一
五
六
六

七

三

河
内
源
五
郎

中
御
門
、
河
内
源
五
郎
等
来
、
双
六
打
レ

之

88

永
禄

九

八

五

河
内
源
五
郎

中
御
門
、
石
谷
孫
九
郎
、
河
内
源
五
郎
以
下
各
来
談
了

99

永
禄

九

九

八

河
内
源
五
郎

中
御
門
、
石
谷
孫
九
郎
、
河
内
源
五
郎
、
渡
邊
弥
七
郎
等
来
了

1100

永
禄

九

九

九

河
内
源
五
郎

今
日
礼
者
（
略
）河
内
源
五
郎

1111

永
禄

九

九

十
一

河
内
源
五
郎

中
御
門
、
伊
勢
雲
松
軒
、
石
谷
孫
九
郎
、
河
内
源
五
郎
、
野
依
亀
福
、
浮
島
平
次
郎
等
来
談
、
少
将
棊
双
六
等
有
レ

之

1122

永
禄

九

九

十
三

河
内
源
五
郎

中
御
門
、
石
谷
孫
九
郎
、
河
内
源
五
郎
等
来
談
、
双
六
有
レ

之

1133

永
禄

九

十

二
十
五

河
内
源
五
郎
康
総

於
二

柳
原
一
品
一

法
楽
連
歌
有
レ

之
、
辰
下
刻
罷
向
、
人
数
亭
主<

三
十
九
、>

、
同
北
向<

二>

、
予
、<

廿
二>

、
高
辻
、<

十
一>

、
石
泉
院
僧
正
、<

十
五>

、
内
蔵

頭
、<

五
、
執
筆>

、
真
継
兵
庫
助
久
直
、<

四>

、
河
内
源
五
郎
康
総<

一>

、
等
也
、
午
時
茶
之
子
、
申
刻
晩
飡
有
レ

之
、
申
下
刻
終
了
、
各
帰
宅

1144

永
禄

九

十

二
十
九

河
内
源
五
郎

石
谷
孫
九
郎
、
栖
雲
、
河
内
源
五
郎
、<

室
町>

山
本
弥
四
郎
等
来
、
小
将
棊
双
六
等
有
レ

之

1155

永
禄

九

十
二

十
二

河
内
源
五
郎

柳
原
内
河
内
源
五
郎
勧
進
夢
想
法
楽
之
和
歌
調
■

遣
之
一

1166

永
禄

十

一
五
六
七

一

七

（真
継
）同
源
五
郎

今
日
礼
者
（
略
）<

柳
原
内>

真
継
兵
庫
助
、
同
源
五
郎

1177

永
禄

十

一

二
十
一

真
継
父
子

真
継
兵
庫
助
久
直
所
に
夢
想
法
楽
連
歌
有
レ

之
、
人
数
柳
原
一
位
、
同
北
向
、
予
、
高
辻
、
内
蔵
頭
、
北
野
之
青
松
院
、
真
継
父
子
等
也
、
午
時
茎
そ
う
水
に
て

一
盞
、
晩
頭
小
漬
有
レ

之
、
及
黄
昏
終
了
、
次
又
一
盞
有
レ

之

1188

永
禄

十

一

二
十
五

河
内
源
五
郎

柳
原
へ
罷
向
、
法
楽
連
歌
有
レ

之
、
人
数
一
品
、<

四
十
五
句>

、
北
向
、<

四>

、
予
、<

十
四>

、
高
辻
、<

十
二>

、
石
泉
院
、<

十>

、
甘
露
寺
、<

二>

、
内
蔵
頭
、<

八>

、
真
継
兵
庫
助
、<
三>

、
河
内
源
五
郎
、<

一>

等
也
、
午
時
茶
子
有
レ

之
、
甘
就
二

他
事
一

被
レ

来
、
晩
飡
各
相
伴
了

1199

永
禄

十

一

二
十
七

河
内
源
五
郎

中
御
門
、
河
内
源
五
郎
、
児
島
源
二
郎
、
布
施
弥
太
郎
等
来
談
、
双
六
有
レ

之

2200

永
禄

十

一

二
十
八

河
内
源
五
郎

河
内
源
五
郎
申
音
曲
本<

女
郎
花>

寫
レ

之
、
源
五
郎
来
之
間
則
遣
レ

之

2211

永
禄

十

二

二

河
内
源
五
郎

河
内
源
五
郎
来
、
児
島
源
二
郎
来
、
倉
部
に
論
語
読
書
云
々

2222

永
禄

十

二

十
三

河
内
源
五
郎

中
御
門
、
布
施
弥
太
郎
被
レ

来
、
勧
二

一
盞
一

了
、
次
河
内
源
五
郎
来
、
各
双
六
有
レ

之

2233

永
禄

十

二

二
十
三

河
内
源
五
郎

晩
頭
四
辻
相
公
、
伊
勢
雲
松
斎
、
常
楽
寺
之
栖
雲
、
河
内
源
五
郎
等
来
談
、

2244

永
禄

十

二

二
十
四

河
内
源
五
郎

布
施
弥
太
郎
蒙
レ

疵
云
々
、
與
二

河
内
源
五
郎
一

口
論
云
々
、
不
可
説
々
々
々
、
愛
洲
薬
遣
レ

之

2255

永
禄

十
一

一
五
六
八

四

二
九

河
内
源
五
郎

雲
松
軒
、
河
内
源
五
郎
、
児
島
源
二
郎
来
、
双
六
将
棊
等
有
レ

之

2266

永
禄

十
一

四

三
十

河
内
源
五
郎

雲
松
軒
、
河
内
源
五
郎
以
下
、
双
六
将
棊
等
有
レ

之

2277

永
禄

十
一

五

一

河
内
源
五
郎

雲
松
軒
被
レ

来
、
勧
二

一
盞
一

了
、
河
内
源
五
郎
以
下
来
、
双
六
有
レ

之

2288

永
禄

十
一

五

十

河
内
源
五
郎

薄
、
雲
松
軒
、
児
島
源
二
郎
、
久
河
與
七
郎
、
河
内
源
五
郎
、
木
村
幸
千
代
以
下
来
、
双
六
将
棊
等
有
レ

之

2299

永
禄

十
一

五

十
一

河
内
源
五
郎

薄
、
雲
松
軒
、
河
内
源
五
郎
、
幸
千
代
等
双
六
将
棊
等
有
レ

之

3300

永
禄

十
一

五

十
七

河
内
源
五
郎

雲
松
軒
、
河
内
源
五
郎
以
下
少
童
共
、
将
棊
双
六
等
有
レ

之

真真
継継
康康
総総
関関
連連
史史
料料
集集

、
、
、

河
内
、
、
、
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3311

永
禄

十
一

五

二
十

河
内
源
五
郎

雲
松
軒
、
河
内
源
五
郎
、
栖
雲
以
下
来
、
将
棊
双
六
等
有
レ

之

言
継
卿
記

3322

永
禄

十
二

一
五
六
九

閏
五

十
八

真
次
源
五
郎

葉
室
、
廣
橋
、
薄
、
雲
松
軒
、
冷
泉
兒
、
幸
千
代
、
真
次
源
五
郎
、
速
水
彦
太
郎
、
渡
邊
弥
七
郎
等
来
、
中
少
将
棊
碁
双
六
等
有
レ

之

3333

永
禄

十
三

一
五
七
〇

八

二
十
一

河
内
源
五
郎

大
胡
武
蔵
守
、
河
内
源
五
郎
等
来
談

3344

元
亀

二

一
五
七
一

二

一

真
継
弥
五
郎

中
御
門
、
畠
山
次
郎
、
真
継
弥
五
郎
、
渡
邊
弥
七
郎
等
来
談
、
双
六
有
レ

之

3355

天
正

四

一
五
七
六

一

三

真
継
尉

礼
者
渡
辺
竹
松
（
略
）真
継
兵
庫
助
・救
庵
・飛
鳥
井
中
将
・西
洞
院
・真
継
尉<

盃
令
レ

飲
レ

之>

3366

天
正

十

一
五
八
二

一

三

（真
継
）同
源
大
夫

今
日
礼
者
（
略
）真
継
兵
庫
助
・同
源
大
夫

言
経
卿
記

3377

天
正

十
一

一
五
八
三

九

九

真
継
源
大
夫

真
継
源
大
夫
礼
ニ
来
了

3388

慶
長

四

一
五
九
九

五

一

真
継
源
大
夫

真
継
源
大
夫
ア
子子
来
（
略
）次
源
大
夫
ヨ
リ
草
子
・経
等
誰
筆
ト
申
来
了
、
不
レ

知
之
間
、
寿
命
院
へ
書
状
所
望
之
由
有
レ

之
、
書
レ

之
遣
了

3399

慶
長

六

一
六
〇
一

一

二
六

真
継
美
の
守

真
継
美
の
守
双
瓶
持
来
了
、
則
勧
レ

酒
了

4400

慶
長

六

五

十

真
継
美
作
守

早
朝
ニ
出
納
将
監
盃
一
、
持
来
了
、
真
継
美
作
守
同
道
了
、
内
府
へ
二
人
ト
モ
ニ
取
合
頼
入
之
由
也

4411

慶
長

六

八

十
九

真
継
美
乃
守

出
納
将
監
・真
継
美
乃
守
等
来
、
内
府
へ
取
合
頼
入
之
由
也
、
相
心
得
之
由
申
、
対
顔
了

4422

慶
長

六

九

五

真
継
美
乃
守

真
継
美
乃
守
・出
納
将
監
等
双
瓶
持
来
了
、
内
府
へ
取
合
頼
入
之
由
也
、
則
盃
酌
了

4433

慶
長

六

十

十

真
継
美
乃
守

真
継
美
乃
守
来
了
、
屋
敷
之
事
談
合
了

4444

慶
長

六

十
一

一

真
継
美
乃
守

真
継
美
乃
守
礼
ニ
来
也
云
々

4455

慶
長

八

一
六
〇
三

二

五

真
継
美
乃
守

真
継
美
乃
守
来
也
云
々

4466

慶
長

八

二

七

真
継
美
乃
守

出
納
将
監<

カ
ラ
納
豆>

・真
継
美
乃
守<

扇
子
一
本>

等
令
二

同
道
一

来
了
、
勧
レ

酒
了
、
内
府
へ
取
合
頼
入
之
由
也

4477

慶
長

八

二

十
九

真
継
美
乃
守

陣
官
人<
ト
シ
マ>

、
サ
シ
樽
一
荷
・両
種
持
来
了
、
真
継
美
乃
守
同
道
也
、
則
勧
レ

酒
了

4488

慶
長

八

五

五

真
継
美
乃
守

竹
内
蔵
人
・大
外
記
・木
村
筑
後
守
等
礼
ニ
来
也
云
々
、
此
外
勧
レ

酒
衆
者
古
市
宗
超
・真
継
美
乃
守

4499

慶
長

八

八

一

真
継
美
乃
守

真
継
美
乃
守
来
也
云
々

5500

慶
長

八

十
一

十

真
継
美
濃
守
康
総

冷
亭
月
次
歌
会
有
レ

之
、
人
数
興
門
・持
明
院
・
予
・千
寿
丸
・
藤
寿
丸
・一
斎
・亭
主
・
四
条
・冷
泉
・土
御
門
・内
蔵
頭
・堀
川
・官
務
・仙
岩
斎
・道
標<

蜷
川
入

道>

・
宗
超<

古
市
入
道>
真
継
美
濃
守
康
総
等
也
、
先
茶
子
、
酒
有
レ

之
、
夕
飡
有
レ

之
、
読
師
一
斎
、
講
師
四
条
等
也

5511

慶
長

八

十
二

十

真
継

冷
亭
月
次
和
歌
会
有
レ

之
、
人
数
予
・<

父
子>

一
斎
父
子
・冷
父
子
三
人
・
四
条
・滋
野
井
・竹
内
・仙
岩
父
子
・
蜷
川
・古
市
宗
超
・極
楽
寺
・真
継
等
也

5522

慶
長

九

一
六
〇
四

一

七

真
継
美
乃
守

真
継
美
乃
守
礼
ニ
扇
子
一
本
持
来
也
云
々

5533

慶
長

九

一

二
十
一

真
継
美
乃
守

冷
亭
和
歌
会
始
有
レ

之
、
興
門
ト
ウ
ヤ
ク
也
、
読
師
大
炊
御
門
、
講
師
滋
野
井
、
発
声
持
明
院
也
、
歌
鷲
尾
也
、
当
座
滋
野
井
也
、
読
揚
了
、
会
已
後
酒
云
〻
、

予
早
帰
宅
了
、
今
日
人
数
先
僧
衆
如
レ

例
、
興
門
・勝
仙
院
・仙
岩
斎
・極
楽
寺
・
蜷
河
道
標
・古
市
宗
超
、
次
大
炊
御
門
・持
明
院
・
予
・鷲
尾
・千
寿
丸
・
藤
寿

丸
・亭
主
・。
四
条
・五
辻
・冷
泉
・土
御
門
・内
蔵
頭
・滋
野
井
・堀
川
・舟
橋
・竹
内
・土
御
門
蔵
人
・官
務
・今
川
左
馬
助
・真
継
美
乃
守
等
也

5544

慶
長

九

一

二
十
三

真
継
美
乃
守

真
継
美
乃
守
来
了
、
暫
雑
談
了

5555

慶
長

九

二

十
二

真
継
美
乃
守

宗
超
・真
継
美
乃
守
等
来
入
了

5566

慶
長

九

三

十
九

真
継
美
乃
守

真
継
美
乃
守
ム
ス
メ<

二
才>

ツ
レ
テ
来
了
、
人
参
丁
香
散
五
服
遣
了

5577

慶
長

九

五

二
十
一

真
継
美
乃
守

冷
亭
月
次
和
歌
会
有
レ

之
、
人
数
興
門
・持
明
院
・
予
・千
寿
丸<
不
二

出
座
一>

・
藤
寿
丸
・
一
斎
・亭
主
・
四
条
・土
御
門
・内
蔵
頭
・滋
野
井
・(

略
）・官
務
・竹
内
・

仙
岩
斎
・
宗
超
・真
継
美
乃
守
等
也
、
講
師
四
条
、
講
師
真
継
美
乃
守
等
也

5588

慶
長

九

閏
八

一

真
継
美
乃
守

大
澤
一
覚
・真
継
美
乃
守
・小
川
宗
久
等
礼
ニ
来
了
、
令
レ

飲
レ

盃
了

5599

慶
長

九

九

九

真
継
美
乃
守

真
継
美
乃
守
礼
ニ
来
了
、
勧
酒
了

6600

慶
長

九

十

二
十

真
継
美
乃
守

真
継
美
乃
守
来
了
、
勧
酒
了

(
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マ
）
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6611

慶
長

九

十

二
十
八

真
継
美
乃
守

古
市
宗
超
・真
継
美
乃
守
等
来
、
勧
酒
了

言
経
卿
記

6622

慶
長

九

十
二

一

真
継
美
乃
守

真
継
美
乃
守
礼
ニ
来
了
、
勧
酒
了

6633

慶
長

九

十
二

九

真
継
美
濃
守

真
継
美
濃
守
来
了

6644

慶
長

九

十
二

三
十

真
継
美
乃
守

真
継
美
乃
守
礼
ニ
来
也
云
〻

6655

慶
長

十

一
六
〇
五

一

二

真
継
美
乃
守

真
継
美
乃
守
礼
ニ
扇
一
本
持
来
了
、
令
レ

飲
レ

盃
了

6666

慶
長

十

一

十
二

真
継
美
乃
守

真
継
美
乃
守
呼
レ

之
、
檜
扇
ヲ
キ
モ
ン
南
都
伶
人
辻
将
監
ニ
ア
ツ
ラ
ヘ
了

6677

慶
長

十

一

十
八

真
継
美
乃
守

真
継
美
乃
守
呼
レ

之
、
来
了
、
檜
扇
之
事
談
合
了

6688

慶
長

十

一

二
十
一

真
継
美
乃
守

冷
亭
和
歌
会
始
有
レ

之
、
人
数
、
興
門
・大
炊
御
門
・持
明
院
・
予
・鷲
尾
・千
寿
丸
・
藤
寿
丸
・五
辻
・亭
主
・
四
条
・<

下>

冷
泉
・倉
卩
・堀
川
・舟
橋
・官
務
・今
川

入
道
・土
御
門
蔵
人
・古
市
宗
超
・真
継
美
乃
守
等
也
、
懐
紙
斗
披
講
了
、
読
師
大
炊
御
門
、
講
師
下
冷
泉
、
発
声
持
明
院
等
也

6699

慶
長

十

二

十
六

真
継
美
乃
守

真
継
美
乃
守
来
、
檜
扇
ヲ
キ
文
出
来
ト
テ
持
来
了
、
件
主
盃
ア
ツ
ラ
ヘ
了

7700

慶
長

十

二

十
七

真
継
美
乃
守

真
継
美
乃
守
・
宗
務
等
来
了

7711

慶
長

十

二

二
十
六

真
継
美
乃
守

真
継
美
乃
守
来
間
、
勧
酒
了

7722

慶
長

十

三

二

真
継
美
乃
守

宝
寿
院
殿
ヨ
リ
明
日
花
恩
院
殿
第
七
回
法
事
也
ト
テ
非
時
済
〻
給
之
間
、
今
朝
衆
ノ
外
ニ
真
継
美
乃
守
・・・古
市
宗
超
・冷
・
四
等
家
中
衆
等
呼
レ

之
、
同
ア
ネ

妙
寿

7733

慶
長

十

三

三

真
継
美
乃
守

大
外
記
・冠
師
木
村
新
九
郎
・真
継
美
乃
守
礼
ニ
来
也
云
々

7744

慶
長

十

三

二
十

真
継

真
継
来
了
、
勧
酒
了

7755

慶
長

十

四

七

真
継
美
乃
守

真
継
美
乃
守
来
了

7766

慶
長

十

五

十
七

真
継
美
乃
守

古
市
宗
超
来
入
了
、
次
真
継
美
乃
守
来
了
、
勧
レ

酒
了

7777

慶
長

十

六

一

真
継
美
乃
守

大
澤
一
覚
・真
継
美
乃
守
・屏
風
ハ
リ
周
徳
等
来
了
、
盃
ヲ
ノ
マ
シ
ム
了

7788

慶
長

十

六

二
十
八

真
継
美
濃
守

内
蔵
頭
傍
輩
衆
呼
レ

之
振
舞
、
西
園
寺
・花
山
院
・東
坊
城
・六
条
・小
川
坊
城
・舟
橋
・竹
内
蔵
人
等
、
真
継
美
濃
守
等
也
、
及
二

乱
酒
一

諷
有
レ

之

7799

慶
長

十

七

七

真
継
美
乃
守

真
継
美
乃
守
礼
ニ
来
也
云
々
、
周
徳
礼
ニ
来
了
、
令
レ

飲
レ

酒
了

8800

慶
長

十

八

一

真
継
美
乃
守

真
継
美
乃
守
礼
ニ
黒
塩
小
桶
持
来
了
、
令
レ

飲
レ

酒
了

8811

慶
長

十

八

二
十
二

真
継
美
乃
守

真
継
美
乃
守
来
了
、
勧
レ

酒
了

8822

慶
長

十

十

二
十
八

真
継
美
乃
守

真
継
美
乃
守
礼
ニ
来
了

8833

慶
長

十

十

二
十
九

真
継
美
乃
守

四
条
故
女
房
衆
十
三
回
、
来
年
ナ
レ
ト
モ
取
ア
ケ
法
事
有
レ

之
（略
）相
伴
衆
僧
衆
四
人
・予
・冷
・四
・内
蔵
頭
・宗
久
・真
継
美
乃
守
・又
三
郎
等
也
、
及
二

大
酒
一

也
、

北
向
・冷
女
中
・四
女
中
・同
弥
〻
御
料
人
・内
蔵
頭
女
中
・<

冷>

子
達
三
人
、
其
外
大
勢
有
レ

之

8844

慶
長

十

十
二

二
十
八

真
継
美
乃
守

真
継
美
乃
守
礼
ニ
来
、
勧
レ

酒

8855

慶
長

十
一

一
六
〇
六

一

四

真
継
美
乃
守

真
継
美
乃
守
扇
一
本
持
来
了

8866

慶
長

十
一

一

十
三

早
暁
ニ
冷
・倉
卩
等
同
道
江
戸
へ
下
向
了
、
大
澤
左
衛
門
大
夫
供
也

8877

慶
長

十
一

一

二
十

真
継
■
■
美
乃

内
蔵
頭
ヨ
リ
書
状
有
レ

之
、
去
十
六
日
尾
張
国
清
ス
へ
下
着
也
云
〻
、
真
継
■
■
美
乃
ヨ
リ
便
宜
也
云
〻

8888

慶
長

十
一

二

四

真
継
美
乃
守

真
継
美
乃
守
ヨ
リ
錫
送
了

8899

慶
長

十
一

二

十

真
継
美
乃
守

真
継
美
乃
守
来
、
勧
レ

酒
了

9900

慶
長

十
一

五

十
五

真
継
美
濃
守

冷
亭
月
次
和
歌
会
有
レ

之
、
人
数
、
持
明
院
・予
・藤
谷
・一
斎
・五
辻
・庭
田
・亭
主
・
四
条
・冷
泉
・内
蔵
頭
・舟
橋
・冷
侍
従
・官
務
・仙
厳
・石
川
主
殿
頭
・城
和

泉
守
・極
楽
寺
・真
継
美
濃
守
等
也
、
次
読
師
予
、
講
師
真
継
美
濃
守
、
発
声
持
明
院
也
、
六
首
欤
披
講
了
、

9911

慶
長

十
一

六

一

真
継
美
濃
守

真
継
美
濃
守
礼
来
了
、
勧
レ

酒
了

言
経
卿
記

9922

慶
長

十
一

八

一

真
継
美
乃
守

真
継
美
乃
守
ヨ
リ
、
醤
小
桶
送
了

9933

慶
長

十
二

一
六
〇
七

一

六

真
継
美
乃
守

次
真
継
美
乃
守
扇
一
本
持
来
了
、
勧
レ

酒
了

9944

慶
長

十
二

七

七

真
継
美
乃
守

真
継
美
乃
守
礼
ニ
来
了
、
勧
レ

酒
了

9955

慶
長

十
二

八

一

真
継
美
濃
守

真
継
美
濃
守<

ク
ロ
シ
ホ>

、
持
来
了
、
勧
レ

酒
了

9966

慶
長

十
六

一
六
一
一

八

十
五

真
継
美
濃
守

大
炊
大
納
言
今
夜
月
ニ
当
座
ア
リ
、
曼
珠
院
宮
・大
炊
御
門
大
納
言
・
四
王
院
・冷
泉
中
将
・
予
・堀
川
・極
楽
寺
・兵
部
・其
外
曼
珠
院
宮
御
小
姓
衆
両
人
・真

継
美
濃
守
等
也
、
十
五
首
之
題
也
、
出
題
ハ
曼
珠
院
宮
云
々

言
緒
卿
記

9977

慶
長

十
六

十
二

十
一

真
継
美
濃
守

一
、
早
天
ニ
如
庵
所
へ
罷
向
、
タ
ヒ
三
束
遣
了
、
同
■

道
冷
泉
中
将
等
一

、
案
内
者
ニ
ハ
真
継
美
濃
守
也
（略
）真
継
美
濃
守
へ
タ
ヒ
二
束
遣
了
、
晩
頭
ニ
礼
ニ
来
了

9988

慶
長

十
七

一
六
一
二

一

二
十
四

真
継
美
濃
守

冷
泉
新
三
位
亭
ニ
有
二

歌
会
一

、
連
衆
大
炊
御
門
大
納
言
・五
辻
兵
衛
督
・
冷
泉
新
三
位
・中
御
門
右
大
弁
・
四
条
中
将
・土
御
門
権
佐
・
予
・滋
野
井
少
将
・船

橋
式
卩
少
輔
・伯
侍
従
・冷
泉
侍
従
・小
槻<

壬
生>

官
務
・今
川
仙
岩
・極
楽
寺
覚
阿
・真
継
美
濃
守
等
也
、
読
師
大
炊
御
門
、
講
師
右
大
弁
、
発
声
五
辻
、
短

冊
之
読
ア
ケ
冷
泉
侍
従
、
会
以
後
御
酒
・音
曲
ア
リ

9999

慶
長

十
九

一
六
一
四

二

五

真
継
美
濃
守

大
炊
御
門
大
納
言
・真
継
美
濃
守
来
儀
了

110000

慶
長

十
九

二

八

真
継
美
濃
守

大
炊
御
門
大
納
言
・真
継
美
濃
守
来
儀
了

110011

元
和

元

一
六
一
五

十
二

十
二

真
継
美
濃

園
若
州
・辻
将
監
・ヌ
シ
又
八
・衛
士
源
兵
へ
・常
珍
・真
継
美
濃
来
了
、
次
五
辻
左
馬
頭
来
儀
了

110022

元
和

四

一
六
一
八

一

二
十
四

真
継
美
濃
守

真
継
美
濃
守
・同
妙
寿
来
了

110033

元
和

四

四

八

真
継
内
・同
妙
寿
被
来
、
モ
タ
せ
有
レ

之
了
、
夕
食
振
舞
了

110044

元
和

四

八

四

真
継
美
濃
守
／
真
継
美
州

一
、
真
継
美
濃
守
来
了
、
一
、
真
継
美
州
へ
帯
弐
筋
・妙
寿
ニ
帯
壱
筋
遣
了

110055

元
和

四

九

七

真
継
美
濃
守

真
継
美
濃
守
来
了

110066

元
和

四

九

十
四

真
継
美
濃
守

如
庵
・楠
木
主
水
・真
継
美
濃
守
朝
飯
振
舞
申
了

110077

元
和

五

一
六
一
九

一

二
十
九

妙
寿
被
レ

来
了
、
真
継
美
濃
内
被
レ

来
了
、
串
柿
二
把
音
物
也

110088

元
和

五

二

三

真
継
美
濃
守

真
継
美
濃
守
へ
目
洗
薬
三
包
遣
了

110099

元
和

五

四

十
九

真
継
美
濃
守

真
継
美
濃
守
・同
妙
寿
被
レ

来
了

111100

元
和

五

六

二
十
一

真
継
美
濃
内
葛
粉
十
袋
・香
薷
廿
包
持
来
了
、
同
妙
寿
被
レ

来
了
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9911

慶
長

十
一

六

一

真
継
美
濃
守

真
継
美
濃
守
礼
来
了
、
勧
レ

酒
了

言
経
卿
記

9922

慶
長

十
一

八

一

真
継
美
乃
守

真
継
美
乃
守
ヨ
リ
、
醤
小
桶
送
了

9933

慶
長

十
二

一
六
〇
七

一

六

真
継
美
乃
守

次
真
継
美
乃
守
扇
一
本
持
来
了
、
勧
レ

酒
了

9944

慶
長

十
二

七

七

真
継
美
乃
守

真
継
美
乃
守
礼
ニ
来
了
、
勧
レ

酒
了

9955

慶
長

十
二

八

一

真
継
美
濃
守

真
継
美
濃
守<

ク
ロ
シ
ホ>

、
持
来
了
、
勧
レ

酒
了

9966

慶
長

十
六

一
六
一
一

八

十
五

真
継
美
濃
守

大
炊
大
納
言
今
夜
月
ニ
当
座
ア
リ
、
曼
珠
院
宮
・大
炊
御
門
大
納
言
・
四
王
院
・冷
泉
中
将
・
予
・堀
川
・極
楽
寺
・兵
部
・其
外
曼
珠
院
宮
御
小
姓
衆
両
人
・真

継
美
濃
守
等
也
、
十
五
首
之
題
也
、
出
題
ハ
曼
珠
院
宮
云
々

言
緒
卿
記

9977

慶
長

十
六

十
二

十
一

真
継
美
濃
守

一
、
早
天
ニ
如
庵
所
へ
罷
向
、
タ
ヒ
三
束
遣
了
、
同
■

道
冷
泉
中
将
等
一

、
案
内
者
ニ
ハ
真
継
美
濃
守
也
（略
）真
継
美
濃
守
へ
タ
ヒ
二
束
遣
了
、
晩
頭
ニ
礼
ニ
来
了

9988

慶
長

十
七

一
六
一
二

一

二
十
四

真
継
美
濃
守

冷
泉
新
三
位
亭
ニ
有
二

歌
会
一

、
連
衆
大
炊
御
門
大
納
言
・五
辻
兵
衛
督
・
冷
泉
新
三
位
・中
御
門
右
大
弁
・
四
条
中
将
・土
御
門
権
佐
・
予
・滋
野
井
少
将
・船

橋
式
卩
少
輔
・伯
侍
従
・冷
泉
侍
従
・小
槻<

壬
生>

官
務
・今
川
仙
岩
・極
楽
寺
覚
阿
・真
継
美
濃
守
等
也
、
読
師
大
炊
御
門
、
講
師
右
大
弁
、
発
声
五
辻
、
短

冊
之
読
ア
ケ
冷
泉
侍
従
、
会
以
後
御
酒
・音
曲
ア
リ

9999

慶
長

十
九

一
六
一
四

二

五

真
継
美
濃
守

大
炊
御
門
大
納
言
・真
継
美
濃
守
来
儀
了

110000

慶
長

十
九

二

八

真
継
美
濃
守

大
炊
御
門
大
納
言
・真
継
美
濃
守
来
儀
了

110011

元
和

元

一
六
一
五

十
二

十
二

真
継
美
濃

園
若
州
・辻
将
監
・ヌ
シ
又
八
・衛
士
源
兵
へ
・常
珍
・真
継
美
濃
来
了
、
次
五
辻
左
馬
頭
来
儀
了

110022

元
和

四

一
六
一
八

一

二
十
四

真
継
美
濃
守

真
継
美
濃
守
・同
妙
寿
来
了

110033

元
和

四

四

八

真
継
内
・同
妙
寿
被
来
、
モ
タ
せ
有
レ

之
了
、
夕
食
振
舞
了

110044

元
和

四

八

四

真
継
美
濃
守
／
真
継
美
州

一
、
真
継
美
濃
守
来
了
、
一
、
真
継
美
州
へ
帯
弐
筋
・妙
寿
ニ
帯
壱
筋
遣
了

110055

元
和

四

九

七

真
継
美
濃
守

真
継
美
濃
守
来
了

110066

元
和

四

九

十
四

真
継
美
濃
守

如
庵
・楠
木
主
水
・真
継
美
濃
守
朝
飯
振
舞
申
了

110077

元
和

五

一
六
一
九

一

二
十
九

妙
寿
被
レ

来
了
、
真
継
美
濃
内
被
レ

来
了
、
串
柿
二
把
音
物
也

110088

元
和

五

二

三

真
継
美
濃
守

真
継
美
濃
守
へ
目
洗
薬
三
包
遣
了

110099

元
和

五

四

十
九

真
継
美
濃
守

真
継
美
濃
守
・同
妙
寿
被
レ

来
了

111100

元
和

五

六

二
十
一

真
継
美
濃
内
葛
粉
十
袋
・香
薷
廿
包
持
来
了
、
同
妙
寿
被
レ

来
了
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